
令和２年度指定地域密着型サービス事業者集団指導

（第１回） 
 

日時  令和２年８月 27日（木）午後２時～ 

場所  南部町健康センター２階集団指導室 

 

次   第 

 

１．開 会 

 

２．説明内容 

 

令和２年度版（令和元年度実績）数字でみる介護保険・・・・・・・・別冊 

 

第８期南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 

策定のための高齢者基礎調査等の結果について・・・・・・別冊 

  

指導実施計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ 

 

不適正事例について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ 

 

感染症対策等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22ページ 

 

非常災害対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27ページ 

 

事故報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32ページ 

 

運営推進会議等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35ページ 

 

介護職員処遇改善加算等について・・・・・・・・・・・・・・・39ページ 

 

各種届出等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41ページ 

 

介護報酬等に関する質問について・・・・・・・・・・・・・・・44ページ 

  

 「南部町ケアマネジメントに関する基本方針」について・・・・・・資料１ 

 

その他について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

 

３．閉 会 
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令和２年度の地域密着型サービス事業者指導実施計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

毎年度、運営基準違反や介護報酬の不正請求、利用者への虐待行為等により、指定の

取消等の処分が行われています。こうした事案は、利用者に著しい不利益が生じます。 

また、連座制が適用された場合は、処分を受けた事業所のみならず、同一サービス類

型事業所全体が行政処分を受けることになります。 

さらに、行政処分の内容は公表されるため、処分が解けても、利用者が戻ることは稀

であり、事業者は社会における信用を損ないます。 

事業所の運営においては業務管理体制が整備され、法令を遵守していることが前提と

なります。「知らなかった」ということは通用しません。 

 

▶介護サービス事業者・施設の義務とは 

①要介護者及び要支援者の人格を尊重すること。   

②介護保険法またはそれに基づく政令・省令を遵守すること。   

③要介護者または要支援者のために忠実にその職務を遂行すること。   

④上記の業務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備すること。  

▶法令遵守＝コンプライアンスとは 

①指定の取消処分などの事由になるような行為をしないこと。  

②人員、設備、運営基準などを守り、法律にのっとったサービスを提供すること。

   

自己責任において、介護保険法、関係例規及び通知等の最新の情報を得て、それらを

遵守し、適正な運営を図ってください。 

１．指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等内訳 

（１）年度別（平成 12年度～30 年度） 

 
～令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議より～ 
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（２）法人種類別（平成 30年度） 

 
～令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議より～ 

 

（３）サービス別（平成 30年度） 

 

～令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議より～ 
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（４）指定の取消事由・効力停止事由（平成 29・30年度） 

 

 

～令和元年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議より～ 

 

２．南部町の実地指導指摘事項等について  

（１）指定密着型サービス事業所数 

サービス種類 
事業所数※ 

平成 30年度 令和元年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 

夜間対応型訪問介護 0 0 

地域密着型通所介護 1 1 

(介護予防)認知症対応型通所介護 2 2 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 0 0 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 10 11 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 2 0 

看護小規模多機能型居宅介護 1 1 

合      計 17 16 

※ 介護予防サービスの指定も受けている事業所については、介護予防も含めて 1事業

所としています。 
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（２）実地指導実績 

【平成 30年度】 

サービス種類 指導事業所数 

地域密着型通所介護 1 

認知症対応型通所介護 1 

認知症対応型共同生活介護 3 

看護小規模多機能型居宅介護 1 

合      計 6 

 

【令和元年度】 

サービス種類 指導事業所数 

認知症対応型通所介護 0（1） 

認知症対応型共同生活介護 0（5） 

合      計 0（6） 

 ※（ ）内は、実施予定の事業所数であり、インフルエンザや新型コロナウイルス感

染症の流行により実績はありませんでした。 

 

 

（３）実地指導の指摘事項等の種類 

平成 30年度は、以下の２種類で指導結果を事業者宛てに通知しています。 

 

▶指摘事項  …指導後に改善内容を確認する必要があり、改善報告書の提出を求め

る事項です。 

 

▶助言事項  …介護保険関係法令や通知等の違反は認められないものの、事業所の

運営の観点から改善することが望ましい事項です。 

    

（４）実地指導の指摘事項等 

以下は、「平成 30年度南部町指定地域密着型サービス事業者集団指導」の資料を引用し

ています。 
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【指摘事項】        全サービス共通 

全体的な指摘事項 

全体 

各種基準・介護報酬算定要件を満たしているかを確認するための書類が不足している。  

 各種基準・介護報酬算定要件を満たしているかについては、基本的に全て書面上

において確認します。 

 基準条例等関係法令を確認の上、各種基準・介護報酬算定要件を確認するために

必要な書類を事業所として明示できることが必要ですので、書面上基準・算定要件

を満たしているかを確認できない場合は、要件を満たしていないと判断される場合

もありますのでご注意ください。 

 なお、事業所を運営する事業者本部において書類が保管されていることが多く、

実地指導で書類等を求めた際に事業所に保管していないケースがあります。 

 当町としては、事業所として指定を行っておりますので、当該事業所で実地指導

を行います。 

 事業者本部において保管することは構いませんが、書類の写しを事業所で保管す

るなど、実地指導に対応できるようにしてください。 

※ 雇用関係を証する書類(雇用契約書・労働条件通知書等)など写しを事業所に保管すべ

きでないと考えられる書類については、事業所に写しを保管することは求めませんが、実

地指導の際には当該書類の確認を行いますので必ず準備してください。 

人員に関する基準 

従業者の員数 

従事する職種・職務(兼務も含む)について、雇用契約書、労働条件通知書等により

明示されていない。 

 労働基準法等関係法令上の内容となりますが、従事する職種・職務等については、

雇用契約書、労働条件通知書、辞令等により、事業者が、従業者に対してその職務

に従事することを命じたことを証する書類を必ず作成してください。 

 また、雇用契約書、労働条件通知書に従業者の押印がないものもありましたので

必ず確認してください。 

≪根拠法令等≫ 

 労働基準法等関係法令 

従業者の員数 

勤務実態を確認することができない。 

 勤務実態については、勤務実績表とタイムカード、出勤簿等労働時間を把握する

ための記録によって確認をしますが、一部確認ができない従業者が存在していた。 

 使用者は、「労働者(従業者)の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

する必要」があります。原則的な方法は、タイムカード、ＩＣカード、パソコンの

使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録・管理してくだ

さい。 
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≪根拠法令等≫ 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

従業者の員数 

併設又は近接する住宅型有料老人ホーム等との勤務が明確に分けられてない。 

 事業所における勤務と住宅型有料老人ホーム等との勤務については、勤務時間に

ついて明確に分けられなければなりません。 

 併設する住宅型有料老人ホーム等の勤務については、基準上兼務することが認め

られていないものであり、明確に分けなければ基準を満たしているかを判断できま

せん。 

 全国の事業所における行政処分件数において、住宅型有料老人ホーム等に併設す

る事業所の行政処分件数の割合は非常に高いものであるので注意すること。(参考：

平成 27 年度における全国の行政処分件数 227 事業所のうち 42 事業所が住宅型有

料老人ホーム等に併設する事業所であり、全体の約 3 割である。) 

≪根拠法令等≫ 

 各種サービス基準の従業者の員数に関する条文等 

従業者の員数・勤務体制の確保等 

従業者の勤務実績表が作成されていない。 

 勤務実績表は、事業所がその月において、基準で定められている適正な人員をも

ってサービスを提供できたかどうかを判断する重要な書類となるため、必ず作成し

てください。 

 勤務体制については、各職種の常勤・非常勤の別、専従・兼務の関係が分かるよ

う勤務表(勤務予定表・勤務実績表)を作成してください。 

 職員の勤務状況が確認できなければ、人員基準欠如や各種加算の要件を満たさな

い状態となることがありますのでご注意ください。 

【勤務実績表の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…
 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪根拠法令等≫ 

 各種サービス基準の従業者の員数に関する条文等 

運営に関する基準 

内容及び手続きの説明及び同意・運営規程 

運営規程及び重要事項説明書における利用料等の額についての記載が不足している。  

利用者負担について、平成 27 年 8 月からは 2 割負担、平成 30 年 8 月からは 3

割負担となる方もいるため、必ず改正してください。 

≪根拠法令≫ 

省令第 3 条の 7、省令第 3 条の 29 ほか 

内容及び手続きの説明及び同意・運営規程 

運営規程及び重要事項説明書における従業者の職種、員数及び職務の内容が、実際

の体制と異なっている。 

運営規程及び重要事項説明書に記載されている従業者の勤務体制が実際の体制と

異なっているため、修正してください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 7、省令第 3 条の 29 ほか 

内容及び手続きの説明及び同意 

重要事項説明書について、提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されて

いない。 

 平成 30 年 4 月から、重要事項説明書には、提供するサービスの第三者評価の実
施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の
開示状況)を記載することとなっているため、必ず記載してください。 
 なお、この第三者評価については、「福祉サービスの第三者評価(社会福祉法人等
の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が
専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。)」のことであるが、「認知症高齢

…
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者グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)」においては、基準上、年に
1 回行わなければならない外部評価の実施をもって、この福祉サービスの第三者評
価を実施したものとみなされます。 

≪根拠法令等≫ 
省令第 3 条の 7 ほか 

『各種サービス』計画の作成 

『各種サービス』計画に関しての同意をサービス提供前に得ていない。 

サービス内容等への利用者又は家族の意向を反映する機会を保障するためにも、
サービス提供前にあらかじめ利用者又は利用者の家族に説明を行い、確実に同意を
得てください。 

≪根拠法令等≫ 
省令第 3 条の 24 ほか 

非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。) 

非常災害対策に関する具体的計画が策定されていない。 

 事業者は、事業所ごとに非常災害に際して必要な具体的な計画を策定し、関係機
関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけ
ればなりません。 
 また、消防に関する計画以外にも風水害及び地震等に対処する計画を策定するこ
とも必要です。 
通所系サービス、入所系(入居)サービスを提供する事業所においては、厚生労働

省通知※も参考にしてください。なお、厚生労働省通知においては、非常災害対策計
画については、以下の項目を盛り込むことが考えられるとしています。 
・介護保険施設等の立地条件（地形 等） 
・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員等) 
・避難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時 等) 
・避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等) 
・避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間 等) 
・避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等) 
・災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等) 
・関係機関との連携体制 

≪根拠法令等≫ 
省令第 32 条 ほか 
※ 「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・
徹底について」(平成 28 年 9 月 9 日付老総発第 0909 第 1 号・老高発第 0909 第
1 号・老振発 0909 第 1 号・老老発第 0909 第 1 号) 

非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。) 

避難、救出その他必要な訓練の実施記録を確認できない。 

 実施記録について、事業所において実施した記録は事業所においても保管してく

ださい。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 32 条 ほか 

非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を除く。)  

非常災害に係る訓練について、地域住民の参加が得られていない。(努力義務) 

 非常災害に係る訓練の実施に当たり、できるだけ地域住民の参加が得られるよう
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連携に努めなければなりません。 

 日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得ら

れる体制づくりに努めてください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 82 条の 2 第 2 項 ほか 

勤務体制の確保等 

介護従業者の研修の機会の確保について、研修の実施記録を確認できない。 

 介護従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研

修への参加の機会を計画的に確保しなければならないが、研修の実施記録(復命書・

報告書等)を指導時に確認できないので、必ず作成してください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 30 第 4 項 ほか 

掲示 

運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項(重要事項説明書)が掲示されていない。 

 事業者は、事業所の見やすい場所に、重要事項説明書を掲示しなければならない

ので、必ず掲示してください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 32 ほか 

秘密保持等 

従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう必要な措置が講じられていない。 

 従業者である者及び従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持することに関し、同意をしている旨がわかるようにすることが必要であ

ると考えられます。 ※誓約書など 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 33 第 2 項 ほか 

介護報酬関係 

サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算における職員の割合を算出した書類を確認できない。 

 サービス提供体制強化加算については、職員の割合の算出に当たり、「常勤換算方

法により算出した前年度(3 月を除く。)の平均を用いること」となっており、その

ためには、毎月の勤務実績表を作成し、常勤換算方法による職員の割合の算出を行

うことが必要であると考えられます。 

 また、基本的に毎年必ず職員の割合の算出は行わなければならないものであり、

自ずと計算した書類を作成することとなると考えられます。 

 実地指導時には必ず職員の割合の算出についての確認書類を求めますので、事業

所が算定要件を満たしているかどうか確認してください。 

 なお、当町のホームページにおいて、「サービス提供体制強化加算に係る計算シー

ト及び職員割合算出表」を掲載しておりますので、ご活用ください。 
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町ホームページ URL 

⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10492,26,335,html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 

人員に関する基準 

従業者の員数 

一部、基準上必要な従業者の員数を満たしていない。 

 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護事業所においては、機能訓練指導

員の配置は必須となります。 

≪根拠法令等≫ 

 省令第 20 条第 4 号、第 42 条第 3 号 

運営に関する基準 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

管理者が地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成・説明・交付を行

っていない。 

 地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、基準上、管理者が作成・説

明・交付を行うものです。 

 管理者が作成・説明交付すべきところを生活相談員その他の従業者に行わせる場

合には、管理者が確認したことを書面上わかるようにしてください。 

 また、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、「サービスの提供に関
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わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するもの」であるため、サービスの

提供に関わる従業者が共同して作成したことが書面上わかるようにしてください。 

※ 参考…「通所介護、地域密着型通所介護及び短期入所生活介護における個別機

能訓練加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について」(平成 27

年 3 月 27 日付老振発第 0327 第 2 号)別紙様式 4 

≪根拠法令等≫ 

 省令第 27 条各項、第 52 条各項 

 解釈通知第 3 の 2 の 2 の 3 の(3)、第 3 の 3 の 3 の(2) 

内容及び手続きの説明及び同意 

サービスの利用料について、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上、

計画している時間数に対応した料金の記載がない。 

 重要事項説明書に記載するサービスの利用料について、地域密着型通所介護(認

知症対応型通所介護)のサービスは、１時間ごとに介護報酬の単位数が異なってお

ります。 

 各利用者において、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上に位置付

ける時間数は異なるものであると思いますが、計画上位置付けている時間数に応じ

た料金は必ず記載してください。 

≪根拠法令≫ 

省令第 37 条(第 3 条の 7 準用)、省令第 61 条(第 3 条の 7 準用) 

費用基準別表第 2 の 2 のイ、別表第 3 のイ、ロ 

介護報酬関係 

個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)(地域密着型通所介護) 

個別機能訓練加算(認知症対応型通所介護) 

3 月に 1 回以上の訪問・説明を実施していない。 

 個別機能訓練加算の算定にあたっては、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を

作成し、開始時及び 3 月に 1 回以上、利用者の居宅に訪問した上で、利用者又は利

用者の家族に対して、個別機能訓練の内容、評価、進捗状況等を説明し、必要に応

じて計画の見直し等を行う必要があります。 

 また、個別機能訓練計画については、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して作成する必要があるため、共同して作成した

ことが書面上わかるようにしてください。 

≪根拠法令等≫ 

留意事項通知第 2 の 3 の２の(10)、第 2 の 4 の(5) 

認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護 

設備に関する基準 

登録定員及び利用定員(看護小規模多機能型居宅介護) 

登録定員が明確に規定されていない。 

 登録定員は「○人以下」ではなく、明確に「○人」と位置付けること。 
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≪根拠法令等≫ 

 省令第 174 条 

運営に関する基準 

入退居(認知症対応型共同生活介護) 

入居に際して、主治の医師の診断書等により、入居申込者が認知症である者の確認

ができていない。(入居前の確認をせず、入居後に確認している。) 

 入居に際しては、主治の医師の診断書等により認知症である者の確認をしなけれ

ばならないが、入居後に確認を行っているため、必ず入居前に認知症であるかの確

認を行ってください。 

 なお、南部町では、認知症である者の確認については、「認知症対応型共同生活介

護の入居基準について」(平成 26 年 5 月 8 日付事務連絡・南部町健康福祉課長通

知)により通知しています。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 94 条第 2 項 

サービスの提供の記録(認知症対応型共同生活介護) 

入退居に際しての入退居年月日及び入居している共同生活住居の名称を、利用者の

被保険者証に記載していない。 

 入退居に際しての入退居年月日及び入居している共同生活住居の名称を必ず利

用者の被保険者証に記載してください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 95 条 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会が 3 月に 1 回以上開催されて

いない。(認知症対応型共同生活介護) 

 標記の委員会は 3 月に 1 回以上開催することが義務付けられていますので必ず
開催してください。 
 また、開催した際は開催した記録(復命書・報告書)を必ず作成してください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 7 項第 1 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の④ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていない。 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、以下の項目を盛り込んだ指針を作成す

る必要がありますので、事業所における指針を今一度確認してください。 

 イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

 ロ 身体的拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

 ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針  

 ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

 へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

≪根拠法令≫ 
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省令第 97 条第 7 項第 2 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の⑤ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施して

いない。また、実施していてもその記録がない。 

 身体的拘束等の適正化のための研修については、事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な教育(年 2 回以上)を開催するとともに、新規採用時に

は必ず当該研修を行う必要があります。 

 また、研修の実施内容は必ず記録することが必要です。 

≪根拠法令≫ 

省令第 97 条第 7 項第 3 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の⑥ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

身体拘束等を行うに必要な利用者及び利用者の家族への説明・同意を、身体拘束等

の実施後に同意を得ている。 

身体拘束等をやむを得ず行う際には、利用者及び利用者の家族への説明・同意を

身体拘束実施前に得なければなりません。 

基本的にサービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行うことはでき

ません。 

「緊急やむを得ない場合」として身体拘束等が必要な場合は以下の 3 つの要件す

べてに該当する必要があります。 

①切迫性：利用者本人又は他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可

能性が著しく高いこと。 

②非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこ

と。 

③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

身体拘束等は③にあるように、原則として一時的なものとなる。そのため、漫然

と身体拘束等を行うことは許されないものである。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 5 項・第 6 項、第 177 条第 5 号・第 6 号 

解釈通知第 3 の 5 の４の(4)の③、第 3 の 8 の 4 の(1)の③ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

身体拘束等を実施した際の心身の状態等の観察、記録が行われていない。 

 身体拘束等を緊急やむを得ず行った場合には、その態様及び時間、その際に利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を必ず記録すること。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 5 項・第 6 項、第 177 条第 5 号・第 6 号 

解釈通知第 3 の 5 の４の(4)の③、第 3 の 8 の 4 の(1)の③ 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いている。 
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 看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならない。 

 「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員のお

おむね 3 分の 1 以下が目安となる。登録定員が 25 人の場合は通いサービスの利用

者が 8 人以下であれば、著しく少ない状態である。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 177 条第 7 号 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の④ 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

訪問サービス、通いサービス及び宿泊サービスの回数等が運営推進会議において報

告されていない。 

 看護小規模多機能型居宅介護は、「制度上週 1 回程度の利用であっても所定単位

数の算定が可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも

合理的ではなく、運営推進会議に通いサービス等の回数等を報告し、適切なサービ

ス提供であるかどうかの評価を受けることが必要となる」ため、運営推進会議の場

で毎回報告を行い、評価を受けるとともに、必要な助言を受けてください。 

≪根拠法令等≫ 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の① 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

毎日宿泊サービスを利用している。 

 看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希

望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するとい

う弾力的なサービスが基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれ

ば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊す

る形態も考えられます。 

≪根拠法令等≫ 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の① 

勤務体制の確保等(認知症対応型共同生活介護のみ) 

勤務体制(予定表・実績表)について、共同生活住居ごとに作成されていない。 

 勤務体制を定めるにあたっては、共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務

体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の担当者等を明確に

する必要がありますので、勤務体制(予定表・実績表)は共同生活住居ごとに作成し

てください。 

≪根拠法令等≫ 

省令第 103 条第 1 項 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(9)の① 

介護報酬関係 

医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(認知症対応型共同生活介護のみ) 

重度化した場合における対応の指針について、入居の際に利用者又はその家族等に

説明し、同意を得ていない。 

 医療連携体制加算の算定においては、貴事業所における重度化した場合における
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対応の指針について、必ず入居の際に同意を得なければなりません。 

≪根拠法令等≫ 

別表第 5 のニ 

施設基準第 34 

留意事項通知第 2 の 6 の(9) 

看取り介護加算(認知症対応型共同生活介護のみ) 

看取りに関する職員研修の実施記録を確認できない。 

 看取り介護加算を算定するために必要な看取りに関する研修について、研修を実
施した記録がなければなりませんので、実施した際は必ず作成してください。 

≪根拠法令等≫ 

施設基準 33 

留意事項通知第 2 の 6 の(7) 

訪問体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者又は利用者の家族の同意が得られていない。 

 看護体制強化加算の算定に当たっては、事業所の看護師等が、当該加算の内容に

ついて利用者又はその家族への説明を行い、同意を得なければならない。 

≪根拠法令≫ 

留意事項通知第 2 の 9(17) 

看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) (看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者又はその家族への説明・同意が行われていない。 

 看護体制強化加算の算定については、利用者又はその家族への説明を行い同意を
得ることが必要であるが、同意が得られていない。 

≪根拠法令等≫ 

留意事項通知第 2 の 9 の(16) 

サービス提供体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

従業者ごとの研修計画が策定されていない。 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービス提供体制強化加算の算定
に当たっては、従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施すること(予定も含む。)
が必要であるが、個々の従業者ごとの研修計画が策定されていない。 

≪根拠法令≫ 

大臣基準告示 80 

留意事項通知第 2 の 9 の(19) 

サービス提供体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議の

定期的な開催における記録の記載事項が不足している。 

 「利用者に関する情報や留意事項」については、少なくとも次に掲げる事項につ
いて、その変化の動向を含め記載しなければならない。 
 ・利用者のＡＤＬや意欲 
 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望   ・家庭環境 
 ・前回のサービス提供時の状況 ・その他サービス提供に当たって必要な事項 

≪根拠法令等≫ 

 大臣基準告示 80 

 留意事項通知第 2 の 9 の(19) 
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【指摘事項】        全サービス共通 

運営に関する基準 

『各種サービス』計画の作成 

長期目標、短期目標が画一的な内容となり、目標が達成されていても変更されてい

ない。ケアマネジメントの一連の流れを大切にし、利用者本位の自立を目指したプ

ランを作成すること。 

ケアプラン作成の一連の流れは①アセスメント（課題分析）⇒②ケアプラン原案の作成

P：計画⇒③サービス担当者会議⇒④ケアプランの実行 D：実行⇒⑤モニタリング C：評価

⇒A：修正・改善①再アセスメント⇒②プラン修正・改善となります。 

アセスメントは課題の整理・抽出に重要なものとなります。心身に関する情報収集だけでな

く、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

するとより良いアセスメントができると考えられます。 

計画作成では、アセスメントから導き出した課題に対し、最終的に目指す姿として「長期目

標」、長期目標を達成するために段階的に評価のできる目標として「短期目標」を設定するもの

です。特に、短期目標は具体的で実現可能なものとしましょう。目標については、サービス内容

を記載するものではありません、利用者主体の「できること」を設定してください。 

計画の作成には介護従業者、看護師等、関係する職員とも協議の上、介護計画の作成・

変更を行い、チームでケアできるようにすることが重要となります。 

また、目標の期間については○年○月○日～○年○月○日と記載し、評価時期が明確に

わかるようにしてください。 

衛生管理等 

感染症等の対策のための事業所における衛生マニュアルを作成すること 

 事業所において、研修会の資料やインターネットで取得した資料等をマニュアル
としている事業所も見られたが、実際に、事業所において感染症等が発生した場合
に、事業所としてどのような連絡体制、対応をとるかを定めた事業所としての衛生
マニュアル等を作成するのがよいと考えられます。 
 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(平成 24 年度厚生労働省老人保
健健康増進等事業)の P13 においても、事業所におけるマニュアルの整備について
明記されておりますので、作成することを推奨します。 

≪関係法令等≫ 

省令第 3 条の 31 ほか 

苦情処理 

苦情処理マニュアル等を作成すること。 

 苦情を処理するために講ずる措置の概要を定めていることはもちろんですが、実
際に苦情があった際の記録のための様式や、苦情に対しての組織としての対応方法
等を記載したマニュアルを作成し、事業所としての対応方法等を定めるのが良いと
考えられます。 
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 また、意見・要望等についても記録を残すことが必要であると考えられます。そ
れについてどのように検討したか、対応が必要であったのであればどのように対応
したかを事業所内で記録を残しておくことは、提供するサービスの質の向上につな
がるものであると考えられます。 

≪関係法令等≫ 

省令第 3 条の 36 ほか 

事故発生時の対応 

事故対応マニュアルを作成すること。 

 解釈通知において、「利用者に対する指定『各種サービス』の提供により事故が発

生した場合の対応方法については、あらかじめ指定『各種サービス』事業者が定め

ておくことが望ましいこと」とされておりますので、事業所ごとの事故対応マニュ

アルを作成することを推奨します。 

≪関係法令等≫ 

 省令第 3 条の 38 ほか 

 解釈通知第 3 の 1 の 4 の(27) ほか 

その他 

各種マニュアルについては、常に最新のものを事業所で保管すること 

 上記のマニュアルについて、作成している事業所はありましたが、実地指導に行

った際に、マニュアルが古いものから新しいものまで散在しているケースが見られ

ましたので、最新のマニュアルを事業所において保管してください。 

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 

運営に関する基準 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別性のある計

画を作成すること。 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、居宅サービス計画に基づき

作成されるものであり、介護支援専門員と連携しながら、利用者のニーズに沿った

支援を実践するための基本となるものです。アセスメントから利用者の要介護状態

の軽減や悪化の防止に資するよう、個別・具体的な目標を設定し、漫然と継続しな

いようにしてください。 

また、目標の期間については○年○月○日～○年○月○日と記載し、評価時期が

明確にわかるようにしてください。 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

平成 30 年 4 月から費用基準の改正が行われたことに伴い、サービス提供時間が 1

時間ごとに異なる介護報酬となったことから、利用者に対する地域密着型通所介護

(認知症対応型通所介護計画)に位置付けるサービス提供時間について見直しを検討

すること。 

 地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上に位置付けるサービス提供時
間は、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)の介護報酬に直結するものであ
り、当該サービスの介護報酬は、平成 30 年 4 月から「ｎ時間以上(ｎ＋1)時間未
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満」と 1 時間ごとに異なる単位数に改正されました。 
 そのため、例えば、計画上サービス提供時間を 9 時 00 分～16 時 00 分と位置付
けた場合には、所要時間は 7 時間 00 分となり、【7 時間以上 8 時間未満】の介護報
酬を請求することとなりますが、極端に言えば、計画上位置付ける時間が 1 分少な
いだけで、所要時間は 6 時間 59 分となり、【6 時間以上 7 時間未満】の介護報酬の
請求となってしまいます。介護報酬が変わることは、利用者の負担額にも直接影響
することとなるため、その点を考慮すると、計画上位置付けるサービス提供時間に
ついては、余裕のある時間設定とすることが望ましいと考えられます。 

≪関係法令等≫ 
費用基準別表 2 の 2 のイ ほか 

 

３．令和元年度行政処分等について  

 令和２年３月末日時点で 53 件（各都道府県等からの通知による）となっており、指

定取消処分事案の一例は以下のとおりです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   引用：県健康福祉部高齢福 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～県健康福祉部高齢福祉保険課令和２年度介護サービス 

事業者及び有料老人ホーム集団指導より～ 
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１．情報について 

高齢者は、感染症等に対する抵抗力が弱く、感染が広がりやすい状況にあります。介

護サービス事業所においては、予防する体制を整備し、平時からの対策を実施すること

や、感染症の発生時には、感染拡大防止のため迅速かつ適切な対応を図ることが必要で

す。下記の新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省のホームページをはじめ、県

や町のホームページとあわせて、最新の情報を随時確認し、対策に役立ててください。 

 

▶新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

▶新型コロナウイルス対策関連事務連絡（青森県） 

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigosisetu_tuuti.html 

▶社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について（南部町） 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,13787,26,335,html 

２．参考マニュアルについて 

厚生労働省のホームページに、公表されています。感染対策の基本となる「標準予防

策」や「感染経路別予防策」等について、分かりやすく記載されています。 

 

【「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年３月）」の 

公表について（厚生労働省）】 

 ２．新型

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigosisetu_tuuti.html


23 
 

３．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について 

県が、介護サービス事業所等が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサー

ビスを提供する体制を構築する目的で実施する事業です。 

 

▶感染症対策に必要な物資の確保・・・・・・・・・・・・・（１） 

▶慰労金の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２） 

▶サービス利用休止中から再開に向けた取組への支援等・・・（３） 

 

（１）介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 

【内容】 

令和２年４月１日以降、感染症対策を徹底した上で、サービス提供するためのかか

り増し経費への支援。 

【対象】 

全ての介護サービス事業所及び介護施設等で、利用者又は職員に感染者が発生して

いるか否かは問わない。 

 

（２）介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 

【内容】 

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対して、以下を考慮し、慰労金を最

大 20万円支給。 

 

 

～県健康福祉部高齢福祉保険課 令和２年度介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導より～ 

 

（３）介護サービス再開に向けた支援事業 

【内容】 

 高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サ

ービスの利用再開に向けた利用者への働きかけ、環境整備等の取り組みへの支援。 

 

 ①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成 

 ②在宅サービス事業所における環境整備への助成 

  

  

【支給額】 
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「水防法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 31 号）」の施行により、要配慮

者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び土砂災害防止法」が改正され

ました。これに伴い、浸水想定区域➊や土砂災害警戒区域内に所在し、市町村が作成す

る地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避

難訓練の実施が義務となりました。 

 

【浸水想定区域について（青森県）】 

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/bosai/kouzuishinsuisoutei.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/bosai/kouzuishinsuisoutei.html
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１．避難確保計画の作成について 

 水害や土砂災害が発生する恐れがある場合、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために、以下の必要な事項を定めた計画➋です。 

 

【非常災害対策計画と避難確保計画の比較】 

 
      

 ～県健康福祉部高齢福祉保険課 令和２年度介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導より～ 

 

２．市町村長への報告について 

避難確保計画を作成・変更したときは、遅延なく、その計画を市町村長へ報告する必

要があります。 

また、避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町村長が

必要な指示をする場合があります。さらに、正当な理由がなく、その指示に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができることになっています。 

 

３．避難訓練の実施について 

 避難確保計画に基づいて、避難訓練を実施する必要があります。訓練は、ハザードマ

ップを活用して、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想

定区域や土砂災害計画区域の実情に応じて実施されることが重要です。 
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４．その他について 

令和元年３月 29 日に「避難勧告等に関するガイドライン」➌が改定され、避難勧告

等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を５段階

の警戒レベルにより提供され、とるべき行動の対応が明確化されました。 

社会福祉施設等における災害時の避難が確実に行われるよう、これまでの『避難準備』

が『警戒レベル３』（高齢者等避難）へと変更されています。 

避難を開始する時期・判断基準が、利用者の状態、職員数、設備等の施設の状況を踏

まえて、避難にかかる時間➍に照らして適切か、災害時の対応に万全を期すよう、再度

確認してください。 

また、非常災害対策計画上の避難を開始する時期・判断基準の記載は、これまでの「避

難情報」を「警戒レベル」と読み替えるものとし、修正は、次回の計画見直しの機会な

どに適宜修正してください。 

 

【避難確保計画について（国土交通省）】 

http://www.mlit.gojp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-

suibou02.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➋ 

http://www.mlit.gojp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
http://www.mlit.gojp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
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【避難勧告等に関するガイドラインについて（内閣府）】 

http://www.bousai.gojp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html 

 

【避難にかかる時間等について（内閣府）】 

http://www.bousai.gojp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireisyu.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

➌ 

➍ 

http://www.bousai.gojp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html
http://www.bousai.gojp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireisyu.pdf
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全国的に、利用者やその家族から、介護サービス中の事故報告書の開示請求が増えて

います。利用者やその家族に対する報告については、丁寧な説明に努めるとともに、事

故報告書を提出する際には、記載内容や時系列に誤りがないか、確認してください。 

詳細については、「介護保険事業者における事故等の報告について（H30.5.10町通知）」

も参考にしてください。 

 

１．目的 

事故報告の目的は、決して個人の責任追及のためではありません。事故内容説明や賠

償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することです。 

 

２．報告すべき事故の範囲 

（１）サービス提供中の利用者の怪我、死亡事故の発生 

㋐「サービス提供中」には、送迎・通院等を含む。 

㋑「怪我」とは、転倒又は転落等に伴う骨折及び出血、火傷、誤嚥、誤薬等で医

療機関において治療（当該施設内及び併設医療機関での医療処置を含む。）又

は入院したものを原則とする。 

㋒怪我、死亡事故等には、事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の自己

責任及び第三者の過失による事故を含む。 

㋓利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性の

あるときは報告すること。 

（２）感染症、食中毒、結核の発生、それが疑われる事例 

㋐感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10年法律第114号）に規定するもののうち、原則として一類から五類及び新型イ

ンフルエンザ等感染症とする。 

㋑同一の感染症、食中毒、結核の患者、それらが疑われる死亡者又は重篤患者

（医療機関への入院）が１週間以内に２名以上発生した場合 

㋒同一の感染症、食中毒、結核の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利

用者の半数以上発生した場合 

㋓㋐から㋒に掲げるもののほか、特に管理者が報告を必要とすると判断した場合 

㋔関連する法に届出義務が規定されている場合には、これに従うこと。 

（３）利用者が行方不明となった場合 

㋐行方不明となったその当日中に発見できなかった場合 

㋑警察に捜索願を届け出た場合 
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（４）従業員の法令違反、不祥事等があった場合 

（５）災害による被害があった場合     

（６）利用者の処遇に著しく影響を与えた場合 

（７）上記のほか、サービス提供において利用者の処遇に著しく影響を与えた場合 

 

３．事故から報告まで 

‼事故が発生‼ 
（１）サービス提供中の利用者の怪我、死亡事故の発生 

（２）感染症、食中毒、結核の発生、それが疑われる事例 

（３）利用者が行方不明となった場合 

（４）従業員の法令違反、不祥事等があった場合 

（５）災害による被害があった場合 （６）利用者の処遇に著しく影響を与えた場合 

（７）上記のほか、サービス提供において利用者の処遇に著しく影響を与えた場合 

 

 

 

 

第一報を利用者家族等へ連絡 

健康福祉課介護保険班へ電話 0178-60-7101 

またはＦＡＸ0178-76-3904 で 

 

  

 

  

 

（１）～（４）は、                        

介護保険事業者等事故報告書（第１号様式）➊、      （５）～（７）は、           

必要に応じ感染症に関する報告書（第２号様式）➋     任意の様式で報告。 

で町へ報告。 

ただし、（２）は、三戸地方保健所と町へ報告。 
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【町ホームページ】 

 

３．事故の状況 

以下の表は、当町への報告を集計したもので、令和２年度は、８月 26 日時点までを

掲載しています。現時点で、今年度の報告件数が過去４年間と比較して多くなることが

予測できます。 

 

【事故等の報告件数】                       （単位：件） 

 種      類 

利
用
者
の
負
傷 

・
誤
嚥
・
誤
投
薬 

自
然
死
以
外
の 死

亡 

職
員
等
の 

法
令
違
反
・
不
祥
事 

利
用
者
の 行

方
不
明 

交
通
事
故 

火
災
を
含
む
災
害 

食
中
毒
・
感
染
症 

・
結
核
等 

 
 

 
 

計 

平成 28年度 10 0 0 0 1 0 2 13 

平成 29年度 11 1 0 0 0 0 2 14 

平成 30年度 14 0 0 0 0 0 0 14 

令和元年度 20 0 0 1 0 0 1 22 

令和２年度 15 1 0 1 0 0 0 17 

事故の種類は、利用者の負傷が 15 件で全体の大部分を占め、その内訳は、転倒が主

です。 

 

▶転倒で、骨折・・・・9件（うち、トイレが 4件、居室が 4件、その他が 1件） 

▶転落で、骨折・・・・1件   ▶転倒で、その他の怪我・・・ 3件 

▶移乗で、骨折・・・・1件   ▶その他・・・1件      ／計 15件 

➊➋ 
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「地域密着型サービス運営推進会議等の手引き」及び「新型コロナウイルス感染症に

関する運営推進会議または介護・医療連携推進会議の対応方針について（R2.3.3 町通

知）」を参考に開催されています。 

会議の具体的な議題内容は示されていませんが、事業所の運営にどう役立て、地域と

一緒に仕組みを活用できるのかを考えることが大切です。 

また、事業所は会議で明確な目標を設定したり、地域との連携・ネットワークの構築

を意識して、会議への参加依頼をしたりと、積極的な姿勢で取り組むことが必要です。 

 

１．目的 

（１）運営推進会議 

地域密着型サービス事業を実施する事業者が、利用者の家族や地域住民の代表者等に

対して、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者

の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保

することを目的として事業者自らが設置するものです。 

 

（２）介護・医療連携推進会議 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者の家族、地域住民の代表者、地

域の医療関係者等に対して、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、

地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保するとともに、地域におけ

る介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図

ることを目的として事業者自らが設置するものです。 

 

２．会議の役割 

（１）情報提供機能（認知症ケアの理解の促進、相談援助機能の発揮） 

事業所からの話題提供だけでなく、地域の側からの情報提供や、学習会の実施、新聞

記事の紹介など、議題は多岐に及びます。利用者家族の悩みなどを地域住民が聞く場と

しても活用することができます。 

  

（２）教育研修機能（スタッフの研修効果） 

 事業所のスタッフが企画・運営することにより、発想力やプレゼンテーション能力等

を向上できます。また、会議の中で利用者の生活や支援の内容が話し合われることで、

自らの業務の客観性と振り返りにつながります。 

 

 

～参考：公益社団法人日本認知症グループホーム協会「認知症グループホームにおける運営 

 
推進会議の実態調査・研究事業 報告書」2010年～ 
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（３）地域連携・調整機能（行政機能との連携） 

 会議を介して行政や地域包括支援センターとつながり、「相談し合う関係」を構築し

ます。行政とは指導する・指導されるといった関係だけでなく、お互いに地域の状況を

把握し、新しい高齢者支援の施策を計画するための機会となります。 

 

（４）地域づくり、資源開発機能（安心して暮らす地域づくり、サービスの質の向上） 

 事業所の活動の振り返りと利用者や家族のニーズの再発見、地域からの事業所の活動

への理解と協働が促進されます。地域のつながりを広げ、事業所が地域づくりの拠点と

しての役割を担っていくための成長の場になります。 

 

（５）評価・権利擁護機能（事業所運営の透明性の確保） 

 介護においてヒヤリ・ハットや事故の報告を議題に挙げることで、参加者から率直な

意見や、改善策に対する考えを提示してもらうなど、オープンなやりとりができるよう

になります。事業所にとっては、別の視点からの意見を聞くことができる貴重な機会と

なります。 

 

３．開催から議事録の公表まで 

※   構成員の日程調整 

↓ 

運営推進会議等の開催日時決定 

↓ 

構成員に開催通知を送付 

↓ 

会議開催（活動状況報告、参加者からの評価等） 

↓ 

議事録の作成 

↓ 

※  議事録の公表・構成員に議事録を送付 

 

４．構成員名簿について 

参考様式 11➊を作成して、毎年度、第１回目の会議開催報告書に添付して提出して

ください。 

なお、運営推進会議等の構成員は以下の①～④の分野から１名以上選出し、それぞれ

計４名以上が望ましいです。また、介護・医療連携推進会議の場合は、⑥の分野から１

名以上の選出が必要です。 

原則１ヶ月以内 
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分  野 備  考 

①利用者又は利用者の家族 家族に代わり、利用者の後見人を選出することも可 

②地域住民の代表者 

 

例）町内会・老人クラブなどの地域団体の方、民生

委員、学校関係者、NPO 法人、介護相談員、認知症

サポーターなど 

③当該サービスに知見を有する者 

 

学識経験者である必要はなく、 

例）他法人の介護事業所の管理者、介護相談員等の

ボランティア、高齢者福祉事業や認知症ケアに携わ

っている方・携わった経験がある方等 

※ただし、地域との連携や、運営の透明性を確保す

る観点から同一法人又はその系列法人に所属する

者を選任することは望ましくない 

④南部町の職員又は南部町地域包括

支援センター職員 

 

⑤事業所の管理者や従業者等  

⑥地域の医療関係者（介護・医療連携

推進会議の場合） 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５．議事録の公表について 

感染会議の報告、評価、要望、助言等について記録を公表してください。なお、公表

にあたっては、その記録内容から個人を特定できないよう個人情報の取り扱いに十分注

意してください。 

 

➊ 
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【公表方法の例】 

▶事業所の窓口等、訪問者が見やすいところに自由に閲覧出来るような工夫を 

して設置 

  ▶事業所が発行するお便りや会報等に掲載 

  ▶事業所のホームページに掲載 

 

６．留意事項について 

【書面会議について】※新型コロナウイルス感染症への対応 

「新型コロナウイルス感染症に関する運営推進会議または介護・医療連携推進会議の

対応方針について（R2.3.3町通知）」では記述がなく、各事業所で記載内容が異なって

いる点について補足します。 

 

（１）開催案内書について 

①「開催日時」及び「開催場所」欄は、 

➡ 「実施する予定」を記載します。その際に、「新型コロナウイルス感染症防止の

ため、書面会議とする」ことが分かるよう、「備考」欄等に記載してください。 

②「意見提出期限日」が「開催予定日」を過ぎている事業所があります。 

➡ 意見提出期限は、開催予定日以前または同日としてください。 

 

（２）会議資料について 

新型コロナウイルス感染症により、書面による会議を開催する場合、通常の会議と

異なり、口頭での補足ができません。会議資料には、ヒヤリハットの状況や行事内容

等について、詳細に記載してください。 

 

（３）開催報告書について  

①「開催日時」及び「開催場所」欄は、 

➡ 「実施する予定」で記載します。その際に、「新型コロナウイルス感染症防止の

ため、書面会議とした」ことが分かるよう、記載してください。 

②「出席者内訳」欄は、 

➡ 意見の照会をした構成員の名前を記載します。ただし、個人情報保護のため、利

用者とその家族については、人数のみの記載となります。 

なお、町では、提出された報告書を公表していないため、構成員をイニシャル等

にする必要はありません。 

③「要望、意見及び助言等」欄は、 

➡ 構成員からの意見等を記載するだけではなく、それ受けて、事業所の対応や見解

等を記載します。   
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「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について（R2.3.12

町事務連絡）」にて通知のとおり、町ホームページ➊に掲載していますので、計画書や

実績報告書を作成する際の参考としてください。 

 

１．これまでの流れ 

▶平成 27年度…介護職員の資質向上、キャリア形成ができる労働環境の整備の取組を促

進するため、処遇改善加算を拡充。 

▶平成 29 年度…介護人材の定着等と踏まえたキャリアアップの仕組みを構築するため、

更なる処遇改善加算の拡充。 

▶平成 30年度…報酬体系の簡素化を踏まえ、処遇改善加算Ⅵ・Ⅴを廃止し、対象サービ

スに介護医療院を加える。 

▶2019年度‥‥介護職員の確保・定着のため、経験・技能のある介護職員への特定処遇

改善加算を創設。他の職種の処遇改善を行う柔軟な運用を認め、更なる

処遇改善を実施。 

 

２．令和２年度の計画書・実績報告書について 

算定に係る文書負担の軽減を図るため、算定要件を整理し、介護職員処遇改善計画書

（実績報告書を含む）と介護職員等特定処遇改善計画書（実績報告書を含む）が一本化

されました。 

「記載内容を証明する資料は、各事業所において適切に保管すること」とされ、保管

の有無をチェックリストで確認することで、原則不要です。 

 ただし、「指定権者から求めがあった場合には速やかに提出すること」とされていま

す。 

  

３．令和元年度の実績報告書について 

７月末に提出された令和元年度の実績報告書について、疑義が生じ、各事業者に確認

依頼を行っています。 

以下は、その主な内容ですので今後の参考としてください。 
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✓配分のルールが守られていないもの 

✓月額８万円の改善または年収 440万円となる者を１人以上設定していないが、その理

由がないもの 

✓記載してある数式のルールと一致しないもの（例ⅰ-ⅱ≠改善所要額） 

✓添付様式の合算が、統括表の数値に一致しないもの など 

 

 

各加算は、「賃金改善所要額」が「加算の総額」を上回る必要があります。加算の算

定要件を満たさない場合は、加算全額が返還の対象となります。 

 

 

【町ホームページ】 

 

 

 

 

 

➊ 
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各種届出等を含む提出書類は、不備があった場合は、修正や不足する添付書類の作成

等に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。 

 

１．指定更新について 

 年度内に期間満了となる事業所は、以下のとおりです。 

№ 事業者名 事業所名 指定サービス 有効期間満了日 

１ 
特定非営利活動

法人アシスト 

グループホーム 

せせらぎ荘 

(介護予防)認知症 

対応型共同生活介護 
令和３年１月 30日 

２ 
社 会 福 祉 法 人 

ファミリー 

グループホーム 

ハピネスながわ 

(介護予防)認知症 

対応型共同生活介護 
令和３年３月 29日 

 

指定更新申請に係る書類➊は、町ホームページに掲載してありますので、必ずご確認

のうえ、指定有効期間満了日の２月前までに提出してくだい。 

なお、指定更新書類の提出がない場合は、指定有効期間満了日をもって、指定が失効

することになります。 

 

【町ホームページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 
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２．指定内容の変更について 

(１)指定内容の変更について 

指定内容に変更がある場合には、変更日から 10 日以内に変更届出書(様式第 4 号)及

び添付書類➋を提出してください。 

 

【町ホームページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)介護給付費算定に係る体制の変更について 

介護給付費の算定において、新たに加算を算定する場合は、以下のサービス種類ごと

に決められた期日までに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙 3－2)➌及

び添付書類➍を提出してください。 

 また、加算を算定できない状況が生じた場合には、速やかに介護給付費算定に係る体

制等に関する届出書を提出してください。 

 

 

 

 

➋ 
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【提出期限】 

サービス種類 
届出時期(提出期限)と 

算定開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●毎月 15日以前に届出 

       ➡翌月から算定 

 

●毎月 16日以降に届出 

      ➡翌々月から算定 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

(介護予防)認知症対応型通所介護 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ●届出月の翌月から算定 

(月の初日に届出した場合はそ

の月からの算定) 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

  

【町ホームページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌ 

➍ 
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地域密着型サービスに係る質問は、「地域密着型サービス事業に係る質問について

（H30.5.22）」でお知らせしたとおり、認識の相違を避けるため、電話等での問い合わ

せではなく、町ホームページに掲載の「地域密着型サービス事業に係る質問票➊」を使

用し、FAX（0178-76-3904）又は電子メール（fukushi@town.aomori-nanbu.lg.jp）にて

ご質問ください。 

 

また、質問事項は、「地域密着型サービス関係 Q＆Aについて➋」も参考に、関係法令・

通知等を確認し、事業所内で十分検討のうえ、質問者の見解及び根拠を記載してくださ

い。 

 

【町ホームページ】 

 

 

 

➊ 

➋ 
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必ず記載して

ください。 

必ず記載して

ください。 

➊  



 

 

 

 

令和２年度指定地域密着型サービス事業者集団指導（第１回） 

令和２年８月 27日（木） 

午後 2時～ 
資料１ 

 

 

 

 

 

「南部町ケアマネジメントに関する基本方針」について 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部町 健康福祉課 
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南部町ケアマネジメントに関する基本方針 

 

令和２年８月 南部町健康福祉課 

１．策定の趣旨                              

 高齢者の自立支援・重度化防止に資することを目的としてケアマネジメントが行われ

るよう、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門

員で共有し、より良い介護保険事業の運営を目指すために、南部町におけるケアマネジ

メントに関する基本方針を示すものです。 

 

２．介護保険法の基本理念 

 介護保険法では、介護等が必要な人の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように支援することを基本理念としています。 

 また、保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行わなければ

ならないこと、保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合におい

ても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるよう配慮されなければならないとされています。 

 

～介護保険制度の理念としての「自立」～ 

身体的自立 

介護が必要になっても自分でできることを可能な限り維持し、増やしていくこと 

 社会的・精神的自立 

   人の暮らしに不可欠な、地域とのつながりや他者との交流、活動を大切にした暮

らしをすること 

 経済的自立 

   必要に応じ、社会保障の機能を発揮させつつ、経済的な継続性を保つこと 

 

３．ケアマネジメントの類型について 

介護保険におけるケアマネジメントとは、利用者の心身の状況、その置かれている環

境等に応じて、利用者の選択に基づいて、適切な介護サービス等が、多様な事業者から

総合的かつ効率的に提供されるよう、サービス計画を立案し、計画に基づいたサービス

提供が行われるよう調整、管理を行うことです。認定区分等により類型は次のとおりと

なります。 

ケアマネジメント

の類型 
認定区分等 

給付種別 

実施機関 介護

給付 

予防

給付 

総合

事業 

居宅介護支援 要介護１～５ ○ × × 指定居宅介護支援事業者 

介護予防支援 要支援１・２ × ○ 併用 指定介護予防支援事業所 

介護予防ケアマネ

ジメント 

要支援１・２

事業対象者 
× × ○ 地域包括支援センター 
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４．ケアマネジメントに関する基本方針について 

 

（１）居宅介護支援 

「南部町指定居宅介護支援事業所等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例」（以下「居宅介護支援基準条例」という。）に基づき、基本方針を次のとおりとし

ます。 

 

 

①要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わ

れるものでなければならない。 

 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。 

 

③要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行わなければならない。 

 

④利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に

偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。 

 

⑤指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定

相談支援事業者（障害者支援）との連携に努めなければならない。 

 

⑥指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなくてはならない。 

 

⑦「居宅介護支援の具体的取扱方針」については、居宅介護支援基準条例第 16 条※1

を遵守して行われなければならない。 

 

 

 

※1居宅介護支援基準条例第 16条は添付資料 11ページ参照のこと 
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（２）介護予防支援 

「南部町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例」（以下「介護予防支援基準条例」という。）

に基づき、次のとおりとします。 

 

①利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように

配慮して行われるものでなければならない。 

 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

③介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定

の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に

偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

 

④指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、

指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定

相談支援事業者（障害者支援）、住民による自発的な活動によるサービスを含めた

地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

 

⑤介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービス

との連携に十分配慮して行わなければならない。 

 

⑥指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能

の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予

防サービス計画を策定しなければならない。 

 

⑦指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

 

⑧「介護予防支援の具体的取扱方針」については、介護予防支援基準条例第 33 条・

34条※2を遵守して行われなければならない。 

 

 

※2介護予防支援基準条例第 33条・34条は添付資料 14ページ参照のこと 
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（３）介護予防ケアマネジメント 

 「南部町介護予防ケアマネジメント実施要綱」に基づき、次のとおりとします。 

 

①利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービス並びに地域の予防活動等の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業

者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければなら

ない。 

 

③介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、

利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は総合事業実

施事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

 

④地域におけるインフォーマルサービスも含めた社会資源及び利用者並びにその家

族等の希望等の情報を勘案して、介護予防サービス計画を作成しなければならない。 

 

⑤介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切

なサービスを選択できるよう、目的志向型の介護予防ケアマネジメントを実施しな

ければならない。 

 

 

【介護予防ケアマネジメントの類型】 

 

ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 

   アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決

定する。利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも３月に１

回実施、評価を行います。 

ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

   アセスメントからケアプラン原案までは、ケアマネジメントＡと同様に実施し

つつ、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要

に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略

化した介護予防ケアマネジメントを実施するものです。 

ケアマネジメントＣ（初回のみのケアマネジメント） 

初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアプ

ラン原案の結果を利用者に説明し、理解を得た上で交付し、利用者本人が自身

の状況、目標の達成等を確認するものです。 
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５．ケアマネジメントのプロセスと各段階における留意点について 

 居宅介護支援等のケアマネジメントを実施していくうえでは、サービス利用申込者か

らの依頼を受け、受付⇒インテーク（初回面談）⇒アセスメント（情報収集と課題分析）

⇒ケアプラン原案の作成⇒サービス担当者会議⇒ケアプランの確定（説明・同意）⇒サ

ービス事業者によるケアプランに沿った支援の実行（サービス利用）⇒モニタリング・

評価⇒終結または再アセスメントというプロセスをたどります。 

 

 ≪ケアマネジメントのプロセス≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①インテーク（初回面談）                                                         

 介護支援専門員と利用者・家族との出会いの場であり、その後のケアマネジメント

プロセスに大きな影響を与えることになりますので、まずは信頼関係を構築すること

が大切です。 

インテークでは、利用者や家族の考え方、生活感、価値観等について、配慮を欠く

ことなく、聞き取りを行いましょう。その際、重要事項説明書により事業所の事業内

容や介護支援専門員の業務内容を説明したうえで、利用者との間で受託契約を結ぶこ

とになります。 

≪チェックポイント≫ 

□利用者の被保険者証、負担割合証等を確認していますか 

□重要事項説明書や個人情報使用同意等の説明を行い、同意を得ていますか 

□介護保険制度、介護支援専門員の役割について説明を行い、理解を得ていますか

□利用者・家族の話を傾聴し、信頼関係を築けるよう面談していますか 

□必要に応じて介護保険制度以外のサービスについて説明していますか 

① インテーク（初回面談） 

② アセスメント（情報収集と課題分析） 

③ ケアプラン原案の作成 

④ サービス担当者会議 

⑤ ケアプランの確定（説明・同意） 

⑥ 支援実行（サービス利用） 

終 結 

⑦ モニタリング・評価 
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 ②アセスメント（情報収集と課題分析）                       

 アセスメントとは、実際に利用申込者宅を訪問し、①利用者等の情報を収集し、②

利用者等の課題を分析し、③解決すべき課題（ニーズ）を明らかにすることです。 

特に居宅支援における課題分析については、国が定める課題分析標準項目（23 項

目）を満たす方法で行わなくてはなりません。 

また、利用者の興味や関心を把握するためのツールとして「興味・関心チェックシ

ート」※3利用者の状態等を把握し、情報の整理・分析を通じ課題を導き出した過程を

表現するツールとして「課題整理総括表」※4を活用することも考えられます。 

          ※３添付資料 18ページ、※４添付資料 19ページ参照のこと 

≪チェックポイント≫ 

□自宅を訪問し、利用者及び家族と面接していますか 

□家族構成、住環境、通院・服薬等からの医療情報、心身の状況、生活歴、趣味、

楽しみ、家族の介護力、家族背景、利用者を取り巻く環境全般について情報収集

していますか 

□課題分析標準項目の情報収集を行い、解決すべき課題を導き出していますか 

□できないこと・困りごとのみを把握するのではなく、利用者及び家族ができるこ

と（ストレングス）の把握や予後予測（危険性の予測）にたった視点でアセスメ

ントしていますか 

□自立に向けた支援、利用者のＱОＬを高める視点で分析をしていますか 

□利用者本人や家族が希望するニーズのみに対応するのではなく、専門職として知

識と技術をもとに分析を行うよう努めていますか 

 

③ケアプラン原案の作成                            

 ケアプラン原案の作成の目的は、アセスメントの結果に基づいて、利用者・家族の

望む暮らし、尊厳の保持と自立した生活を実現するための総合的な方針や課題及びそ

れに対応する目標と具体策を提案・確認することです。地域におけるサービス等が提

供される体制を検討し、利用者の生活課題を解決するために最も適切なサービスの組

み合わせとともに、インフォーマルな社会資源の活用なども検討しましょう。 

 

≪チェックポイント≫ 

 □総合的な援助の方針には本人、家族、近隣住民、介護支援専門員、各種居宅サー

ビス事業所等がどのようなチームケアを行うのか記載していますか 

 □緊急事態が想定される場合、対応機関やその連絡先、対応方法について記載して 

いますか 

 □訪問介護の生活援助中心型を算定する場合は、その事情を具体的かつ簡潔に記載

していますか 

□生活全般の解決すべき課題は利用者が意欲的に取り組めるような表現で記載さ

れ、個別性のあるものとなっていますか 
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□生活全般の解決すべき課題は利用者・家族と相談して優先度が高い順に記載して

いますか 

□自立支援を目標とするものになっていますか、サービスの利用が目的となってい

ませんか 

 □長期目標は抽象的ではなく、課題を達成するための具体的な目標と期間となって

いますか 

 □短期目標は、長期目標を達成するための段階的な目標と期間になっていますか 

□援助内容は、短期目標を達成するために必要なサービス内容・種別・頻度・期間

を記載していますか 

 □援助内容には、インフォーマルサービスや本人、家族の行うことを位置付けてい

ますか 

 □サービスを位置付ける際に複数の居宅サービス事業所を紹介し、公正中立に利用

者の選択のもと事業所が決められていますか 

 □週間サービス計画表には利用者の平均的な一日の過ごし方を記載していますか 

 □医療系サービスを位置付ける場合、主治医等の意見を確認し、記録していますか 

 □福祉用具の品目ごとに、ニーズや目標を検討し、記載していますか 

 □第６表サービス利用票（兼居宅サービス計画）のサービス内容は、第２表・第３

表に位置づけられたものですか 

□軽度者に対する福祉用具貸与について、保険給付の必要性がある場合、例外給付

の申請等の手続きを行っていますか 

□要介護認定の有効期間おおむね半数を超える短期入所生活介護及び短期入所療

養介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、妥当性を検討し、必要な理由

を記載するとともに、当該居宅サービス計画を町に届け出ていますか 

□厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場

合には、妥当性を検討し、必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計

画を町に届け出ていますか 

 

④サービス担当者会議                             

 サービス担当者会議では、利用者やその家族の生活全体及びその課題について、利

用者・家族、プラン作成者（介護支援専門員）、関係する居宅サービス事業所の担当

者等が一堂に会して、多職種の視点から利用者の課題、生活機能向上の目標、支援の

方針、支援計画などを協議し、支援の方向性について共通の理解を持ちます。 

 

≪チェックポイント≫ 

 □新規、区分変更、認定更新時は、サービス提供開始前までに開催していますか 

 □利用者・家族、ケアプランに位置付けている居宅サービス事業所の担当者が全て

出席していますか 

 □開催できない場合や参加できない居宅サービス事業所の担当者がいる場合は照

会を行っていますか 
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□利用者の課題、目標等について他職種の視点から協議し、共通理解を図り、担当

者の役割分担を確認していますか 

 

⑤ケアプランの確定（利用者への説明、同意取得、居宅サービス計画書の交付）    

 サービス担当者会議を受けて、ケアプラン原案の内容を調整する必要がある場合は、

関係する居宅サービス事業所の担当者と相談して内容を調整し、ケアプランを作成し、

利用者・家族の同意を得て、その後、利用者等及び各事業所へ交付します。 

 各事業所はサービスの個別援助計画を作成し、その内容とケアプランの目標の整合

性を確認します。 

 

≪チェックポイント≫ 

 □サービス提供前に利用者等へ説明を行い、同意を得ていますか 

 □利用者だけでなく、居宅サービス事業所の担当者にも交付していますか 

 □医療系サービスを位置付けた場合は、主治医等へ交付していますか 

 □各サービス事業所から個別援助計画を受領し、ケアプランの目標との整合性を確

認していますか 

  

⑥サービスの提供                               

 ケアプランに基づいて作成された個別援助計画に基づきサービスが提供されます。 

利用者等の支援に関わるチーム全員が、計画に定めた（自分らしい生活に向けた）

目標を理解し、サービスの提供を通じて得た情報を共有しながら、利用者へ動機づけ

を行うことが重要です。 

 

≪チェックポイント≫ 

 □サービス提供事業所等から利用者に係る情報の提供を受けた場合には、利用者の

同意を得て、服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活に係る情報を主

治医等に提供していますか 

 

⑦モニタリング・評価                             

 利用者・家族、居宅サービス事業所等と継続的なコミュニケーションを通じて、現

行のケアプランが利用者の現状に即しているかを判断するために行います。ケアプラ

ンに定めてある目標の達成度をみることが重要です。 

必要な場合にはケアプランの修正を行いましょう。 

 ケアプランに位置付けたサービス内容について、目標に対する達成度を評価し、サ

ービスを提供する関係者間で分析・共有するツールとして評価表※5の活用も有効と考

えます。 

                      ※5添付資料 20ページ参照のこと 
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≪チェックポイント≫ 

 □適切な時期・方法でモニタリングをしていますか 

・居宅介護支援では、少なくとも１月に１回自宅へ訪問し、利用者と面談し、

記録を記載していますか 

・介護予防支援では、少なくとも３月に１回自宅へ訪問し、利用者と面談して

いますか。また、少なくとも月に１回はサービス提供事業所への訪問や電話

等で状況を把握し記録していますか 

・ケアマネジメントＡでは、少なくとも３月に１回自宅へ訪問し、利用者と面

談し、記録していますか 

 □サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス事業所等との連絡調整

やその他便宜の提供を行っていますか 

 □短期目標ごとに評価し、適時適切なケアプランの見直しを行っていますか 

 □モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度、目標の達成

度、事業者との調整内容、ケアプランの見直しの必要性等について記録を残して

いますか 

  

 

６.南部町の取組み 

 

 町では、自立支援・重度化防止のケアマネジメントを推進するため、次の取組みを

実施しています。 

 

①地域ケア会議 

 地域ケア会議では、高齢者個々の生活課題に対して単に既存のサービスを提供する

だけでなく、その課題の背景にある要因を探り、個人と環境に働きかけることによっ

て自立支援に資するケアマネジメント支援を行います。それらの課題分析や支援の積

み重ねを通じて地域共通の課題や有効な支援策を把握し、課題の発生予防及び重度化

防止に取り組むとともに、多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築や社会

基盤の整備に取り組み、さらなる個別支援の充実につなげます。 

 

②ケアプラン点検 

 ケアマネジメントのプロセスを踏まえ、「自立支援」に資する適切なプランとなっ

ているか介護支援専門員とともに検証確認を行っています。その目的には、点検を通

じて介護支援専門員の「気づき」を促し、マネジメント力の向上に資することも含ま

れます。 
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添付資料 

 

○居宅介護支援基準条例第 16条（Ｐ11～13） 

○介護予防支援基準条例第 33条・34条（Ｐ14～17） 

○興味・関心チェックシート（Ｐ18） 

○課題整理総括表（Ｐ19） 

○評価表（Ｐ20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 関係法令・参考文書等 ～  

 ・介護保険法 

 ・南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

 ・南部町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例 

 ・南部町介護予防ケアマネジメント実施要綱 

 ・平成 11 年 11 月 12 日付老企第 29 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護サー

ビス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」 

 ・平成 18 年３月 31 日付老振発第 0331009 号厚生労働省老健局振興課長通知「介護予

防支援業務に係る関連様式例の提示について」 

 ・平成 26年６月 17日付厚生労働省老健局振興課事務連絡「課題整理総括表・評価表の

活用の手引き」の活用について 

 ・平成 27年６月５日付老振発 0605第１号「介護予防・日常生活支援総合事業における

介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活

用について 

 ・厚生労働省「介護予防活動普及展開事業市町村向け手引き（Ｖeｒ.２）」 

 ・平成 29年度市町村における居宅介護支援事業所に対する実地指導に関する支援ツー

ルの開発に関する研究事業「居宅介護支援事業所への実施指導マニュアル」 

 ・介護支援専門員実務研修テキスト七訂（上巻）編集/介護支援専門員実務研修テキス

ト作成委員会 
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○南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（抜粋） 

 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を

担当させるものとする。 

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効

果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の

利用が行われるようにしなければならない。 

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点

から、介護給付等対象サービス（法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同

じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に

資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報

を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、

その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じ

て利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当

たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合

において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得な

ければならない。 

(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家

族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメント

により把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利

用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上

での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利

用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等

の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案

の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期

の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において
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「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場

合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給

付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担

当者に交付しなければならない。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介

護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。

以下「指定居宅サービス等基準」という。）第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定

居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者に

ついての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅

サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他

必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報

のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供する

ものとする。 

(15) 介護支援専門員は、第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当た

っては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の

事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービ

ス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるも

のとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受

けた場合 

(17) 第３号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。 

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された

場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利

用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うものとする。 

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場

合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助

を行うものとする。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生労働大
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臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当

性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス

計画を町に届け出なければならない。 

(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望

している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならな

い。 

(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービ

ス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを

位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行

うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サ

ービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重

してこれを行うものとする。 

(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場

合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の

心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護

を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サー

ビス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して

福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利

用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見

又は法第37条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につ

いての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若

しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予

防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第３項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から

指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会議か

ら、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めなければならない。 
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○南部町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例 （抜粋） 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第33条 指定介護予防支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

(２) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(３) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効

果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サービス

等の利用が行われるようにしなければならない。 

(４) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点

から、予防給付（法第18条第２号に規定する予防給付をいう。以下同じ。）の対象となるサービス以外

の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用

も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

(５) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に

資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス及び住民による自発

的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するもの

とする。 

(６) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、

その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ご

とに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下

の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければな

らない。 

ア 運動及び移動 

イ 家庭生活を含む日常生活 

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション 

エ 健康管理 

(７) 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たって

は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合におい

て、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。 

(８) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、

専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その

目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動によるサー

ビスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予
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防サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス

等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の

原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得

ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

(10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険

給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

(11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者及び

担当者に交付しなければならない。 

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に対して、介護

予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以

下「指定介護予防サービス等基準」という。）第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書をい

う。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の提出を

求めるものとする。 

(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護予

防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の作成を指導す

るとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも１月に１回、聴取しな

ければならない。 

(14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指

定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその

他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情

報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供す

るものとする。 

(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成

状況について評価しなければならない。 

(16) 担当職員は、第14号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、

利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情

のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及びサービスの評価期

間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者

に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事

業所（指定介護予防サービス等基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーショ
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ン事業所をいう。）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接が

できない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス

計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるも

のとする。 

ア 要支援認定を受けている利用者が法第33条第２項に規定する要支援更新認定を受けた場合 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条の２第１項に規定する要支援状態区分の変更の認定

を受けた場合 

(18) 第３号から第13号までの規定は、第14号に規定する介護予防サービス計画の変更について準用す

る。 

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合に

おいても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が

介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な

支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行

うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの

利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（次号

及び第22号において「主治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防

サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合

に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあって

は、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するもの

とし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介

護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えな

いようにしなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に

応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要

な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、
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その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければな

らない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見又は法

第37条第１項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予防サービ

スの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る介護予防

サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）

を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計画を作成しなければならない。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援

事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会議か

ら、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第34条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に

留意しなければならない。 

(１) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これ

らの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援す

ることによって生活の質の向上を目指すこと。 

(２) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支

援すること。 

(３) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて

設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。 

(４) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り

本人が行うよう配慮すること。 

(５) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予防給

付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な

活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。 

(６) 地域支援事業（法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。）及び介護給付（法第18条第１号

に規定する介護給付をいう。）と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。 

(７) 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。 

(８) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。 
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し

て

み

た

い

競馬・競輪・競艇・パチンコ

賃金を伴う仕事

　　　　　　 リハビリテーションの効果と質に関する評価研究」

 （出典）「平成25年度老人保健健康増進等事業医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に向けた

お参り・宗教活動 旅行・温泉

ボランティア 畑仕事

家族・親戚との団らん

居酒屋に行く 針仕事

動物の世話

デート・異性との交流 編み物

友達とおしゃべり・遊ぶ 野球・相撲観戦

ダンス・踊り

洗濯・洗濯物たたみ

孫・子供の世話
ゴルフ・グラウンドゴルフ・

水泳・テニスなどのスポーツ

電車・バスでの外出 散歩

自転車・車の運転 体操・運動

将棋・囲碁・ゲーム

家や庭の手入れ・世話 音楽を聴く・楽器演奏

買い物 歌を歌う・カラオケ

料理を作る お茶・お花

掃除・整理整頓 映画・観劇・演奏会

好きなときに眠る 写真

身だしなみを整える パソコン・ワープロ

歯磨きをする 絵を描く・絵手紙

自分で食べる 書道・習字

自分で服を着る 俳句

一人でお風呂に入る 読書

生活行為

し

て

い

る

し

て

み

た

い

興

味

が

あ

る

自分でトイレへ行く 生涯学習・歴史

 月  日

地域活動（町内会・老人クラブ）

  表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたい

 ものには「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものに

 は「興味がある」の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつ

 けてください。リスト以外の生活行為に思いあたるものがあれば、空欄を利用して記載してください。

生活行為

し

て

い

る

興

味

が

あ

る

　　　　　一般社団法人日本作業療法士協会（2014.3）

 興味・関心チェックシート

 氏名：  年齢：  歳  性別（男・女）記入日： 年
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持

　
　

　
悪

化

　
　

　
　

　
　

　
　

支
障

な
し

　
　

支
障

あ
り

　
　

　
　

　
改

善
　

　
　

維
持

　
　

　
悪

化

　
　

改
善

　
　

　
維

持
　

　
　

悪
化

入
浴

更
衣

掃
除

洗
濯

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

能
力

服
薬

整
理

・
物

品
の

管
理

課
題

整
理

総
括

表

自
立

し
た

日
常

生
活

の
阻

害
要

因
(心

身
の

状
態

、
環

境
等

)

屋
外

移
動

食
事

内
容

排
尿

・
排

便

殿

状
況

の
事

実
　

※
１

/
　

　
　

　
　

　
　

/

利
用

者
及

び
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

室
内

移
動

② ⑤

金
銭

管
理

※
5
　

「
要

因
」
お

よ
び

「
改

善
/
維

持
の

可
能

性
」
を

踏
ま

え
、

要
因

を
解

決
す

る
た

め
の

援
助

内
容

と
、

そ
れ

が
提

供
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

見
込

ま
れ

る
事

後
の

状
況

（
目

標
）
を

記
載

す
る

。

※
6
　

本
計

画
期

間
に

お
け

る
優

先
順

位
を

数
字

で
記

入
。

た
だ

し
、

解
決

が
必

要
だ

が
本

計
画

期
間

に
取

り
上

げ
る

こ
と

が
困

難
な

課
題

に
は

「
－

」

印
を

記
入

。

行
動

・
心

理
症

状
(B

P
S
D

)

褥
瘡

・
皮

膚
の

問
題

社
会

と
の

関
わ

り

居
住

環
境

見
　

通
　

し
　

※
５

※
1
　

本
書

式
は

総
括

表
で

あ
り

ア
セ

ス
メ

ン
ト

ツ
ー

ル
で

は
な

い
た

め
、

必
ず

別
に

詳
細

な
情

報
収

集
・
分

析
を

行
う

こ
と

。
な

お
「
状

況
の

事
実

」
の

各
項

目
は

課
題

分
析

標
準

項
目

に
準

拠
し

て
い

る
が

、
必

要
に

応
じ

て
追

加
し

て
差

し
支

え
な

い
。

※
2
　

介
護

支
援

専
門

員
が

収
集

し
た

た
客

観
的

事
実

を
記

載
す

る
。

選
択

肢
に

○
印

を
記

入
。

※
3
　

現
在

の
状

況
が

「
自

立
」
あ

る
い

は
「
支

障
な

し
」
以

外
で

あ
る

場
合

に
、

そ
の

よ
う

な
状

況
を

も
た

ら
し

て
い

る
要

因
を

、
様

式
上

部
の

「
要

因
」
欄

か
ら

選
択

し
、

該
当

す
る

番
号

（
丸

数
字

）
を

記
入

す
る

（
複

数
の

番
号

を
記

入
可

）
。

※
4
　

今
回

の
認

定
有

効
期

間
に

お
け

る
状

況
の

改
善

/
維

持
/
悪

化
の

可
能

性
に

つ
い

て
、

介
護

支
援

専
門

員
の

判
断

と
し

て
選

択
肢

に
○

印
を

記
入

す
る

。

介
護

力
（
家

族
関

係
含

む
)

買
物

認
知
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評 価 表 
 

 

利用者名               殿 作成日    /     /        

短期目標 
（期

間） 

援助内容 

結果 

※２ 

コメント 

（効果が認められたもの/見直

しを要するもの） 
サービス内容 

サー

ビス

種別 

※１ 

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

※１ 「当該サービスを行う事業所」について記入する。 ※２ 短期目標の実現度合いを 5 段階で記入する（◎：短期目標は予想を上回って達せら

れた、○：短期目標は達せられた（再度アセスメントして新たに短期目標を設定する）、△：短期目標は達成可能だが期間延長を要する、×1：短期

目標の達成は困難であり見直しを要する、×2：短期目標だけでなく長期目標の達成も困難であり見直しを要する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～令和 2 年度介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導より～ 

 

その他の資料については、下記よりダウンロードできます。 

【令和２年度介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導（青森県）】 

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/kaigo_202007syudansidou.html  

 

 

 

 

 

資料２ 

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/kaigo_202007syudansidou.html


高齢者虐待防止について

資料 ７



資料 ７

1

・青森県「高齢者虐待防止支援マニュアル（改訂版）」

・青森県「高齢者虐待防止読本」
「高齢者虐待防止対策」

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/21_gyakutai.html

・厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」（平成１３年３月）身体拘束
ゼロへの手引き～高齢者ケアに関わるすべての人に～

・WAM 2017.10 髙口光子「不適切ケアと向き合う」30頁



高齢者虐待の定義と種類
資料 ７

2

高齢者:６５歳以上の者
（高齢者虐待防止法第2 条第1 項）

養護者:高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者等
以外のもの
例）高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

養介護施設従事者等:老人福祉法及び介護保険法に規定する施設
又は事業の業務に従事する者

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律
（以下、この資料中では「高齢者虐待防止法」とする。）



高齢者虐待の定義と種類
資料 ７

3

①身体的虐待
②介護・世話の放棄・放任
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待



身体的虐待
資料 7

4

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
・ 高齢者の身体に暴力を加える
・ 「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制



身体拘束の適正化に向けての基準
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様・時間・入所者の心身の状況・緊急

やむを得ない理由を記録すること
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること

5

資料 7



介護・世話の放棄・放任

6

高齢者を衰弱させるような著しい減食、⾧時間の放置、その他の高齢者を
養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・ 入浴させない。髪、ひげ、爪が伸び放題
・ 褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整、栄養管理を怠る
・ おむつが汚れていても放置する
・ 医療が必要な状況にも関わらず、受診させない
・ ナースコール等を使用させない
・ 同僚の虐待行為を放置する

資料 ７



心理的虐待

7

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・ 威嚇（怒鳴る、暴言）
・ 侮蔑的発言（日常的にからかう、言葉による虐待）
・ 他の利用者に悪口をいいふらす
・ 自分でトイレに行くことができるのに、本人の意思や状態を無視

しておむつを使う

資料 ７



性的虐待

8

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させること。

経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上
の利益を得ること。
・ 金銭を寄附するよう強要する
・ 金銭、財産の着服、窃盗、無断流用

資料 7



高齢者虐待の定義と種類

9

①身体的虐待
②介護・世話の放棄・放任
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待

高齢者が他者から不適切な扱いにより権利利益を
侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる
ような状態に置かれること

資料 ７



10

介護現場における虐待（時間と経過）

意図的虐待

非意図的虐待

虐待 時
間
の
経
過
と
と
も
に
重
症
化

高齢者虐待の概念図
大阪府「フィオーレ南海」柴尾慶次施設⾧作成参考

資料 ７



不適切ケアについて

11

•不適切ケアは誰でもついついしてしまうこと

 だます

 おびやかす

 決めつける

 できることをさせない

 その人の実感を認めない

 からかう

 一方的中断

 仲間外れ

 無理強い

 無視

 急がす

 もの扱い

⇒特定の人物と固有の人間関係をもつと、ついつい
やってしまう

資料 ７



12

介護現場における虐待（時間と経過）

意図的虐待

非意図的虐待

虐待

高齢者虐待の概念図
大阪府「フィオーレ南海」柴尾慶次施設⾧作成参考

常態的
身体拘束

資料 ７



身体拘束について

13

「緊急やむを得ない場合」ではない身体拘束は、高齢者虐待
に該当する。

「緊急やむを得ない場合」とは

①切迫性 ②非代替性 ③一時性
の３要件すべて満たすことが必要

資料 ７



身体拘束について

14

具体例
自分で降りられないように、ベットを柵（サイドレール）で囲む
行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらない
ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制
帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける

資料 ７



身体拘束について

15

具体例
徘徊しないように、車いすやいす、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る
転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る
立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる
他人への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢をひも等で縛る

資料 ７



身体拘束について

16

青森県有料老人ホーム設置運営指導指針
８ 有料老人ホーム事業の運営
（３）帳簿の整備

老人福祉法第２９条第４項の規定を参考に、次の事項を記載した帳簿を
作成し、２年間保存すること。

二 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様
及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

９ サービス等の（４）～（７）についても高齢者虐待防止法に関する事項が
明記されている。

→「緊急やむを得ず」身体拘束を行う場合は、きちんと
同意を得て、そして記録すること。

資料 ７



高齢者虐待への対応の流れ

17

従事者等による虐待を
受けたと思われる高齢
者を発見した養介護施
設従事者等

従事者等による虐待を
受けたと思われる高齢
者を発見した者

従業者等による虐待を
受けた高齢者

届
出

高齢者の安全の確認その他事実の確認

通
報

通
報義務

市町村
義務

資料 ７



高齢者虐待への対応の流れ

18

市町村
高齢者の安全の確認その他事実の確認

高齢者の安全の確認その他事実の確認

従事者等による高齢者虐待に関する事項を都道府県に報告

虐待防止・高齢者保護を図るため、介護保険法の規定による権限の行使

・施設等からの報告徴収・立入検査
・地域密着型サービス事業者の監督 等

都道府県
市町村

資料 ７



高齢者虐待への対応の流れ

19

都道府県
市町村 高齢者の安全の確認その他事実の確認

【老人福祉法】施設設置者への立入検査、改善命令、事業停廃止命令、許可取消
【介護保険法】施設等からの報告徴収、勧告、改善命令、指定取消

虐待防止・高齢者保護を図るため、
老人福祉法・介護保険法の規定による権限の適切な行使

従事者等による高齢者虐待の状況等の公表（毎年度）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/21_gyakutai.html

資料 ７



高齢者虐待防止のために
~養介護施設等を運営する法人～

20

研修、苦情処理及び内部監査を含めた業務管理体制全般について適切に
運用されているか適切に把握することが求められる。

（高齢者虐待防止法第20 条）
① 自ら企画した虐待防止に関する研修を定期的に実施する
② 管理者等の責任の下、苦情処理体制が適切に運用される
③ 職員に対するストレスマネジメントやメンタルヘルスに配慮した面談

等のケアを組織的に実施・対応する
④ 業務管理体制全般について、常に自主的に点検し、必要に応じ、体制

の見直しや運用の改善に努める

資料 ７



高齢者虐待防止のために
～養介護施設従事者等～

21

養介護施設従事者等は、（中略）高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
（高齢者虐待防止法 第5条第1項）

養介護施設従事者等は、「職員（同僚等）」による高齢者虐待を受けたと思われ
る高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

（高齢者虐待防止法 第21条第1項）

養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱
いを受けない。

（高齢者虐待防止法 第21条第7項）

努力

義務

→「高齢者の権利を無視した行為の放置」は、養介護施設
従業者等による放棄放任にあたると見なされている

資料 ７



不適切ケアへの対策

22

管理側と現場が「不適切ケア」に関心を持つ
仕組みづくり

勉強会・職員同士の声掛け・研修

⇒不適切ケア・身体拘束廃止を
テーマにした研修を定期的に
開催することが、施設・事業所
のリスクマネジメントになる。

資料 ７



高齢者虐待をなくすために

23

1. 市町村および関係機関が積極的な対策・対応を実施する
2. 高齢者虐待への意識を高める
3. 虐待のサインを見逃さない
4. 認知症高齢者についての知識を

普及する

「高齢者虐待防止支援マニュアル（改訂版）より」

資料 7



介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
係る届出等ついて

青森県健康福祉部高齢福祉保険課

令和２年度
介護集団指導
資料13−3



業務管理体制の整備

法令遵守責任者
の選任

以上

法令遵守責任者
の選任

法令遵守責任者
の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守に
係る監査

未満未満

【業務管理体制整備の内容】

指定又は許可を受けている事業所数
（みなし事業所を除く）



業務管理体制の届出について
【事業所等の数え方】

事業所等の数については、その指定を受けた
サービス種別ごとに１事業所と数える。
事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援
事業所を含むが、みなし事業所は除く。

（「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サー
ビスについて、健康保険法による保険医療機関又
は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の
指定があったとみなされている事業所のこと。）

総合事業における介護予防・生活支援サービス
事業は、事業所等の数から除く。



業務管理体制の届出先
区分 届出先

① 指定事業所が三以上の地方厚生局
管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

② 指定事業所が二以上の都道府県に
所在し、かつ、二以下の地方厚生局
管轄区域に所在する事業者

主たる事務所
の所在地の都
道府県知事

③ 指定事業所は同一指定都市内
にのみ所在する事業者

指定都市の⾧

④ 地域密着型サービス（予防含む）
のみを行う事業者で、指定事業所は
同一市町村内のみに所在する事業者

③を除く
市町村

⑤ ①から④以外の事業者 都道府県知事



業務管理体制の届出先



業務管理体制の届出（様式）

青森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html)に掲載



業務管理体制のホームページ

青森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html）



業務管理体制のホームページ
【届出内容の掲載】
県に届出された内容
は一覧表で県ホーム
ページに掲載



 

 

 

 

 

別冊  

「令和２年度版（令和元年度実績） 

数字でみる介護保険」 





1 保険 保険者

保険 保険者

保険

保険 度 保険者 び 保険 保険者 保険
被保険者 保険者 保険

被保険者 保険
保険 保険 国

保険者

被保険者
地 保 所

保険 保険
例

保険 住 地 者 者
度 保険

年 保険 者 者
保険 地 及び 者 地

者

被保険者 被保険者

令和元年度 保険

平成29年度 平成29年10 17 平成30年 15 平成30年 1 平成30年 20
令和30年度 平成30年10 平成30年11 15 平成31年 19
令和元年度 令和元年 18 令和元年 12 令和元年11 28 令和 年

被保険者 被保険者

者 住所 5 人 住所 0 5
保険 者

者 人 特
人

保険 保険者
保険 保険

保険 年 特 保険者 保険 保険

1



2

1
介
護
保
険
制
度　
　

１ 

介
護
保
険
の
保
険
者
と
財
源　

２ 

介
護
保
険
運
営
協
議
会　

３ 

介
護
保
険
事
業
計
画

保険

保険

保険
年 保険

数 地
被保険者 5 保険

令和元年度 保険

者 数 数
1 者 者 者 1 500 1 0 0 70 7
2 者 300 221 73 7
3 所 所 9 8 88 9

4 所 人 者 住 22 20 90 9

5 人 所
人 者 住 47 43 91 5

所 24 22 91 7

7 保険 及び 者
人 者 23 23 100 0

国

保険 11 国 保険 保険 保

保険

人

年度 数

保険

数

保険

年度
年度 数
年度 地

保険

保険
地

数

平成
23年度

平成
2 年度

平成
25年度

平成
2 年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
年度

保険

保険
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保険2

保険特 平成29年度 令和元年度

平成29年度 平成30年度 令和元年度
成 成 成

1 保険 507 715 000 18 7 53 51 9 0 20 1 522 5 5 19 2
2 及び 数 90 300 0 0 7 100 0 0 8 000 0 0
3 国 718 28 92 2 5 713,837,327 2 7 737 033 350 27 1
4 712 73 7 2 3 55 752 000 2 5 71 5 759 2 7
5 370 332 192 13 7 352 509 181 13 2 37 715 031 13 9

5 105 0 0 7,489 0 0 13,893 0 0
7 372 0 152 13 8 3 1 02 53 13 5 383 8 0 709 1 1
8 23 982 72 0 9 5 21 1 7 2 3 5 71 0 9
9 2 0 9 715 0 1 5 780 93 0 2 513 719 0 0

2 708 137 880 100 0 2 72 9 8 7 100 0 2 71 7 77 100 0

平成29年度 平成30年度 令和元年度

59 587 55 7 7 0 311 5 972 2
国 5 21 2 3 5 71 5 972 2

12 933 135 50 1 0 0

平成29年度 平成30年度 令和元年度
成 成 成

1 158 085 1 7 2 0 5 3 1 1 508 3 1

2

保険 2 92 975 555 9 1 2 0 13 375 92 2 0 27 9 9 92 1
2 303 500 930 87 0 2 229 572 810 85 8 2 2 8 29 82 8 8

数 2 291 099 0 1 2 1 9 050 0 1 2 122 1 0 1
58 599 7 9 2 2 57 51 70 2 2 1 0 0 225 2 3
97 019 0 2 3 7 71 0 2 253 3 0 2

特 所者 83 33 52 3 2 82 335 2 3 2 91 979 35 3 5
39 97 21 1 5 28 5 083 1 1 30 02 213 1 2

3

地 0 80 031 2 3 80 230 0 7 3 1 79,772,349 3 0
21 9 505 0 8 2 5 8 098 1 0 31 5 9 1 2
1 5 037 0 5 13 538 0 0 5 13,429,992 0 5
2 135 09 0 9 0 0 9 58 1 5 3 805 58 1 3

数 3 080 0 0 74,337 0 0 79,733 0 0
4 10 787 000 0 21 390 000 0 8 3 203 2
5 8,333,333 0 3 0 0 0 0 0 0

29 1 320 1 1 7 0 9 571 1 8 2 551 851 0 9
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 8 550 32 100 0 2 597 909 55 100 0 2 50 95 015 100 0
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保険 地

保険 度 平成28年度 25 年

地

15

20

25

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成2 年度平成25年度平成2 年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度

17 1
18 2

19 5
18 3

20 7 21 1
22

23 2
23 9

2 25 1 2 9
2 1 2

地

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成2 年度平成25年度平成2 年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度

5 0

1 795

0 7255 3 8 1
3 17 3 78 3 830 3 855 3 872

375

6,068

8 023 7 977

保険 地 平成18年度 令和元年度

保険

地

保険 地

平成18年度 1 712 753 727 5 00 098 1 718 153 825
平成19年度 1 817 880 339 105 12 12 17 951 752 12 551 5 1 835 832 091 117 78 2
平成20年度 1 83 7 313 1 7 97 2 5 7 52 2 595 900 1 877 19 9 5 1 3 2 87
平成21年度 1 953 833 193 119 185 880 0 7 29 △ 2 080 223 1 99 300 22 117 105 57
平成22年度 2 072 79 172 118 9 2 979 38 10 77 △ 1 85 53 2 111 0 9 8 117 10 32
平成23年度 2 107 212 838 3 1 34,173,447 △ 4,437,329 2 1 1 38 285 29,979,337 
平成2 年度 2 238 882 0 7 131 9 209 3 775 8 2 02 001 2 275 57 95 13 271 210
平成25年度 2 31 272 359 77 390 312 38 302 100 1 52 52 2 35 57 59 78 91 9
平成2 年度 2 39 38 98 78 112 27 38 5 8 3 2 53 2 32 933 22 78 359 1 3
平成27年度 2 3 2 2 220 8 877 23 38 715 2 1 28 2 501 977 8 9 0 3 8 2
平成28年度 2 507 759 72 97 52 3 7 8 582 5 033 318 2 551 508 25 9 530 770
平成29年度 2 92 975 555 △ 14,784,117 0 80 031 1 931 9 2 553 55 58 2,147,332 
平成30年度 2 0 13 375 △ 8 3 2 180 80 230 0 7 19 550 03 2 8 8 3 2 △ 812 1
令和元年度 2 0 27 9 9 33 81 57 79,772,349 △ 57 718 2 520 200 298 33 35 85

2
介
護
保
険
事
業
の
財
政　
　

１ 

介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
の
内
訳　

２ 

保
険
給
付
費
・
地
域
支
援
事
業
費
の
推
移
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令和元年度 保険特

成
1 保険 522 5 5 19 2
2 及び 数 8 000 0 0
3 国 737 033 350 27 1
4 71 5 759 2 7
5 37 715 031 13 9

13,893 0 0
7 383 8 0 709 1 1
8 2 3 5 71 0 9
9 513 719 0 0

2 71 7 77 100 0

成
1 1 508 3 1
2 保険 2 0 27 9 9 92 1
3 地 79,772,349 3 0
4 3 203 2
5 0 0 0

2 551 851 0 9
7 0 0 0

2 50 95 015 100 0

保険
19.2% 数

0.0%

国
27.1%

24.7%

13.9%

0 0

0 0
0 9

1 1

1

保険
92 1

2

0 9
0 0

0 0

地
3 0

27 1 7 77

2 5 0 9 5 015

国 271

保険 92 1

27.17

26.51

25

26

27

28

597 2 2
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保険 年

保険 保険 522 5 5 1 508 3

及び 0

保険

2 2 8 29 82
0 30 02 213

及び
数

0 1 0 0 225
数 8 000 253 3

国

93 1 9 000 特 所者 91 979 35
212 07 000 数 2 122 1

地 13 239 000 特 0
地

外 地 1 013 350 0
保険者 3 11 000

地

31 5 9
1 0 000 13,429,992 
58 973 759 3 805 58

地 12 83 000 79,733 
3 3 928 981 0

0 0
地 5 779 375 保 0
地

外 地 7 00 75 3 203
0 0
0 0

13,893 0
0 0

30 989 279 0
39 991 2 3 2 551 851

0
327 1 0

地 5 20 012
地

外 地 37 115
所 者保険 2 295 900

0
2 3 5 71

0
0

513 719
2 71 7 77 2 50 95 015

5 972 2
0

保 21 929 0

2
介
護
保
険
事
業
の
財
政　
　

３ 

令
和
元
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
の
状
況
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保険 度 保険 外 年度
年度 国

0

1

2

5 97平成28年度

平成29年度 1 078

平成30年度 3 32

令和元年度 1 1 8

平成30年度 1 8 1 92

平成28年度 5 970 0 8
平成29年度 10 787 000

平成30年度
平成29年度 12 933 135

7,489 
21 382 511

令和元年度
平成30年度 50 1 0

13,893 
20 310

21 929 0
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成
成 保険 50 被保険者 5
被保険者 0 5 保険 50 国

地 地

保険
23.0%

保険
27.0%国

20.0%

5 0

12 5

12 5

地

保険
23.0%

保険
27.0%

国
25.0%

12.5%

12.5%

保険
23.0%

保険
27.0%国

15.0%
5 0

17.5%

12.5%

地

保険
23.0%

保険

国
38.5%

19.25%

19.25%

12 5

12 5

12 5

19 25

保険

保険 保険

保険

令和元年度
国
25 0 12 5 12 5 9 350 085
20 0 17 5 12 5 210 39 19

地 25 0 12 5 12 5 5 20 012
地 38 5 19 25 19 25 37 115

317 2 0

2
介
護
保
険
事
業
の
財
政　
　

４ 

介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金　

５ 

財
政
構
成
と
負
担
金
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者人3
人

年 住 住

人
年 者人

数
39 0 5 7 75 人

平成18年 22,299 8,391 7,882 3 003 3 023 02 27 0 7 35
平成19年 21,983 8 08 7,791 2 9 3 1 0 10 27 8 7 387
平成20年 21 2 7 7 2 7 95 2,889 3,278 1 7 28 5 7 2
平成21年 21,424 7 02 7 21 2 859 3,342 201 28 9 7 7
平成22年 21,123 7,337 7 535 2 801 3 50 251 29 7
平成23年 20 758 7 0 9 7 532 2 51 3 50 157 29 7 7 5
平成2 年 20 37 793 7,423 2 8 3 535 221 30 7 95
平成25年 20 19 592 7,277 2,742 3 585 327 31 3 7 525
平成2 年 19 753 22 7 07 2 8 0 3 13 53 32 7 7 515
平成27年 19 51 021 879 2 9 0 3 591 551 33 7 7 50
平成28年 19,193 5 829 39 3 072 3 53 725 35 0 7 510
平成29年 18 805 5 5 8 97 3 09 3 7 0 35 8 7 73
平成30年 18,489 5 09 303 3,119 3 58 777 3 7 7 93
平成31年 18 101 5 181 1 1 3 13 3 3 779 37 5 7 3
令和 年 17 75 4,984 5 9 1 3,192 3 37 829 38 5 7 30

平成31年 3 7人 令和 年 1775 人 18 000人

人 5 者 令和 年 38 5

人
人

10,000

15,000

20,000

令和 年平成31年平成30年平成29年平成28年平成27年平成2 年平成25年平成2 年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年

22 299 21 983
21 221 2 21 123 20 758 20 37 20 19 19 753 19 51 19 193 18 805 18 89 18 101 17 75

25.0

30.0

35.0

40.0

令和 年平成31年平成30年平成29年平成28年平成27年平成2 年平成25年平成2 年平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年

27 0
27 8

28 928 5
29 29 7 30.4

31 3
32 7

33 7
35.0

35 8
3 7

37 5
38 5

人

年 住 住

年 住 住
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年 人 令和 年

住 住

者 数

者

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

令和2年平成31年平成30年平成29年平成28年

1 393
1 1

1 55
1 13

1 529

年 1 13

年 住 住

者 数 5 0

者 数

0

500

1,000

1,500

令和2年平成31年平成30年平成29年平成28年

1 13 1 11 1 152 1 1 71 139

年 1 1 7

年 住 住

者 数

者 数

4,600

4,700

4,800

4,900

令和2年平成31年平成30年平成29年平成28年

713 728

77
80

7 2

年 80

年 住 住

90 9
95 99
100

8 人 人 17 75 人 9 310人

0 人
5 9
10 1
15 19
20 2
25 29
30 3
35 39
0
5 9
50 5
55 59
0
5 9
70 7
75 79
80 8
85 89

20
108

279
357

526

807
750

709
695

573

7

3 7

3 2

32

7

278

3 3

570

269
220

13
91

33
1
1

77

862
773

695
1

623

1

337

285

311

361

266

373

5 3

27
205

3
高
齢
者
人
口
の
推
移
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被保険者

被保険者数
人

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

3 0 8 3 090 3 130 3 1833 117

700 71 7 9 793753

3 32 3 2 3 19 3 103 3

5 75 75

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

外国人及び住所地特例被保険者数
人

0

5

10

15

20

25

1 1 11 1

外国人 住所地特例

20
18

12
14

18

年度 保険 年度 保険

年度 保険

被保険者
被保険者数 人

75 85 5 75 85

5
75

75
85 85 外国人 住所地特例

平成27年度 3 0 8 3 32 1 20 700
平成28年度 3 090 3 2 1 18 71
平成29年度 3,117 3 3 1 18 753
平成30年度 3 130 2 225 1,394 1 14 7 9
令和元年度 3,183 2 1 1,444 1 12 793

外国人
外国 人 保険被保険者

住所地特例被保険者
外 所 住所 人 被保険者

人 特 人 人保 及び
人 29人 地 人

人 人
29人 特 地 特
人

人 11 所 所者

被保険者
住 0 5 保険 者
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地 地
被保険者数 人

平成27年度 700 0 3 332 3,788 099 3 308 5 8 8 08
平成28年度 71 033 395 3,927 323 3 03 5 92 137
平成29年度 753 009 83 038 3 85 039 215
平成30年度 7 9 050 551 1 52 3 551 135 27
令和元年度 793 0 5 28 4,244 78 3 57 122 3

5 被保険者 令和元年度 793人

平成27年度 令和元年度 93人
年

被保険者数
人

4,0454,043

3,576
3,308

6,346
6,086

6,628
6,332

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000 6,793

4,244

6,122

6,7846,700

3,788

5,868
6,099

平成27年 令和元年度

人

年度 地

年度 地

被
保
険
者　
　

１ 

第
１
号
被
保
険
者　

２ 

第
２
号
被
保
険
者
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保険5

被保険者
5 被保険者 保険 年 例

年 国 5
被保険者 5 人数 保険

年 年 12 保険

保険

所 令和元年度

平成30年度 令和 年度 7 00

被保険者 年 所 及び

保険 国平

3 5 3 地 3 151
720 3 900 地 283

保険

0

2,000

4,000

6,000

8,000

4,627 4,900

7,000 7,400

5,400

保険

令和元年度 所 者保険 数 保険

国平
平成 12年度 2 911
平成 15年度 3 293
平成 18年度 27 090
平成 21年度 900 1 0
平成 2 年度 5 00 972
平成 27年度 7 000 5 51
平成 30年度 7 00 5 8 9

住
者

保険
人 年

全
員
が
非
課
税

非　

課　

税

保 年 者 年
年 所 80 0 375 2 775 33 300

人 年 年 所
80 120

0 25 25 55 500

人 年 年 所
120

0 725 5 3 5 380

世
帯
員
に
課
税
者
が
い
る

人 年 年 年
所 80

0 90 0 79 920

人 年 年 所
80

基準額 7 00 88 800

課　

税

年 所 120 1 20 8 880 10 5 0

年 所 120 200
1 30 9 20 115 0

年 所 200 300
1 50 11 100 133 200

年 所 300 1 70 12 580 150 9 0
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所 人数 令和元年度

0

500

1,000

1,500

2,000

第
９

第
８

第
７

第
６

第
５

第
４

第
３

第
２

第
１

人

1,516

693
925

641
958

221 193

1,215

431

所 令和元年度

2
10 2

3 3
2 8

22 3

3
17 9

1 1

13

9

保険 年 保険 年

所 人数 人

1 51 人 70 8

年度 保険 年

平成27年度 1 91 595 02 1 512 8 7 0 5 1 203 150 700
平成28年度 1 3 599 394 1,429 895 814 5 3 22 173 71
平成29年度 1 5 2 28 15 1,387 909 851 5 2 7 208 753
平成30年度 1 5 0 444 1 29 930 87 590 228 181 7 9
令和元年度 1 51 93 431 1 215 958 925 1 221 193 793

保険 年

年度 平成30年度 99 5 1 1㌽ 10 0

平成27年度

特 91 050 91 050 1 2 250 0 0 100 0
002 850 0 71 050 3 150 0 3 28 800 92 5

88 918 900 85 32 100 1 5 00 0 3 28 800 99 3
5 585 200 879 500 0 2 303 250 2 02 50 15 7

平成28年度

特 1 871 850 1 871 850 199 800 0 0 100 0
37 828 550 3 752 000 0 0 3 07 550 91 9
99 700 00 9 23 850 199 800 0 3 07 550 99
5 51 50 1 113 050 0 1 932 350 2 0 050 19 7

平成29年度

特 9 88 250 9 88 250 298 00 0 0 100 0
39 82 50 3 881 050 12 00 0 2 9 3 00 92
509 512 700 50 5 9 300 311 200 0 2 9 3 00 99
5 531 00 83 500 0 2 318 300 2 378 00 15 1

平成30年度

特 501 38 2 0 501 38 2 0 23 700 0 0 100 0
37 3 9 590 3 505 550 0 0 2 8 0 0 92 3
538 807 850 535 9 3 810 23 700 0 2 8 0 0 99 5
5 322 000 71 50 0 2 332 700 2 517 850 8 9

令和元年度

特 87 22 210 87 22 210 371 010 0 0 100 0
3 890 0 0 3 093 825 21 00 0 2 79 235 92
52 512 270 521 71 035 392 10 0 2 79 235 99 5
5 381 890 53 100 0 2 295 00 2 550 190 10 0

被保険者
保険 国 保険 保険者 保険 保険

所

5
介
護
保
険
料　
　

１ 

第
１
号
被
保
険
者　

２ 

第
２
号
被
保
険
者
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被保険者 者数
人

0

500

1,000

1,500

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 237 1 229 1 1 8 1 1801 198

被保険者 者数
人

0

10

20

30

40

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

36

28 28 2827

年度 保険年度 保険

者数

年度 保険

度 者数 人

被保険者 平成30年度 12人 1 180人

被保険者
平成27年度 39 94 197 313 224 19 174 1,237 
平成28年度 33 95 197 293 224 212 175 1,229 
平成29年度 32 100 182 292 210 219 1 3 1,198 
平成30年度 35 118 182 27 209 189 159 1 1 8
令和元年度 41 107 197 247 225 209 15 1 180
被保険者

平成27年度 4 3 13 5 1 4 3
平成28年度 3 2 5 8 0 4 28 
平成29年度 1 2 4 12 5 1 2 27 
平成30年度 2 2 3 9 8 0 4 28 
令和元年度 1 3 4 11 4 1 4 28 

年度 保険

度 者数

5

3

2

1

2

10

200

00

600

800

1 000

1 200

1 00

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 273
178

197

229

200

32

100
3

179

212

230

202

301

97
3

1 257

1 5

220

215

18

30

102
33

1 225

1 3

189

217

185

285

120
37

1 19
158

210

229

201

258

110
2

1 208

人
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人

数

者数 平成30年度 12人 1208人

数 88 1 015 5

年度 保険

数 数 保険

者数 被保険者数
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

19 0 18 7 17 7 17 818 1

数

0

500

1,000

1,500

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 008
1 098

927
1,015999

令和元年度

0

200

400

600

800

245

656

85
29

年度 保険

保険保険

被保険者数 者数

平成27年度 702 1,273 19 0
平成28年度 717 1 257 18 7
平成29年度 753 1 225 18 1
平成30年度 7 9 1 19 17 7
令和元年度 793 1 208 17 8

数

数

外
平成27年度 20 92 77 33 1 008 3 7 29 5
平成28年度 239 730 93 3 1 098 3 5 718 
平成29年度 214 85 5 35 999 3 0 23 8 
平成30年度 2 5 82 33 927 380 51 7 
令和元年度 2 5 5 85 29 1 015 414 575 8 

要
介
護
認
定　
　

１ 

要
介
護
認
定
者
数　

２ 

要
支
援
・
要
介
護
認
定
率　

３ 

認
定
申
請
件
数
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数

0

500

1,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 029 1 037

892
9 39 9

度 令和元年度

1
18 0

2
18 5

3
1 5

17 0

5
15 1

0 1 1 3 8

2 10 9

地 地

地

数及び

数 71 9 3 度 178

数
度

平成27年度 1 029 1 50 107 18 21 1 2 149 158
平成28年度 1 037 2 35 10 174 220 1 8 187 1 5
平成29年度 9 9 1 39 108 150 210 1 5 1 9 147 
平成30年度 892 0 29 57 15 190 1 1 159 1 0
令和元年度 9 3 1 37 105 173 178 159 1 1

25 32

32 50

50 70

及び 70 90

90 110

110
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地 地
者数 被保険者 人

度 人

年度 地

令和元年度 地

令和元年度 地

平成27年度 1,237 844 1,131 589 1 001 590 1 290 1,317 
平成28年度 1,229 78 1 088 25 992 58 1,328 1,291 
平成29年度 1,198 721 1 0 1 08 925 555 1 25 1 303
平成30年度 1 1 8 707 1 013 00 895 5 9 1 252 1 30
令和元年度 1 180 737 1 005 591 899 510 1 210 1 3 5

41 1 12 30 11 52 9
107 41 88 28 55 22 10 119 
197 124 19 12 1 8 91 274 303
247 178 198 141 193 110 280 295
225 141 148 10 141 102 173 199 
209 138 188 101 183 87 170 18
15 99 141 79 129 87 155 174 

被保険者 者数 令和元年度 1 180人 平成27年度

数 人数

者数
人

1,180

737

591
510

1,210
1,345

1,005
899

0

500

1,000

1,500

要
介
護
認
定　
　

４ 

介
護
認
定
審
査
会
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保険7

保険 者数

年度 保険

年度 保険

保険 保険

年度 保険

者数 被保険者 人

地 者数 被保険者 人

者数 被保険者 人

者数 人 7 8人 度 195人

者数 33人 230人 度 3人

者数 2人 211人 度 79人

平成27年度 33 95 1 7 2 9 151 94 7 885
平成28年度 29 81 148 23 149 93 79 815
平成29年度 11 150 251 138 99 7 789 
平成30年度 2 141 234 13 83 81 743 
令和元年度 12 8 151 195 1 0 105 77 748 

平成27年度 0 0 19 0 55 37 32 183 
平成28年度 0 0 30 49 7 48 42 23
平成29年度 0 1 28 51 2 71 41 25
平成30年度 0 2 3 5 73 59 48 2 3
令和元年度 0 1 32 48 3 39 47 230

平成27年度 0 0 8 25 41 78 85 237 
平成28年度 0 0 13 24 0 8 84 247 
平成29年度 0 0 5 19 27 74 9 194 
平成30年度 0 0 9 1 33 5 1 9
令和元年度 0 0 9 17 5 79 1 211 

保険 者数
人

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 305 1 298
1 175 1 1891 237

885 815 7 3 7 8789

183 23 2 3 23025

237 2 7
1 9 21119

0

500

1 000

1 500

地

度 令和元年度

2 9

地

19

17 7
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数

所 地 年
数 数

平成27年度 33 32 2 373 72
平成28年度 33 00 2 371 00
平成29年度 32 2 9 2 291 099
平成30年度 30 550 2 1 9 050
令和元年度 29 89 2 122 1

数
保険 保険 国 保険

数 71

数 数

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

33,432 33,400 30,550 29 8932 2 9

数

0

100

200

300

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

237 237
217 212

229

7
介
護
保
険
給
付　
　

１ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数　

２ 

支
払
審
査
手
数
料
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保険 1 2 3 者
9 8 7 保険

保険 年

保険 年

数

数 年 30 077 2 738

平成27年度 920 2 8 1 7 1 9,478 202 5 17 4,288 31,743 
平成28年度 773 2 5 7 5 15 9 058 280 985 80 31,829 
平成29年度 80 2 1 7 8 9 035 5 989 5 12 53 30 79
平成30年度 1 7 1 570 7 0 9 005 5 991 830 0 29 30
令和元年度 22 1,773 4,789 7,832 5 70 5 2 4,289 30 077

令和元年度 数

225 1 75 301 7 0 5 4,392 000 3 001 24,738 
1 85 5 1 1 023 85 1 158 1 028 92
0 0 38 8 449 422 313 2,238 
0 0 1 5 3 35 5 49 
1 43 42 124 5 117 1 2 55
0 0 0 0 5 12 3 20
0 42 112 22 334 572 5 5 1,831 

所 5 03 1,413 2 08 1 077 770 422 21
所 0 0 1 053 1 3 5 723 57 257 3 835
所 5 03 3 0 741 35 313 1 5 2,381 
所 3 20 9 230 2 3 232 177 1 021
所 3 8 85 194 237 219 17 922 
所 0 12 11 3 2 13 1 99 
所 0 0 0 0 0 0 0 0
所 0 0 0 0 0 0 0 0
住 72 497 531 1 2 9 823 851 712 755

70 492 520 1,244 810 842 708 8
2 5 11 22 9 8 2 59

住 0 0 0 3 4 1 2 10
特 者 0 0 1 37 32 15 91 

10 749 1,719 2 51 1 33 957 7 7 9 3
地 1 19 395 582 714 55 505 2 770

0 0 0 4 0 4 22 30
0 0 0 0 0 0 0 0

地 所 0 0 108 53 25 14 39 239 
所 1 0 47 102 70 44 27 291 

0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 234 02 570 385 312 1,922 

地 特 者 0 0 0 0 0 0 0 0
地 人 所者 0 0 1 1 13 13 11 39 

0 0 5 20 3 94 94 249 
0 0 93 185 00 908 783 2 5 9

人 0 0 1 1 32 587 53 1,383 
人保 0 0 92 1 7 243 30 323 1,131 

0 0 0 2 21 15 7 5
0 0 0 0 10 0 0 10

22 1,773 4,789 7,832 5 70 5 2 4,289 30 077
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数 平成27年度 令和元年度

地

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

数

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

33 8 33,623
30 707 30 077

32 83

令和元年度

0

10,000

20,000

30,000

地

24,738

2,770 2,569

保険 年保険 年

1000

2000

0

1,000

2,000

元30292827
0

50

100

150

元30292827
0

200

400

600

元30292827
0

50

100

元30292827
0

1,000

2,000

3,000

4,000

元30292827

0

5

10

元30292827

所

0

50

100

150

元30292827

所

1000

0

500

1,000

元30292827

所

0

1,000

2,000

3,000

元30292827

所

1000

2000

3000

0

2,000

4,000

6,000

元30292827

所

2000

4000

6000

0

50

100

元30292827

特 者

0

100

200

300

400

元30292827

所

0

100

200

300

400

元30292827

0

10

20

元30292827

住

0

100

200

300

400

元30292827

地 所

0

200

300

100

400

500

元30292827

地 人

0

5

10

15

元30292827

0

5

10

元30292827

0
元30292827

5

10

0
元30292827

地 特

5

10

0

50

100

元30292827

0

2,000

3,000

1,000

4,000

5,000

元30292827

1000

2000

3000

4000

5000

0

10

20

30

40

元30292827

1000

2000

0

1,000

2,000

元30292827

1000

1500

0

500

1,000

1,500

元30292827

人保

0

5

10

元30292827

所

5000

10000

0

5,000

10,000

元30292827

0
元30292827

5

10

1000

1500

0

500

1,000

1,500

元30292827

人

7
介
護
保
険
給
付　
　

３ 

介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
（
件
数
）
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保険 年

保険 年

数 平成30年度 2 008 22 7903

平成27年度 9 10 01 778 81 213 73 859 82 00 80 508 9 78 535 8 9 50 511 828 33 2 308 021 5 9
平成28年度 7 531 29 1 238 99 220 181 883 8 2 0 0 522 893 802 529 171 823 5 1 8 5 028 2 351 8 72
平成29年度 5 00 33 3 9 5 81 210 787 3 9 73 93 08 501 931 851 598 890 50 518 203 89 2,343,477,144 
平成30年度 1 521 928 27 12 055 217 358 551 3 90 5 503 1 31 5 9 5 7 502 213 00 2 258 22 893
令和元年度 1 895 25 28 39 32 220 03 938 22 91 9 9 533 02 1 57 0 3 351 9 77 530 2 279 032 039

令和元年度

1,878,919 24,119,191 131 895 9 0 255 83 957 208 292 9 8 203 209 599 152 0 0 09 977 121 1 3
11 9 1 1 215 05 20 3 3 38 1 8 5 2 50 7 7 12 0 392 702 0 717 378 231 887 15

0 0 18 9 0 502 33 071 898 7 523 073 51 879 9 2 51 211 82 202 7 097
0 0 20 232 138,972 8 90 1 5 32 207 018 1 997 5

11 9 1 1 03 2 9 1 139 13 3 7 891 1 595 708 339 30 85 318 18 25 0
0 0 0 0 57 150 1 8 588 20 835 2 573
0 178 785 513 999 1 309 801 1 8 575 2 58 5 0 2 23 525 8 371 225

所 998 539 1 339 82 79 80 385 153 92 7 90 3 558 83 725 1 3 528 5 5 8 2 8
所 0 0 58 37 372 9 899 809 0 0 7 30 8 519 07 2 785 0 2 288 5 93
所 998 539 1 339 82 21 10 013 59 02 838 30 59 252 35 205 759 1 7 3 523 180 01 7 8
所 127 575 5 131 5 881 851 1 972 95 28 072 2 2 2 139 58 23 091 381 98,939,333 
所 127 575 319 952 5 3 05 15 385 2 25 109 901 23 3 5 3 8 23 017 2 92 7 9 329
所 0 334,179 38 2 1 587 033 2 9 2 3 1 77 090 7 115 170 00
所 0 0 0 0 0 0 0 0
所 0 0 0 0 0 0 0 0
住 2 9 10 2 08 332 3,777,244 1 023 135 10 5 8 17 12 5 9 588 11 025 303 5 800 880

238,842 2 53 1 7 3 9 772 13,127,491 9 82 32 12 2 0 00 10 771 707 52 25 011
30 2 2 7 1 5 280 72 387 900 1 8 512 1 8 15 128 1 135 595

住 0 0 0 507 7 553 230 1 0 832 207 8 1 09 27
特 者 0 0 80 325 1 0 3 980 7 003 017 7 03 785 3 2 9 312 18 53 19

71 7 0 3 301 850 22 0 1 789 31 528 938 21 258 5 5 15 3 5 900 10 08 70 10 377 32
地 1 50 520 2 1 5 3 98 122 053 9 5 17 5 592 1 031 1 1 133 01 807 2 750

0 0 0 344,124 0 743,112 512 32 5 599 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0

地 所 0 0 5 72 21 58 238 3 975 579 1 17 89 3 7 5 5 19 00 77
所 1 50 0 2 8 720 12 20 30 8 0 0 83 9 9 32 4,199,373 3 255 020

0 0 0 0 0 0 0 0
0 520 2 1 5 0 895 100 097 08 1 9 17 352 100 83 207 8 378 9 9 494,921,272 

地 特 者 0 0 0 0 0 0 0 0
地 人 所者 0 0 189,747 233 559 3 017 3 05 510 3 093 5 2 9,939,824 

0 0 8 0 715 51 110 10 358 712 30 31 80 33 7 1 05 80 108 397
0 0 22 50 500 5 179 0 7 150 1 87 228 802 591 210 835 11 57 8 12

人 0 0 205 5 0 3 8 7 327 77,488,812 144,399,132 11 98 758 3 2 9 5 589
人保 0 0 22 298 9 0 0 983 103 3 139 37 80 3 1 7 91 581 38 298 031

0 0 0 328 17 5 9 523 3 7 0 292 2 2 8 972 12 907 0
0 0 0 0 2 9 7 102 0 0 2 9 7 102

1 895 25 28 39 32 220 03 938 22 91 9 9 533 02 1 57 0 3 351 9 77 530 2 279 032 039
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平成27年度 令和元年度

地

0

5

10

15

20

25

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

23 1 23 5 22 22 823

令和元年度

0

2

4

6

8

10

地

9.8

6.4 6.6

保険 年 保険 年

元30292827
0

5

10

0

1

2

元30292827
0

1

2

3

元30292827
0

1

2

3

元30292827
18

20

22

元30292827

0

1

2

元30292827

所

0

5

10

元30292827

所

0

5

10

元30292827

所

0

1

2

3

元30292827

所

0

1

2

3

4

元30292827

所

0

1

2

元30292827

特 者

0

1

2

3

4

元30292827

所

0

5

10

元30292827

0

1

2

3

元30292827

住

0

1

2

3

元30292827

地 所

0

5

10

15

元30292827

地 人

元30292827
0

1

2

3

4

0

1

2

元30292827

0

5

10

元30292827

0

5

10

元30292827

地 特

0

1

2

元30292827

0

2

4

6

元30292827

0

5

10

元30292827

0

1

2

3

4

5

元30292827

0

1

2

3

4

元30292827

人保

0

5

10

元30292827

所

0

5

10

15

元30292827

0

5

10

元30292827

0

1

2

3

4

元30292827

人

7
介
護
保
険
給
付　
　

３ 

介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
（
給
付
費
）
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者 保険
度

数

0

2,000

4,000

6,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

5,060
5 53 5 197 5 725,460

0

2,000

4,000

6,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

5,621 5 85 5 751
6,1045 859

保険被保険者 平成30年度 令和 年度
年 00 37 200 12 年

者

者 所 者

所 者 所 1 5 被保険者
383 人 520 人 00

住 人 00

住
者 2 00 保 者 2 00

住
住 所 年 80 人
住 年 者

15 000 人

保 者
者 15 000 保 者

15 000
15 000 人

数 275 5 72 353 10 225

数 数 数
平成27年度 2 1 21 5 03 5 19 913 5 0 0 5 213 33
平成28年度 5 2,142 5 8 58 538 802 5 53 58 5 0 9
平成29年度 15 3 500 5 5 58 53 2 9 5 0 58 599 7 9
平成30年度 2 151 73 5 173 57 3 2 73 5 197 57 51 70
令和元年度 2 132 7 5 8 0 907 5 9 5 72 1 0 0 225
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保険 保険 保険
度

年
70 人

所 度

基
準
総
所
得
額
（
※
）

901 212

00 901 1 1

210 00 7

210 0

住 3

70 人
所 度

課　

税　

所　

得

90 212

380 90 1 1

1 5 380 7

住 5

所 者 住 31

所 者
住 所 32

所 年 所 33

数 1 252 11 25 3 3

数 数 数
平成27年度 2 8,229 221 5 19 798 223 5 28 027
平成28年度 3 21,112 227 5 991 83 230 012 9 8
平成29年度 1 5 3 3 218 9 8 7 219 97 019
平成30年度 2 17 8 23 350 0 8 238 3 7 71
令和元年度 1 8 251 2 8 950 252 253 3

特 所者 数

0

100

200

300

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

223 230 238 252
219

0

200

400

600

800

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

5 3
601 37 625

97

7
介
護
保
険
給
付　
　

４ 

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費　

５ 

高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
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特 所者

数 数 数
平成27年度 5 7 080 2 81 91 158 538 2 821 91 225 18
平成28年度 9 1 9 798 2 822 89 177 858 2 831 89 3 7 5
平成29年度 3 28,822 2 30 83 0 702 2 33 83 33 52
平成30年度 12 7 878 2 53 82 2 7 3 8 2 5 82 335 2
令和元年度 1 42,989 2 58 91 93 2 598 91 979 35

特 所者 数

0

1,000

2,000

3,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

2 821 2 831
2,546 2 5982,633

特 所者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

9 123 8 935
8 23

9 198
8 3 3

特 所者
住 所 者

所 度 保険 度

住 度

住 度 数

保険

保険 年

者 人
住

特

年 者 住
保 者 820 90 90

320 0 300

住 所 年
年 80 人 820 90 90

20 370 390

住 者
外 人 1 310 1 310 1 310

820 370 50

者 者数

平成27年度 351 343 8 28 252 3 343 
平成28年度 327 325 0 21 191 113 325
平成29年度 35 35 0 22 208 12 35
平成30年度 382 374 7 31 198 1 5 374 
令和元年度 344 3 5 0 3 178 131 3 5

数 52 2 598 9 5 9 197 9 35
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者 者
者

数 数 数

数 17 59

数
数

特

平成27年度 82  1 2 073 55 0  33  0  0 88  
平成28年度 0  1 223 805 39  0 21  0  0  0
平成29年度 55 1 0 5 750 41 0  14 0  1  5  
平成30年度 42  885 1 2  0 23 0 0  49
令和元年度 59  1 135 595 0  0 25  0 0 5  

住
者 住

者

数 数 保険

住

数 10

数
数

平成27年度 18 2 78 82 13 7 1 2 0 23
平成28年度 7 97 595 5 4 0 1 1 11
平成29年度 11 1 28 3 8 1 2 1 18
平成30年度 5 742,393 5 3 3 0 1 12
令和元年度 10 1 09 27 8 5 1 0 2 1

7
介
護
保
険
給
付　
　

６ 

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費　

７ 

福
祉
用
具
購
入
費　

８ 

住
宅
改
修
費
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所 者8
者 地 者

者 例

0

500

1,000

1,500

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1,061 1 089
901

997991

住

0

5

10

15

20

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

18

7
5

1011

0

50

100

150

200

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

126

177 185

133

101

0

25

50

75

100

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

82

60

42

5955

保険

保険

保険

保険

数 保険

住

住 地

平

住

平成27年度 1 001 12 18 82 211 13
平成28年度 1 089 177 7 0 1 5 12
平成29年度 991 101 11 55 170 12 1,139 
平成30年度 901 185 5 42 2 1 10 2,147 
令和元年度 997 133 10 59 2 3 12 2 1 1
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0

100

200

300

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

211

165

241
263

170

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度

1 139実
施

実
施

2 1 7 2,161

保険 保険

者

地 所数
者 地

地 所 所 所

所 保険

所 平成30年度 保険

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
1 0 0

地 所 1 0 1 0 0
所 0 1 0 1 0

0 7 4 3 0
地 特 者
地 人 所者 1 0

0 1 0 1 0
1 9 7 5 0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
所 3 2
所 0 0 0 0 1

地 所
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
　【問１】あなたのご家族や生活状況について
　【問２】からだを動かすことについて
　【問３】食べることについて
　【問４】毎日の生活について
　【問５】地域での活動について
　【問６】たすけあいについて
　【問７】健康について
　【問８】認知症にかかる相談窓口の把握について

バージョン別項目
　A　認知・共生・救急車
　B　薬・医療・ワクチン・看取り
　C　祭・サロン・目・耳・栄養・眠り
　D　口腔・タバコ・災害
　E　自殺・規範・差別・健康寿命
　F　ニーズ調査・住宅・温泉・チーズ・感謝・仕事
　G　スポーツ
　H　QQL・独立・痛み

南部町独自項目
　１　日常生活の不安・心配ごと
　２　助け合い・支えあい・ボランティア
　３　免許の返納
　４　介護予防事業・高齢者サロン
　５　口の健康



調査名 調査対象者 配布数 回収数 回収率

Ⅰ
介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査

・介護予防・日常生活支援総合事業対象者
 （事業対象者）
・要支援認定者（要支援１・２）
・一般高齢者（令和元年 12 月1 日現在で 65 歳
　以上の人）

1,500 1,060 70.7％

Ⅱ 在宅介護実態調査 在宅で生活している要介護認定者 300 221 73.7％

Ⅲ 在宅生活改善調査 南部町内の居宅介護支援事業所、看護小規模多
機能型居宅介護事業所 9 8 88.9％

Ⅳ 居所変更実態調査 南部町内の介護施設等（有料老人ホーム、サー
ビス付高齢者向け住宅含む） 22 20 90.9％

Ⅴ 介護人材実態調査 南部町内の介護事業所、介護施設等（有料老人
ホーム、サービス付高齢者向け住宅含む） 47 43 91.5％

Ⅵ 介護支援専門員調査
南部町内の居宅介護支援事業所、看護小規模多
機能型居宅介護事業所に勤務する介護支援専門
員

24 22 91.7％

Ⅶ
介護保険サービス等参入
意向調査

南部町内で介護サービス事業及び高齢者福祉施
設等を運営する法人、事業者 23 23 100.0％

⒈ 調査の目的

⒉ 調査の概要

⒊ 報告書を見る際の留意点

令和３年度から令和５年度まで３年間を計画期間とする「市町村老人福祉計画（南部町高齢者福祉計画）」及び「市
町村介護保険事業計画（第８期南部町介護保険事業計画）」を策定するための基礎資料とするために実施しました。

（１）調査結果の数値は、原則として回答率（％）を表記し、小数点以下第 2 位を四捨五入して小数点以下第 1 位ま
で表しています。このため、単数回答の合計が 100.0％とならない場合があります。また 1 人の回答者が 2 つ
以上の回答をしてもよい質問（複数回答）では、回答率が通常 100.0％を上回ります。

（２）分析に際して、回答数が極端に少ない場合は誤差が大きくなるため、分析対象から除外している場合があります。
（３）表示の都合上、調査票の質問文や選択肢を一部短縮している部分があります。

調査の概要



Ⅵ　介護支援専門員調査 詳しくは 99頁 Ⅶ　介護保険サービス等参入意向調査 詳しくは 109頁

Ⅳ　居所変更実態調査 詳しくは 83頁 Ⅴ　介護人材実態調査 詳しくは 91頁

⒋ 調査結果

Ⅰ　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ※平均は第 2期参加自治体の数字（3頁参照）詳しくは 1頁

Ⅱ　在宅介護実態調査 詳しくは 63頁 Ⅲ　在宅生活改善調査 詳しくは 75頁

（１）要介護リスク
フレイあり

南部町 平均
26.2％ 23.4％

高い
（５）要介護リスク
閉じこもり者

南部町 平均
8.5％ 4.3％
とても高い

（９）要介護リスク
要支援・要介護リスク者
南部町 平均
39.5％ 42.3％
やや低い

（13）要介護リスク
就労していない者

南部町 平均
52.9％ 65.1％
とても低い

（17）要介護リスク
学習・教養サークル参加者
南部町 平均
2.5％ 7.8％
とても低い

（２）要介護リスク
運動機能低下者

南部町 平均
11.9％ 9.9％

高い
（６）要介護リスク

うつ
南部町 平均
24.6％ 22.9％
やや高い

（10）要介護リスク
認知機能低下者

南部町 平均
35.8％ 35.0％

（14）要介護リスク
ボランティア参加者

南部町 平均
5.2％ 11.7％
とても低い

（18）要介護リスク
通いの場参加者

南部町 平均
4.3％ 11.8％
とても低い

（３）要介護リスク
１年間の転倒あり

南部町 平均
30.3％ 25.5％

高い
（７）要介護リスク
口腔機能低下者

南部町 平均
16.2％ 19. １％

低い
（11）要介護リスク
IADL（自立度）低下者
南部町 平均
12.0％ 11.0％
やや高い

（15）要介護リスク
スポーツの会参加者

南部町 平均
8.2％ 22.6％
とても低い

（19）要介護リスク
特技や経験を他者に伝える活動参加者
南部町 平均
2.3％ 5.1％
とても低い

（４）要介護リスク
物忘れが多い者

南部町 平均
38.8％ 39.4％

（８）要介護リスク
低栄養の傾向

南部町 平均
4.1％ 6.5％
とても低い

（12）要介護リスク
幸福感がある者

南部町 平均
36.6％ 44.4％
とても低い

（16）要介護リスク
趣味の会参加者

南部町 平均
13.4％ 27.9％
とても低い

（20）要介護リスク
友人知人と会う頻度が高い者
南部町 平均
64.1％ 67.9％

低い

要介護者が不安に
感じる介護

認知症状への対応

居所変更・死亡の割合

居所変更　62.6％
死亡　　　37.4％

レベルアップのために
今後行いたい取組み

多職種の勉強会への
参加

介護者の就労継続

６割以上が、問題があ
るが何とか続けている

居所変更した理由

医療的ケア・医療処置
の必要性の高まり

業務の中での課題

市町村の介護保険外サー
ビスの種類が少ない

在宅での生活の維持

生活の維持が難しく
なっている割合は
5.4％、43人と推計

正規・非正規職員の
割合

正規職員　　80.9％
非正規職員　18.9％

新規事業や既存事業の
拡大・縮小の意向

すべての事業所で
予定なし

生活の維持が
難しくなっている理由

費用負担が重い

雇用形態の構成比

男性　23.1％
女性　76.3％

50 代女性の割合が最多

従業員の過不足

不足している職種は
看護師と介護福祉士
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1

⒈ 概要

１．調査名 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

２．目的
・要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することで、地域診断に
　活用し、地域の抱える課題を特定する
・介護予防・日常生活支援総合事業の評価に活用する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者
・介護予防・日常生活支援総合事業対象者（事業対象者）
・要支援認定者（要支援１・２）
・一般高齢者（令和元年 12月 1日現在で 65歳以上の人）

５．調査対象者数 1,500 人

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）
※委託先：一般社団法人　日本老年学的評価研究機構（JAGES）

７．調査時期 令和２年１月６日～１月 27日

８．調査内容

〇リスクの発生状況の把握
運動器の機能低下、低栄養の傾向、口腔機能の低下、閉じこもり傾向、認知機能の低下、
IADL ／転倒リスク

〇社会資源等の把握
ボランティア等への参加頻度、たすけあいの状況、地域づくりの場への参加意向、主
観的幸福感

〇認知症にかかる相談窓口の認知度
〇バージョン別項目

〇南部町独自項目
日常生活の不安、助け合い・支え合い・ボランティア、免許の返納、介護予防事業・
高齢者サロン、口の健康

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

1,500 1,060 70.7％ 1,057

A 認知・共生・救急車 B 薬・医療・ワクチン・看取り

C 祭・サロン・目・耳・栄養・眠り D 口腔・タバコ・災害

E 自殺・規範・差別・健康寿命 F 住居・温泉・チーズ・感謝・仕事

G スポーツ H QOL・孤立・痛み

（※）日本老年学的評価研究機構（JAGES）については、2頁参照
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Japan Agency for Gerontological Evaluation Study 
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Japan Agency for Gerontological Evaluation Study 

JAGES 3

Well-being
Well-being

Well-being

004
Japan Gerontological Evaluation Study Japan Gerontological Evaluation Study 55

JAGES調査フィールド
東川町

東神楽町
美瑛町

苫前町

当別町

余市町

栗山町

十和田市

六戸町

八戸市

南部町

三戸町

五戸町

守口市
門真市

四条畷市

小坂町

岩沼市

豊中市 葛尾村

大洗町

長柄町

睦沢町

市原市
八王子市

新潟市

十日町市

加賀市

松本市

高浜町鳥取市

智頭町
福岡市

松浦市

御船町
九重町

竹田市

臼杵市

津久見市

多可町

神戸市 森町

小山町

さいたま市

八尾市

天理市

生駒市

早川市

中央市

町田市 横浜市

柏市

松戸市

市川市

名古屋市 半田市 碧南市
常滑市 東海市 大府市
知多市 東浦町 武豊町

愛知県

■ 2019調査協力保険者
■ 過去の協力保険者

J AGES 2013/14
参加市町村数 30 送付数 約19.5万人
回収数 約13.8万人 回収率 約70.8％

J AGES 2016/17
参加市町村数：41 送付数 約30万人
回収数 約20万人 回収率 約69.5％

J AGES 2019
参加市町村数 63
送付数 約36.9万人
回収数 約25.4万人
回収率 約68.9％
（2020年6月時点）

J AGES 2010/11
参加市町村数 31 送付数 約16.9万人
回収数 約11.2万人 回収率 約66.3％
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2019年度「健康とくらしの調査」参加市町村
（１）第１期参加自治体 （国勢調査 2015） （国土地理院） （国勢調査 2015） （事業計画報告値） （月報） （国勢調査 2015） （国勢調査 2015）

都道府県 市町村 人口 
（人）

面積 
（k㎡）

高齢化率 
（％）

保険料 
（円）

認定率 
（％）

高齢世帯率 
（％）

独居世帯率 
（％）

1 北海道 東川町 8,111 247.30 32.1 6,077 20.8 48.1 11.6 
2 北海道 東神楽町 10,233 68.50 25.6 6,077 20.8 40.4 8.6 
3 北海道 美瑛町 10,292 676.78 36.3 6,077 20.8 54.8 15.3 
4 北海道 栗山町 12,344 203.93 37.2 5,162 17.6 54.1 15.6 
5 北海道 余市町 19,607 140.59 36.4 5,788 24.1 52.3 17.3 
6 北海道 苫前町 3,265 454.60 39.1 4,912 23.8 58.3 17.7 
7 北海道 当別町 17,278 422.86 30.2 5,600 18.5 44.8 11.1 
8 青森県 十和田市 63,429 725.65 29.7 6,100 16.7 46.4 10.9 
9 青森県 三戸町 10,135 151.79 37.3 7,620 18.4 64.8 14.8 
10 秋田県 小坂町 5,339 201.70 41.7 5,380 13.9 66.4 18.4 
11 茨城県 大洗町 16,886 23.74 30.5 5,850 16.8 51.4 12.2 
12 千葉県 市原市 274,656 368.17 25.8 5,390 16.6 40.9 9.3 
13 千葉県 長柄町 7,337 47.11 37.4 5,190 14.7 63.5 12.8 
14 山梨県 中央市 31,124 31.69 22.5 5,500 11.2 36.0 8.9 
15 山梨県 早川町 1,068 369.96 47.8 5,900 19.3 63.0 29.6 
16 長野県 松本市 243,293 978.47 26.3 5,890 19.0 40.5 9.2 
17 石川県 加賀市 67,186 305.87 33.1 6,300 15.0 56.5 13.9 
18 静岡県 小山町 19,497 136.02 26.1 6,167 16.5 51.0 9.0 
19 愛知県 名古屋市 2,295,638 326.44 23.7 6,391 19.6 34.5 11.3 
20 愛知県 碧南市 71,346 37.17 22.7 4,860 15.4 39.9 7.4 
21 大阪府 四條畷市 56,075 18.69 25.4 6,747 21.2 41.6 11.6 
22 大阪府 守口市 143,042 12.71 27.4 6,747 21.2 40.7 13.9 
23 大阪府 門真市 123,576 12.30 27.7 6,747 21.2 42.5 15.2 
24 大阪府 豊中市 395,479 36.39 25.3 6,208 22.3 39.2 13.4 
25 奈良県 天理市 67,398 86.42 24.0 6,280 20.7 40.0 9.1 
26 鳥取県 智頭町 7,154 224.70 38.9 6,117 16.4 72.1 14.5 
27 長崎県 松浦市 23,309 130.67 33.3 5,592 17.4 55.5 15.0 
28 大分県 津久見市 17,969 79.47 39.7 5,980 17.2 60.3 17.6 
29 大分県 竹田市 22,332 477.53 44.5 5,500 19.1 66.9 19.1 
30 大分県 九重町 9,645 271.37 40.6 5,980 17.6 68.7 15.1 
31 熊本県 御船町 17,237 99.03 31.5 6,400 17.8 54.9 12.6 

（２）第２期参加自治体 （国勢調査 2015） （国土地理院） （国勢調査 2015） （事業計画報告値） （月報） （国勢調査 2015） （国勢調査 2015）

都道府県 市町村 人口 
（人）

面積 
（k㎡）

高齢化率 
（％）

保険料 
（円）

認定率 
（％）

高齢世帯率 
（％）

独居世帯率 
（％）

1 青森県 八戸市 231,257 305.54 27.5 6,300 15.6 44.6 11.2 
2 青森県 六戸町 10,423 83.89 31.0 7,760 14.5 56.7 9.8 
3 青森県 五戸町 17,433 177.67 35.5 6,600 15.1 64.7 12.0 
4 青森県 南部町 18,312 153.12 35.8 7,400 17.6 64.7 13.3 
5 宮城県 岩沼市 44,678 60.45 23.3 5,998 16.8 40.2 7.2 
6 福島県 葛尾村 1,454 84.37 36.9 9,816 26.8 70.0 12.6 
7 埼玉県 さいたま市 1,263,979 217.43 22.5 5,421 17.3 34.6 9.2 
8 千葉県 市川市 481,732 57.45 21.7 5,570 17.2 31.6 10.5 
9 東京都 町田市 432,348 71.80 25.3 5,450 18.7 37.6 11.0 
10 静岡県 森町 18,528 133.91 30.8 6,844 15.9 58.8 9.3 
11 静岡県 東海市 111,944 43.43 21.2 5,073 16.5 33.4 8.1 
12 静岡県 大府市 89,157 33.66 20.7 5,073 16.5 32.6 6.4 
13 静岡県 知多市 84,617 45.90 25.3 5,073 16.5 41.2 8.3 
14 静岡県 東浦町 49,230 31.14 24.2 5,073 16.5 40.4 8.2 
15 愛知県 半田市 116,908 47.42 22.9 5,478 16.7 37.5 8.8 
16 愛知県 常滑市 56,547 55.89 25.0 5,399 16.7 40.8 9.1 
17 愛知県 武豊町 42,473 25.92 23.7 4,964 12.6 38.7 8.5 
18 兵庫県 神戸市 1,537,272 557.02 26.8 6,260 20.8 39.4 14.2 
19 兵庫県 多可町 21,200 185.19 34.0 5,996 19.4 66.4 10.0 
20 鳥取県 鳥取市 193,717 765.31 26.3 6,500 19.9 42.8 9.6 
21 大分県 臼杵市 38,748 291.20 37.7 4,760 17.8 60.9 15.6 

（３）第３期参加自治体 （国勢調査 2015） （国土地理院） （国勢調査 2015） （事業計画報告値） （月報） （国勢調査 2015） （国勢調査 2015）

都道府県 市町村 人口 
（人）

面積 
（k㎡）

高齢化率 
（％）

保険料 
（円）

認定率 
（％）

高齢世帯率 
（％）

独居世帯率 
（％）

1 千葉県 松戸市 483,480 61.38 25.2 5,501 16.8 37.6 11.8 
2 千葉県 柏市 413,954 114.74 24.0 5,600 15.8 36.1 8.3 
3 千葉県 睦沢町 7,222 35.59 37.3 5,295 15.2 66.7 10.4 
4 東京都 八王子市 577,513 186.38 24.4 5,407 18.6 35.6 9.5 
5 神奈川県 横浜市 3,724,844 437.49 23.2 6,071 18.1 34.7 10.4 
6 新潟県 新潟市 810,157 726.45 26.8 6,353 19.0 42.5 9.2 
7 新潟県 十日町市 54,917 590.39 35.9 6,200 19.4 65.7 10.6 
8 福井県 高浜町 10,596 72.40 29.9 5,800 18.3 48.5 11.0 
9 大阪府 八尾市 268,800 41.72 27.0 6,092 22.4 44.0 13.8 
10 奈良県 生駒市 118,233 53.15 25.6 5,200 14.2 42.6 9.6 
11 福岡県 福岡市 1,538,681 343.38 20.3 6,071 19.9 27.7 10.5 
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「運動機能低下者割合」は「65-69 歳」でやや高く、「75-79 歳」、「80-84
歳」でとても高くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「フレイルあり割合」は「70-74 歳」から「85歳以上」で高く、特
に「80-84 歳」、「85歳以上」ではとても高くなっている。

（１）要介護リスク：フレイルあり割合

（２）要介護リスク：運動機能低下者割合

⒉ 分析結果
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5

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「物忘れが多い者の割合」は「80-84 歳」でやや高い。「85歳以上」
でとても高くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「１年間の転倒あり割合」は「65-69 歳」から「80-84 歳」で高く、
特に「70-74 歳」、「75-79 歳」ではとても高くなっている。

（３）要介護リスク：１年間の転倒あり割合

（４）要介護リスク：物忘れが多い者の割合

近隣自治体比較
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85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

１
年
間
の
転
倒
あ
り
割
合︵
％
︶

第２期参加自治体南部町

24.1

19.6

28.4

21.9

31.9

25.9

36.3

31.6

39.2 38.3

85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

物
忘
れ
が
多
い
者
の
割
合︵
％
︶

第２期参加自治体南部町

33.7 33.6 34.8 35.2

39.9 40.2

47.9
46.0 47.2

51.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

１
年
間
の
転
倒
あ
り
割
合︵
％
︶

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

30.4 29.2
31.7

34.6

30.3 31.4

25.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

物
忘
れ
が
多
い
者
の
割
合︵
％
︶

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

42.4 41.7 41.8

48.0

38.8
40.9 39.4



Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

6

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「うつ割合」は「75-79 歳」、「85歳以上」でやや高く、「70-74 歳」
で高く、「80-84 歳」でとても高くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「閉じこもり者割合」は「70-74 歳」から「85歳以上」で高く、特
に「75-79 歳」から「85歳以上」ではとても高くなっている。

（５）要介護リスク：閉じこもり者割合

（６）要介護リスク：うつ割合
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近隣自治体比較
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「低栄養の傾向傾向」は「70-74 歳」でやや低く、「80-84 歳」で低く、
「65-69 歳」、「75-79 歳」、「85歳以上」でとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「口腔機能低下者割合」は「65-69 歳」、「80-84 歳」で低く、「70-74
歳」でとても低くなっている。

（７）要介護リスク：口腔機能低下者割合

（８）要介護リスク：低栄養の傾向割合

近隣自治体比較
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「認知機能低下者割合」は「70-74 歳」から「85歳以上」でやや高くなっ
ている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「要支援・要介護リスク者割合」は大きな差はみられない。

（９）要介護リスク：要支援・要介護リスク者割合

（10）要介護リスク：認知機能低下者割合

近隣自治体比較
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「幸福感がある者の割合」はすべての年齢で低く、特に「65-69 歳」
から「75-79 歳」、「85歳以上」ではとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「IADL（自立度）低下者割合」は「70-74 歳」、「75-79 歳」でやや高く、
「80-84 歳」で高く、「85歳以上」でとても高い。

（11）就労：IADL（自立度）低下者割合

（12）社会参加：幸福感がある者の割合
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「ボランティア参加者割合」はすべての年齢で低く、特に「65-69 歳」
から「75-79 歳」、「85歳以上」ではとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「就労していない者の割合」はすべての年齢でとても低くなっている。

（13）就労：就労していない者の割合

（14）社会参加：ボランティア参加者割合
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「趣味の会参加者割合」はすべての年齢でとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「スポーツの会参加者割合」はすべての年齢でとても低くなっている。

（15）社会参加：スポーツの会参加者割合

（16）社会参加：趣味の会参加者割合

近隣自治体比較
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30.0

40.0

趣
味
の
会
参
加
者
割
合︵
％
︶

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

17.6 18.6

11.8
9.3

13.4 14.5

27.9
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「通いの場参加者割合」は「65-69 歳」でやや低く、「70-74 歳」か
ら「85歳以上」でとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「学習・教養サークル参加者割合」はすべての年齢でとても低くなっ
ている。

（17）社会参加：学習・教養サークル参加者割合

（18）社会参加：通いの場参加者割合

近隣自治体比較

近隣自治体比較

85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

学
習
・
教
養
サ
ー
ク
ル
参
加
者
割
合︵
％
︶

第２期参加自治体南部町

2.7

6.7

2.5

8.3

2.8

9.2

2.7

7.5

0.8

5.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

通
い
の
場
参
加
者
割
合︵
％
︶

第２期参加自治体南部町

3.4

7.2

3.5

10.6

4.7

14.6

4.8

14.6

6.4

14.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

学
習
・
教
養
サ
ー
ク
ル
参
加
者
割
合︵
％
︶

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

4.2 4.2

2.5
2.0

2.5
3.1

7.8

0.0

5.0

10.0

15.0

通
い
の
場
参
加
者
割
合︵
％
︶

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

5.9
6.6

7.1

5.4
4.3

10.3

11.8
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　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「友人知人と会う頻度が高い者の割合」は「85歳以上」でやや低く、
「75-79 歳」で低く、「65-69 歳」、「70-74 歳」でとても低くなっている。

　南部町と第２期参加自治体を比較してみると、「特技や経験を他者に伝える活動参加者割合」はすべての年齢で低く、
特に「65-69 歳」から「80-84 歳」ではとても低くなっている。

（19）社会参加：特技や経験を他者に伝える活動参加者割合

（20）社会的ネットワーク：友人知人と会う頻度が高い者の割合

近隣自治体比較

近隣自治体比較

85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0特
技
や
経
験
を
他
者
に
伝
え
る
活
動
参
加
者
割
合︵
％
︶

第２期参加自治体南部町

2.4

4.7

2.5

5.5

2.3

5.7

2.1

4.8

1.6

3.5

61.5
66.1 66.0

70.5 68.5
71.8

67.8 67.2

54.4 55.9

第２期参加自治体南部町

85歳
以上

80～
84歳

75～
79歳

70～
74歳

65～
69歳

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0
友
人
知
人
と
会
う
頻
度
が
高
い
者
の
割
合︵
％
︶

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0特
技
や
経
験
を
他
者
に
伝
え
る
活
動
参
加
者
割
合︵
％
︶ 第

２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

2.8

3.9

2.6

1.8
2.3

2.6

5.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

第
２
期

参
加
自
治
体

六
戸
町

南
部
町

五
戸
町

三
戸
町

十
和
田
市

八
戸
市

友
人
知
人
と
会
う
頻
度
が
高
い
者
の
割
合︵
％
︶

58.5

64.7 63.1 63.6 64.1 65.4
67.9



（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）
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（１）要介護リスク

⒊ 小地域間との比較

フレイルあり割合 運動機能低下者割合 １年間の転倒あり割合

認知機能低下者割合 IADL（自立度）低下者割合 幸福感がある者の割合

口腔機能低下者割合 低栄養者割合 要支援・要介護リスク者割合

物忘れが多い者の割合 閉じこもり者割合 うつ割合

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

福地名川南部南部町

28.7
26.026.2

23.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

13.213.6
11.9

9.1

福地名川南部南部町
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

30.1
33.3

30.3
28.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

福地名川南部南部町

41.6

33.335.8
32.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

12.613.6
12.0

9.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

福地名川南部南部町

39.3

32.2
36.6 38.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

17.116.916.2
14.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

福地名川南部南部町

3.1

5.1
4.1 4.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

福地名川南部南部町

42.740.439.5
35.1

福地名川南部南部町
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
41.3

38.438.8 36.6

0.0

5.0

10.0

15.0

福地名川南部南部町

9.39.9
8.5

5.9

福地名川南部南部町
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

22.5
27.1

24.6 24.2



（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）
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（２）就労
就労していない者の割合

（３）社会参加

友人知人と会う頻度が高い者の割合

学習・教養サークル参加者割合 通いの場参加者割合 特技や経験を他者に伝える活動参加者割合

ボランティア参加者割合

（４）社会的ネットワーク

スポーツの会参加者割合 趣味の会参加者割合

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

福地名川南部南部町

58.7

48.0
52.9 51.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

福地名川南部南部町

61.064.464.1 67.3

0.0

2.0

4.0

6.0

福地名川南部南部町

3.1

1.4

2.5
2.9

0.0

2.0

4.0

6.0

福地名川南部南部町

4.24.54.3 4.1

0.0

2.0

4.0

6.0

福地名川南部南部町

3.1

1.4

2.3 2.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

7.6

4.0
5.2

3.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

11.2

5.6

8.2 7.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

福地名川南部南部町

17.1

8.8

13.4 13.6
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（資料）基礎集計表





回答
1,057

本人
69.8％ 

家族
8.8％ 

その他　0.1％

回答
1,057

65 ～ 69 歳
27.5％ 

70 ～74 歳
26.7％ 

75 ～79 歳
20.7％ 

その他
11.8％ 

80 ～ 84 歳
13.8％ 

回答
1,057

男
41.5％ 

女
58.5％ 回答

1,057

福地地区
33.7％ 

名川地区
33.5％ 

南部地区
32.1％ 

その他　0.8％

回答
1,057

一般高齢者
97.8％ 

事業対象者　0.3％

要支援１　0.5％ 要支援２　1.4％

Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
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調査票記入者、ご本人の情報

回答者 年齢

性別 地区

要介護認定状況

集計表－ 1 集計表－ 111

集計表－ 110 集計表－ 27

町-独自 国-基本　問２⑷

国-基本　問２⑸ 国-基本　問２⑹

国-基本　問２⑺

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果

本人
家族
その他

65～69歳
70～74歳
75～79歳

女
男

福地地区
名川地区
南部町区

一般高齢者
要支援２
要支援１

69.8  
8.8
0.1

％
％
％

27.5
26.7
20.2

％
％
％

58.5
41.5

％
％

33.7
33.5
32.1

％
％
％

97.8
1.4
0.5

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
1,057

夫婦２人暮らし
（配偶者64歳以下）

3.6％ 

無回答
8.6％

その他
16.2％

息子・娘との２世帯
27.5％

夫婦２人暮らし
（配偶者65歳以上）

29.5％

１人暮らし
14.6％

回答
1,057

１人
14.6％ 

２人
42.6％ 

３人
15.5％ 

４人
9.8％ 

５人
6.2％ 

６人
5.9％ 

６人 5.9％
７人以上 3.4％
無回答 2.1％

７人以上
3.4％ 

無回答
2.1％ 

回答
1,057

公営賃貸 2.4％

賃貸住宅・借家・
借間など 3.3％

無回答 3.8％

持家（一戸建て） 
90.5％

公営賃貸
2.4％

貸家・借
3.3％ 

家など 
3.8％ 

 無回答

回答
1,057

必要ない
84.6％ 

必要だが受けていない 受けてい
2.6％ 

る
6.3 ％

無回答

必要だが受けてない
受けている 2.6％
無回答 6.3％

6.5％ 

脊椎損傷 7.7％ 

腎疾患（透析） 7.7％ 

パーキンソン病 7.7％ 

関節の病気 7.7％ 

認知症 15.4％ 

心臓病 15.4％ 

脳出血等 15.4％ 

高齢による衰弱 38.5％ 

骨折・転倒 23.1％ 息子 30.8％

娘 15.4％

孫 7.7％

配偶者（夫・妻） 46.2％

子の配偶者 30.8％

兄弟・姉妹 7.7％

その他 7.7％

無回答 7.7％

Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
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1-5　介助・介助が必要になった主な原因（複数回答）

1-1　家族構成 1-2　家族人数

1-3　住まいの種類 1-4　普段の生活での介護・介助の必要性

1-6　主な介護者・介助者（複数回答）

問 1. あなたのご家族や生活状況について

（１）家族・住まい

（２）介護・介助の必要性

（３）介護・介助が必要な方の状況

集計表－ 128 集計表－ 129・130

集計表－ 136 集計表－ 3

集計表－ 317・318

（注）上位項目を表示

集計表－ 319

回答 13 回答 13

国-基本　問１⑴ 町-独自

国-基本　問１⑷ 国-基本　問１⑵

国-オプション　問１⑵① 国-オプション　問１⑵②

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

夫婦２人暮らし(配偶者65歳以上) 
息子・娘との２世帯
その他

２人
３人
１人

持家（一戸建て）
賃貸住宅・借家・借間など
公営賃貸

必要ない
必要だが受けていない
受けている

高齢による衰弱
骨折・転倒
脳卒中・脳出血等、心臓病、認知症

配偶者（夫・妻）
息子、子の配偶者
娘

29.5 
27.5
16.2

％
％
％

42.6 
15.5 
14.6

％
％
％

90.5
3.3
2.4 

％
％
％

84.6 
6.5 
2.6 

％
％
％

38.5
23.1
15.4

％
％
％

46.2
30.8 
15.4

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
101

ほとんど毎日
14.9% 

半日程度
9.9% 

２～３時間程度
7.9% 

手をかす程度
58.4% 

その他
5.9% 無回答

3.0% 

その他 5.9％
無回答 3.0％

回答
1,057

介護をしている
4.1％ 

介護を手伝っている
5.5％ 

介護をしていない
76.4％ 

無回答
14.0％ 

介護を手伝っている 5.5％
介護をしている 4.1％

回答
101 ほぼ毎日

58.4％ 週２～４日
16.8％ 

週に１日
7.9％ 

月に１～３日以下
11.9％ 

無回答
5.0 

無回答 5.0％

回答
1,057

大変苦しい
9.5 

やや苦しい
25.4％ 

ややゆとりがある
5.7 

大変ゆとりがある
0.6 

無回答
4.6

ややゆとりがある 5.7％
大変ゆとりがある 0.6％
無回答 4.6％ 大変苦しい 9.5％

ふつう
54.2％ 

ゆとりがある
6.2％

苦しい
34.9％

無回答
その他

家族の介護を始めた
新しい友人ができた

経済的な余裕ができた
仕事をやめた

大きな病気にかかった
経済的な困難が増した
孫・ひ孫が生まれた

家族や親類・友人が他界した
特に変化はなかった

6.4％ 
15.6％ 

4.2％ 
4.4％ 
4.5％ 
5.5％ 

7.0％ 
11.9％ 
12.5％ 

38.0％ 
26.4％ 
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1-9　１日の介護時間

1-11　１年間に起こった出来事（複数回答）

1-7　家族を介護の状況 1-8　平均的な介護頻度

1-10　現在のくらしの経済的状況

（４）家族の介護

（６）１年間の出来事

集計表－ 148 集計表－ 149

集計表－ 150 集計表－ 140

集計表－ 122・123

回答 1,057

町-独自 町-独自

町-独自 国-基本　問１⑶

町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果

（５）暮らしの経済的状況

介護をしていない
介護を手伝っている
介護をしている

ほぼ毎日
週２～４日
月に１～３日以下

手をかす程度
ほとんど毎日
半日程度

ふつう
やや苦しい
大変苦しい

特に変化はなかった
家族や親類・友人が他界した
孫・ひ孫が生まれた

76.4 
5.5 
4.1

％
％
％

58.4 
16.8 
11.9

％
％
％

58.4
14.9 

9.9 

％
％
％

54.2
25.4 

9.5

％
％
％

38.0
26.4
12.5

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
1,057

できるし、
している
56.2％ 

できるけど、
していない

27.5％ 

できない
13.9％

無回答　2.4％

回答
1,057

できるし、
している
71.6％ 

できるけど、
していない

15.8％ 

できない
10.4％

無回答　2.2％

回答
1,057

できるし、
している
68.1％ 

できるけど、
していない

24.6％

できない　5.7％
無回答　1.6％

回答
1,057

30 分未満
36.0％ 

30 ～ 59 分
29.4％ 

60 ～ 89 分
12.0％ 

90 分以上
17.9％

無回答　4.6％

回答
1,057

なし
40.9％ 

１時間未満
16.7％ 

１時間以上
34.7％ 

無回答
7.8％ 

回答
1,057

３時間未満
29.0％ 

３～８時間
未満

56.2％

無回答　5.4％
８時間以上　9.4％
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2-5　肉体運動や激しいスポーツをする時間

2-1　階段を手すりや壁をつたわらずに昇れる 2-2　いすに座った状態から、何もつかまらずに立ち上がれる

2-3　15分くらい続けて歩いている 2-4　１日に歩く平均時間

2-6　座っている時間

問 2. からだを動かすことについて

（１）階段昇降や歩行

（２）１日に体を動かす時間や座っている時間

集計表－ 27 集計表－ 28

集計表－ 43 集計表－ 29

集計表－ 124 集計表－ 125

国-基本　問２⑴ 国-基本　問２⑵

国-基本　問２⑶ 町-独自

町-独自 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

できるし、している
できるけど、していない
できない

できるし、している
できるけど、していない
できない

できるし、している
できるけどしていない
できない

30分未満
30～59分
90分以上

なし
１時間以上
１時間未満

３～８時間未満
３時間未満
８時間以上

56.2 
27.5 
13.9 

％
％
％

71.6 
15.8 
10.4 

％
％
％

68.1 
24.6 

5.7 

％
％
％

36.0 
29.4 
17.9

％
％
％

40.9 
34.7
16.7  

％
％
％

56.2
29.0 

9.4

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
1,057

無回答　4.9％

１時間未満
18.6％ 

１～３時間
未満

32.3％ 

３時間以上
44.2％ 

回答
1,057

無回答　2.2％ 何度もある　7.4％

１度ある
22.9％ 

ない
67.5％ 

回答
1,057

無回答　3.5％
とても
不安

12.1％ 

やや不安
33.2％ 

あまり
不安でない

24.4％ 

不安でない
26.8％ 

不安である
45.3％

不安でない
51.2％

回答
1,057

週に５回以上
49.0％ 

週４回
13.4％ 

週２～３回
20.2％

週１回　7.5％ 
月１～３回　6.6％ 
年に数回　1.0％ 

していない　0.9％ 無回答　1.4％

回答
1,057

とても減っている
2.1％ 

減っている
18.0％ 

あまり
減っていない

34.0％ 

減って
いない
44.5％ 

無回答　1.5％

減っている
20.1％

減っていない
78.4％

回答
144

はい
25.0％ 

いいえ
63.9％ 

無回答
11.1％ 
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2-7　歩いたり立っている時間 2-8　過去１年間の転倒経験の有無

2-9　転倒に対する不安 2-10　外出する頻度

2-11　外出回数 2-12　外出を控えている

（３）転倒

集計表－ 126 集計表－ 25

集計表－ 26 集計表－ 21

集計表－ 22 集計表－ 313

町-独自 国-基本　問２⑷

国-基本　問２⑸ 国-基本　問２⑹

国-基本　問２⑺ 国-オプション　問２⑻

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

（４）外出

３時間以上
１～３時間未満
１時間未満

ない
１度ある
何度もある

やや不安
不安でない
あまり不安でない

週に５回以上
週２～３回
週４回

減っていない
あまり減っていない
減っている

いいえ
はい

44.2 
32.3 
18.6

％
％
％

67.5
22.9 

7.4

％
％
％

33.2 
26.8 
24.4

％
％
％

49.0 
20.2 
13.4

％
％
％

44.5 
34.0
18.0

％
％
％

63.9
25.0 

％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉



その他

病気の障害

トイレの心配

病気

外での楽しみがない

交通手段がない

経済的に出られない

足腰などの痛み

13.9％ 

2.8％ 

11.1％ 

13.9％ 

19.4％ 

22.2％ 

22.2％ 

44.4％ 

無回答
その他
バイク

コミュニティバス
電車

自転車
タクシー
路線バス

自動車（人に乗せてもらう）
徒歩

自動車（自分で運転）

0.6％ 
5.1％ 

3.0％ 
4.3％ 
4.8％ 

7.0％ 
7.3％ 

16.2％ 
31.3％ 

36.1％ 
62.2％ 

無回答

買い物代行サービスを利用

送迎サービスを利用

宅配サービスを利用

家族等の送迎

家族等に頼む

自分で出かける

2.5％ 

0.1％ 

0.4％ 

6.8％ 

23.4％ 

27.2％ 

73.1％ 
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2-13　外出を控える理由（複数回答） 2-14　外出する際の移動手段（複数回答）

2-15　生鮮食料品の入手方法（複数回答）

集計表－ 314・315 集計表－ 23・24

集計表－ 85

国-オプション　問２⑻① 国-オプション　問２⑼

町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果

回答 36

回答 1,057

回答 1,057

足腰などの痛み
経済的に出られない、交通手段がない
外での楽しみがない

自動車（自分で運転）
徒歩
自動車（人に乗せてもらう）

自分で出かける
家族等に頼む
家族等の送迎

44.4
22.2 
19.4

％
％
％

62.2 
36.1 
31.3 

％
％
％

73.1 
27.2 
23.4 

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



140㎝未満　2.0％

140㎝～
149㎝
22.0％ 

150㎝～
159㎝
36.4％ 

160㎝～
169㎝
25.4％ 

170㎝～179㎝
6.3％

180㎝以上　0.4％

回答
1,057

無回答
7.8％

平均 155.43 ㎝

40㎏未満　1.9％

回答
1,057

40 ㎏～
49 ㎏
19.0％ 

50 ㎏～
59 ㎏
35.5％ 

60 ㎏～
69 ㎏
25.6％ 

70 ㎏～79 ㎏
8.6％ 

無回答　6.2％

80 ㎏～ 89 ㎏
2.6％ 

100 ㎏以上
0.2％

90 ㎏～ 99 ㎏
0.4％

0.4 0.2 6.2

平均 57.20kg

回答
1,057

はい
14.6％

いいえ
80.5％ 

無回答　4.9％

回答
1,057

はい
27.4％

いいえ
70.5％

無回答　2.1％

回答
1,057

はい
17.6％

いいえ
80.8％

無回答　1.6％

回答
1,057

はい
19.9％

いいえ
77.5％

無回答　2.6％
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3-1①　身長

3-5　お茶や汁物等でむせることがある

3-1②　体重

3-2　６か月間で2～3㎏以上の体重が減少した 3-4　固いものが食べにくくなった

3-6　口の渇きが気になる

問 3. 食べることについて

（１）身長・体重

（２）歯科・口腔

集計表－ 112・113 集計表－ 114・115

集計表－ 116 集計表－ 12

集計表－ 13 集計表－ 14

国-基本　問３⑴ 国-基本　問３⑴

国-オプション　問３⑺ 国-基本　問３⑵

国-オプション　問３⑶ 国-オプション　問３⑷

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

150㎝～159㎝
160㎝～169㎝
140㎝～149㎝

50kg～59kg
60kg～69kg
40kg～49kg

いいえ
はい

いいえ
はい

いいえ
はい

いいえ
はい

36.4 
25.4
22.0 

％
％
％

35.5 
25.6 
19.0 

％
％
％

80.5
14.6

％
％

70.5
27.4 

％
％

80.8 
17.6 

％
％

77.5
19.9

％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉



回答
120

はい
85.1％

いいえ
9.1％

無回答　5.8％

回答
1,057

無回答
9.1％

20 本以上、かつ
入れ歯を利用

6.2％

20 本以上、
入れ歯の
利用なし
23.6％

19 本以下、かつ
入れ歯を利用

49.5％

19 本以下、
入れ歯の
利用なし
11.6％

０本
19.2％

１～４本
9.4％

５～９本
12.6％

10本～19本
21.1％

20本以上
31.1％

無回答　6.6％

回答
1,057

無回答

インプラント

ブリッジ

使っていない

入れ歯 60.4％ 

24.1％ 

13.2％ 

1.9％ 

3.9％ 

回答
120

はい
61.7％

いいえ
23.3％

無回答
15.0％

回答
638

はい
90.6％

いいえ
8.2％

無回答　1.3％
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3-11　噛み合わせはよいか

3-7　歯みがきを毎日している 3-8　歯の数と入れ歯の利用状況

3-9　歯は何本残っているか 3-10　入れ歯（義歯）などを使っているか（複数回答）

3-12　毎日入れ歯の手入れをしているか

集計表－ 244 集計表－ 9

集計表－ 7 集計表－ 8

集計表－ 248 集計表－ 10

国-オプション　問３⑸ 国-基本　問３⑹

町-独自 町-独自

国-オプション　問３⑹① 国-オプション　問３⑹②

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 1,094

はい
いいえ

19本以下、かつ入れ歯を利用
20本以上、入れ歯の利用なし
19本以下、入れ歯利用なし

20本以上
10本～19本
0本

入れ歯
使っていない
ブリッジ

はい
いいえ

はい
いいえ

85.1 
9.1

％
％

49.5 
23.6
11.6

％
％
％

31.1
21.1
19.2

％
％
％

60.4
24.1
13.2  

％
％
％

61.7 
23.3 

％
％

90.6
8.2

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉



無回答

その他

友人

孫 14.2％ 

1人

子ども

配偶者

1.5％ 

5.4％ 

2.9％ 

25.9％ 

31.9％ 

60.1％ 

回答
1,057

毎日ある
33.2％

月に何度か
ある
16.8％

年に何度か
ある
24.5％

ほとんど
ない
14.4％

無回答　2.6％

週に何度か
ある
8.5％

回答
1,057

毎日２回以上
16.9％

毎日１回
38.7％

週４～６回
20.3％

週２～３回
17.6％

週１回　2.6％
週１回未満　1.2％

食べなかった　0.2％ 無回答　2.5％

回答
1,057

毎日
２回以上
44.7％

毎日１回
33.7％

週４～６回
11.0％

週２～３回　6.6％
週１回　1.3％

週１回未満　0.5％
食べなかった　0.2％

食べなかった　0.2％ 無回答　2.1％
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3-13　誰とすることが多いか（複数回答） 3-14　誰かと食事をする機会

3-15　肉や魚を食べる頻度 3-16　野菜や果物を食べる頻度

（３）食事

集計表－ 19 集計表－ 20

集計表－ 15 集計表－ 16

回答 1,057

町-独自 国-基本　問３⑻

町-独自 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

配偶者
子ども
1人

毎日ある
年に何度かある
月に何度かある

毎日１回
週４～６回
週２～３回

毎日２回以上
毎日１回
週４～６回

60.1 
31.9
25.9 

％
％
％

33.2 
24.5 
16.8

％
％
％

38.7
20.3
17.6

％
％
％

44.7
33.7
11.0 

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
1,057

はい
38.8％ 

いいえ
58.4％ 

無回答
2.8％ 

無回答 2.8％

回答
1,057

はい
15.9％ 

いいえ
82.2％ 

無回答
1.9％ 

無回答 1.9％

回答
1,057

はい
91.6％ 

6.1％ 
無回答
2.3％ 

いいえ 6.1％
無回答 2.3％

回答
1,057

はい
25.5％ 

いいえ
72.8％ 

無回答
1.7％

無回答 1.7％

回答
1,057

できるし、している
82.1％ 

できるけど、していない
8.8％ 

6.9％ 
無回答
2.2％ 

できない 6.9％
無回答 2.2％

回答
1,057

できるし、している
81.6％ 

％ 
できない
％ 

無回答
％ 

できるけど、していない
11.4％ 

できない 5.3％
無回答 1.6％
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4-5　バスや電車を使って、1 人で外出する

4-1　物忘れが多いと感じる 4-2　同じことを聞くなど、物忘れがあると言われる

4-3　自分で電話番号を調べて、電話をかける 4-4　今日が何月何日かわからないときがある

4-6　自分で食品・日用品の買い物をする

問 4. 毎日の生活について

（１）認知機能

（２）自立した日常生活動作

集計表－ 47 集計表－ 44

集計表－ 45 集計表－ 46

集計表－ 30 集計表－ 31

国-基本　問４⑴ 町-独自

国-オプション　問４⑵ 国-オプション　問４⑶

国-基本　問４⑷ 国-基本　問４⑸

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果
できるし、している
できるけど、していない
できない

できるし、している
できるけど、していない
できない

82.1
8.8
6.9

％
％
％

81.6
11.4

5.3

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

いいえ
はい

はい
いいえ

いいえ
はい

いいえ
はい

58.4 
38.8 

％
％

91.6 
6.1 

％
％

82.2
15.9

％
％

72.8
25.5

％
％



回答
1,057

できるし、している
70.5％ 

できるけど、
していない

22.2％ 

できない
5.5 

無回答
1.8 

できない 5.5％
無回答 1.8％

回答
1,057

できるし、している
78.8％ 

できるけど、
していない

15.0％ 

5.5％ 
無回答
1.8％

できない 4.6％
無回答 1.5％

回答
1,057

できるし、している
83.0％ 

できるけど、していない
11.4％ 

できない
4.8％ 

無回答
0.9％ 

できない 4.8％
無回答 0.9％

できるけど、していない
11.4％ 

回答
1,057

はい
85.6％ 

いいえ
12.7％ 

無回答
1.7％ 

無回答 1.7％

回答
1,057

はい
84.6％ 

いいえ
13.3％ 

無回答
2.1％ 

無回答 2.1％

回答
1,057

はい
64.9％

いいえ
32.0％ 

無回答
3.1％ 

無回答 3.1％
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4-12　本や雑誌を読んでいる4-11　新聞を読んでいる

4-7　自分で食事の用意をする 4-8　自分で請求書の支払いをする

4-9　自分で預貯金の出し入れをする 4-10　年金などの書類を書ける

集計表－ 32 集計表－ 33

集計表－ 34 集計表－ 35

集計表－ 36 集計表－ 37

国-基本　問４⑹ 国-基本　問４⑺

国-基本　問４⑻ 国-オプション　問４⑼

国-オプション　問４⑽ 国-オプション　問４⑾

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

（３）知的活動

できるし、している
できるけど、していない
できない

できるし、している
できるけど、していない
できない

はい
いいえ

できるし、している
できるけど、していない
できない

83.0
11.4
4.8

％
％
％

70.5
22.2
5.5

％
％
％

85.6
12.7

％
％

78.8
15.0
4.6

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

はい
いいえ

はい
いいえ

84.6
13.3

％
％

64.9
32.0

％
％



回答
1,057

はい
88.7％ 

いいえ
9.2％ 

無回答
2.1％ 

無回答 2.1％

回答
1,057 はい

60.5％ 

いいえ
36.2％ 

無回答
3.2％ 

無回答 3.2％

回答
1,057

はい
74.4％ 

いいえ
23.1％ 

無回答
2.6％ 

無回答 2.6％

回答
1,057

はい
87.0％ 

いいえ
9.6％ 

無回答
3.4％ 

無回答 3.4％

回答
1,057

はい
73.8％ 

いいえ
23.2％ 

無回答
3.0％ 

無回答 3.0％

回答
1,057

生活面で協力
27.2％ 

立ち話程度
49.5％ 

あいさつ程度
19.2％

1.4％ 
無回答
2.6％ 

全くしていない 1.4％
無回答 2.6％
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4-18　近所づきあいの状況4-17　若い人に自分から話しかけることがある

4-13　健康についての記事や番組に関心がある 4-14　友達の家を訪ねている

4-15　家族や友達の相談にのる 4-16　病人を見舞うことができる

集計表－ 38 集計表－ 39

集計表－ 40 集計表－ 41

集計表－ 42 集計表－ 82

国-オプション　問４⑿ 国-オプション　問４⒀

国-オプション　問４⒁ 国-オプション　問４⒂

国-オプション　問４⒃ 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

（４）相互扶助

はい
いいえ

87.0
9.6

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

はい
いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

立ち話程度
生活面で協力
あいさつ程度

はい
いいえ

73.8
23.2

％
％

74.4
23.1

％
％

88.7
9.2

％
％

49.5
27.2
19.2

％
％
％

60.5
36.2

％
％



回答
1,057

ある
75.6％

ない
19.8％

無回答
4.6％ 

無回答 4.6％

パチンコ
映画・舞台鑑賞

釣り
音楽鑑賞
カラオケ
手工芸
旅行
読書

散歩・ジョギング
園芸・庭いじり
農作物の栽培

8.6％ 
10.4％ 
10.4％ 
11.0％ 
11.9％ 

18.8％ 
19.1％ 

22.8％ 
24.8％ 

45.7％ 
47.4％ 

回答
144

生きがいあり
61.1% 

思いつかない
29.2% 

無回答
9.7% 
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4-19　趣味の有無 4-20　趣味の主な内容（複数回答）

4-21　生きがいの有無

（５）趣味や生きがい

集計表－ 50 集計表－ 51

集計表－ 303

国-オプション　問４⒄ 町-独自

国-オプション　問４⒅

■調査結果 ■調査結果

■調査結果

回答 799

（注）上位項目を表示

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

ある
ない

生きがいあり
思いつかない

農作物の栽培
園芸・庭いじり
散歩・ジョギング

75.6
19.8

％
％

61.1
29.2

％
％

47.4
45.7
24.8

％
％
％



回答
1,057

週４回以上
0.3 

週２～３回
0.9 

週１回
1.0 

月１～３回
3.0 

年に数回
7.6 

参加していない
63.5％ 

無回答
23.7％

週１回 1.0％
週２～３回 0.9％

週４回以上 0.3％

年に数回 7.6％
月１～３回 3.0％

回答
1,057

週４回以上
0.6 

週２～３回
3.5 

週１回
1.4 

月１～３回
2.7 

年に数回
3.8 

参加していない
63.5％ 

無回答
24.5％ 

週１回 1.4％
週２～３回 3.5％

週４回以上 0.6％

年に数回 3.8％
月１～３回 2.7％

回答
1,057

週１回 3.3％
週２～３回 3.3％

週４回以上 0.9％

年に数回 7.9％

月１～３回 6.0％

週４回以上
0.9 

週２～３回
3.3 

週１回
3.3 

月１～３回
6.0 

年に数回
7.9 

参加していない
55.6％ 

無回答
23.1％ 

回答
1,057

週４回以上
0.3％ 

週２～３回
0.3％ 

週１回
0.7％ 

月１～３回
1.2％ 

年に数回
4.0％ 

参加していない
69.2％ 

24.4％ 
無回答

週１回 0.7％
週２～３回 0.3％

週４回以上 0.3％

年に数回 4.0％
月１～３回 1.2％

回答
1,057

週１回 1.7％
週２～３回 1.2％

週４回以上 0.3％

年に数回 4.5％
月１～３回 1.0％

週４回以上
0.3 

週２～３回
1.2 

週１回
1.7 

月１～３回
1.0 

年に数回
4.5 

参加していない
68.5％ 

22.7％ 
無回答

-回答
1,057

週４回以上
-

週２～３回
0.3％ 

週１回
0.3％ 

月１～３回
4.1％ 

年に数回
6.7％ 

参加していない
66.3％ 

22.3％ 
無回答

月１～３回 4.1％
週１回 0.3％

週２～３回 0.3％

年に数回 6.7％
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5-5　介護予防のための通いの場への参加頻度

5-1　ボランティアのグループへの参加頻度 5-2　スポーツ関係のグループやクラブへの参加頻度

5-3　趣味関係のグループへの参加頻度 5-4　学習・教養サークルへの参加頻度

5-6　老人クラブへの参加頻度

問 5. 地域での活動について

（１）地域の会、グループ活動等への参加

集計表－ 55 集計表－ 56

集計表－ 57 集計表－ 60

集計表－ 61 集計表－ 58

国-基本　問５⑴① 国-基本　問５⑴②

国-基本　問５⑴③ 国-基本　問５⑴④

国-基本　問５⑴⑤ 国-基本　問５⑴⑥

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

参加していない
年に数回
月１～３回

参加していない
年に数回
月１～３回

参加していない
年に数回
週１回

参加していない
年に数回
週２～３回

参加していない
年に数回
月１～３回

参加していない
年に数回
月１～３回

63.5
7.6
3.0

％
％
％

55.6
7.9
6.0

％
％
％

68.5
4.5
1.7

％
％
％

63.5
3.8
3.5

％
％
％

69.2
4.0
1.2

％
％
％

66.3
6.7
4.1

％
％
％



回答
1,057

週４回以上
0.2％ 

週２～３回
0.6％ 

週１回
0.6％ 

月１～３回
3.9％ 

年に数回
32.5％ 

参加していない
41.2％ 

21.2％ 
無回答

週１回 0.6％
週２～３回 0.6％

週４回以上 0.2％

月１～３回 3.9％

回答
1,057

週４回以上
18.8％ 

週２～３回
5.7％ 

週１回
0.7％ 

月１～３回
1.8％ 

年に数回
7.3 ％

していない
48.1％ 

17.7％ 
無回答

週２～３回 5.7％

月１～３回 1.8％
週１回 0.7％

回答
1,057

週４回以上
-

週２～３回
0.6 

週１回
0.3 

月１～３回
1.4 

年に数回
3.8 

参加していない
70.3 

23.7 
無回答

-

月１～３回 1.4％
週１回 0.3％

週２～３回 0.6％

年に数回 3.8％

回答
1,057

是非参加したい
3.9 

参加
してもよい

37.6 

参加したくない
40.9 

すでに参加している
3.9 

無回答
13.8 すでに参加している

 3.9%

是非参加したい 3.9％

回答
1,057

是非参加したい
2.0％ 

参加してもよい
26.9％ 

参加したくない
52.9％ 

すでに参加している
3.6％ 

無回答
14.7％ 

是非参加したい 2.0％

すでに参加している
 3.6%

回答
1,057

就労している
28.9 

就労していない
44.6 

職についたことがない
8.3 

無回答
18.3 

職に就いた
ことがない

 8.3%
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5-11　企画・運営（お世話役）としての参加意向

5-7　町内会・自治会への参加頻度 5-8　収入のある仕事をしている

5-9　特技や経験を他者に伝える活動への参加頻度 5-10　参加者として参加意向

5-12　現在の就労状態

集計表－ 59 集計表－ 63

集計表－ 62 集計表－ 67

集計表－ 66 集計表－ 142

国-基本　問５⑴⑦ 国-基本　問５⑴⑧

町-独自 国-基本　問５⑵

国-基本　問５⑶ 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

（２）地域の会・グループ活動等への参加意向

（３）就業状況

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

参加していない
年に数回
月１～３回

参加していない
年に数回
月１～３回

参加したくない
参加してもよい
すでに参加している

していない
週４回以上
年に数回

参加したくない
参加してもよい
是非参加したい、すでに参加している

就労していない
就労している
職に就いたことがない

41.2
32.5
3.9

％
％
％

70.3
3.8
1.4

％
％
％

52.9
26.9
3.6

％
％
％

48.1
18.8
7.3

％
％
％

40.9
37.6
3.9

％
％
％

44.6
28.9
8.3

％
％
％



無回答

その他

そのような人はいない

近隣

同居の子ども

別居の子ども

友人

兄弟姉妹・親戚・親・孫

配偶者 45.2％ 

3.3％ 

2.2％ 

6.1％ 

17.0％ 

22.8％ 

27.1％ 

34.6％ 

39.6％ 

無回答

その他

そのような人はいない

同居の子ども

近隣

別居の子ども

友人

兄弟姉妹・親戚・親・孫

配偶者

5.1％ 

2.3％ 

7.0％ 

18.0％ 

19.6％ 

23.1％ 

32.5％ 

40.1％ 

41.1％ 

無回答

その他

近隣

友人

そのような人はいない

兄弟姉妹・親戚・親・孫

別居の子ども

同居の子ども

配偶者

2.9％ 

2.1％ 

2.1％ 

4.1％ 

5.6％ 

25.7％ 

28.1％ 

37.0％ 

54.4％ 

無回答

その他

近隣

友人

別居の子ども

同居の子ども

そのような人はいない

兄弟姉妹・親戚・親・孫

配偶者

6.1％ 

1.8％ 

2.2％ 

3.7％ 

16.5％ 

20.3％ 

21.6％ 

27.5％ 

48.7％ 

無回答
その他

ケアマネジャー
そのような人はいない

地域包括支援センター・役場
社会福祉協議会・民生委員
医師・歯科医師・看護師

近隣・友人
別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫
同居家族

3.0％ 
3.6％ 
3.2％ 
3.8％ 

6.6％ 
9.0％ 
10.4％ 

19.6％ 
41.2％ 

46.5％ 
63.5％ 

回答
1,057

週４回以上
11.7％ 

週２～３日
19.1％ 

週１回
11.4％ 月１～３回

21.9％ 

年に数回
21.6％ 

会って
いない
10.2％ 

4.1 
無回答

無回答 4.1％
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6-5　何か困りごとがあったときに相談する相手（複数回答）

6-1　心配ごとや愚痴を聞いてくれる人（複数回答） 6-2　心配ごとや愚痴を聞いてあげる人（複数回答）

6-3　病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（複数回答） 6-4　病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてあげる人（複数回答）

6-6　友人・知人と会う頻度

問 6. たすけあいについて

（１）たすけあい・相談相手

（２）友人・知人との交流

集計表－ 71 集計表－ 72

集計表－ 73 集計表－ 74

集計表－ 75・76 集計表－ 68

回答1,057

回答 1,057

回答 1,057

回答 1,057

回答 1,057

国-基本　問６⑴ 国-基本　問６⑵

国-オプション　問６⑶ 国-オプション　問６⑷

国-オプション　問６⑸ 国-オプション　問６⑹

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

配偶者
兄弟姉妹・親戚・親・孫
友人

配偶者
兄弟姉妹・親戚・親・孫
友人

配偶者
同居の子ども
別居の子ども

配偶者
兄弟姉妹・親戚・親・孫
そのような人はいない

同居家族
兄弟姉妹・親戚・親・孫
別居の子ども

45.2
39.6
34.6

％
％
％

41.1
40.1
32.5

％
％
％

54.4
37.0
28.1

％
％
％

48.7
27.5
21.6

％
％
％

63.5
46.5
41.2

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

月１～３回
年に数回
週２～３回

21.9
21.6
19.1

％
％
％



回答
1,057

０人
（いない）

10.2％ 

１～２人
24.4％ 

３～５人
25.2％ 

６～９人
12.7％ 

10人以上
23.7％ 

無回答
3.9％

無回答 3.9％

無回答

その他

ボランティアなどの活動での友人

いない

幼なじみ

学生時代の友人

趣味や関心が同じ友人

仕事での同僚・元同僚

近所・同じ地域の人

3.2％ 

12.3％ 

5.8％ 

6.0％ 

9.5％ 

12.3％ 

24.8％ 

29.7％ 

62.2％ 

Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

35

6-8　よく会う友人・知人との関係（複数回答）6-7　１か月で会った友人・知人の数

集計表－ 69 集計表－ 70

回答1,057

国-オプション　問６⑺ 国-オプション　問６⑻

■調査結果 ■調査結果
3～5人
1～２人
10人以上

近所・同じ地域の人
仕事での同僚・元同僚
趣味や関心が同じ友人

25.2
24.4
23.7

％
％
％

62.2
29.7
24.8

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
1,057

とてもよい
13.0％ 

まあよい
67.7％ 

あまり
よくない
14.7％ 

よくない
2.7％ 

無回答
1.9％ 

よくない 2.7％
無回答 1.9％

よくない
17.4％

よい
80.7％

回答
1,057

０～３点（不幸）
3.8％ 

４～７点
51.2％ 

８～10点
（幸せ）
36.6％ 

無回答
8.4％ 

０～３点（不幸） 3.8％

平均 6.86点

回答
1,057

ある
12.7％ 

ない
83.8％ 

無回答
3.5％ 

無回答 3.5％

回答
1,057

はい
76.5％ 

いいえ
19.8％ 

無回答
3.7％ 

無回答 3.7％

回答
1,057

はい
22.3％ 

いいえ
67.3％ 

無回答
10.4％ 

回答
1,057

はい
15.8％ 

いいえ
72.6％ 

無回答
11.6％ 
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7-5　気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになることがある

7-1　現在の健康状態 7-2　主体的幸福感（０点：とても不幸　とても幸せ：10点）

7-3　健康上の問題で日常生活への影響 7-4　現在の生活に満足している

7-6　物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがある

問 7. 健康について

（１）健康状態

（２）うつに関する心身の状況

集計表－ 2 集計表－ 117・118

集計表－ 4 集計表－ 88

集計表－ 108 集計表－ 109

国-基本　問７⑴ 国-基本　問７⑵

町-独自 町-独自

国-基本　問７⑶ 国-基本　問７⑷

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

まあよい
あまりよくない
とてもよい

４～７点
８～10点（幸せ）
０～３点（不幸）

67.7
14.7
13.0

％
％
％

51.2
36.6
3.8

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉

ない
ある

はい
いいえ

83.8
12.7

％
％

76.5
19.8

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

いいえ
はい

いいえ
はい

67.3
22.3

％
％

72.6
15.8

％
％



回答
1,057

はい
15.0％ 

いいえ
81.0％ 

無回答
4.0 ％

無回答 4.0％

回答
1,057

はい
22.8％ 

いいえ
72.1％ 

無回答
5.1％ 

無回答 5.1％

回答
1,057

はい
11.8％ 

いいえ
83.4％

無回答
4.7％ 

無回答 4.7.％

回答
1,057

はい
20.3％ 

いいえ
73.7％ 

無回答
6.0％

無回答 6.0％

回答
1,057

はい
80.2％ 

いいえ
14.1％ 

無回答
5.7％ 

無回答 5.7％

回答
1,057

はい
13.1％

いいえ
81.2％ 

無回答
5.8％ 

無回答 5.8％
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7-11　普段は気分が良い

7-7　生きていても仕方がないという気持ちになることがある 7-8　毎日の活動力や世間に対する関心がなくなってきた

7-9　生きているのがむなしいように感じる 7-10　退屈に思うことがよくある

7-12　悪いことが起こりそうな気がする

集計表－ 89 集計表－ 90

集計表－ 91 集計表－ 92

集計表－ 93 集計表－ 94

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

いいえ
はい

いいえ
はい

83.4
11.8

％
％

73.7
20.3

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

はい
いいえ

いいえ
はい

いいえ
はい

いいえ
はい

80.2
14.1

％
％

81.0
15.0

％
％

81.2
13.1

％
％

72.1
22.8

％
％



回答
1,057

はい
80.8％ 

いいえ
14.2％ 

無回答
5.0％ 

無回答 5.0％

回答
1,057

はい
30.7％ 

いいえ
63.2％ 

無回答　6.1％ 
61.0％ 

無回答 6.1％

回答
1,057

はい
75.8％ 

いいえ
16.8％ 

無回答
7.4％ 

回答
1,057

はい
46.3％ 

いいえ
45.8％ 

無回答
7.9％ 

回答
1,057

無回答 6.3％

はい
17.8％ 

いいえ
75.9％ 

無回答
63.0％ 

回答
1,057

はい
46.2％ 

いいえ
45.9％ 

無回答
7.9％ 
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7-17　こんな暮らしでは希望がないと思う

7-13　自分は幸せな方だと思う 7-14　どうしようもないと思うことがよくある

7-15　生きていることはすばらしいと思う 7-16　活力が満ちていると感じる

7-18　ほかの人より自分は裕福だと思う

集計表－ 95 集計表－ 96

集計表－ 99 集計表－ 100

集計表－ 101 集計表－ 102

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

はい
いいえ

はい
いいえ

75.8
16.8

％
％

46.3
45.8

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

いいえ
はい

はい
いいえ

はい
いいえ

いいえ
はい

75.9
17.8

％
％

80.8
14.2

％
％

46.2
45.9

％
％

63.2
30.7

％
％



回答
1,057

はい
16.3％ 

いいえ
77.1％ 

無回答
6.6％ 

回答
1,057

はい
14.3％ 

いいえ
79.6％ 

無回答
6.1％ 

無回答 6.1％

回答
1,057

はい
25.3％ 

いいえ
69.4％ 

無回答
5.3％ 

無回答 5.3％

回答
1,057

はい
20.2％ 

いいえ
74.1％ 

無回答
5.8％ 

無回答 5.8％

回答
1,057

はい
17.0％ 

いいえ
73.1％ 

無回答
9.8％ 

回答
1,057

ほぼ毎日
33.4％ 

週に１～５回程度
36.3％ 

月に
１～３回程度

17.9％ 

ほとんどない
8.3％ 

無回答
4.1％ 

ほとんどない 8.3％

無回答 4.1％
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7-23　わけもなく疲れたような感じがする

7-19　毎日の生活に充実感がない 7-20　これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった

7-21　以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 7-22　自分が役に立つ人間だとは思えない

7-24　普段の生活で、声を出して笑う機会の頻度

集計表－ 103 集計表－ 104

集計表－ 105 集計表－ 106

集計表－ 107 集計表－ 77

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

町-独自 町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉

いいえ
はい

いいえ
はい

69.4
25.3

％
％

74.1
20.2

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

いいえ
はい

いいえ
はい

週に１～５回程度
ほぼ毎日
月に１～３回程度

いいえ
はい

73.1
17.0

％
％

77.1
16.3

％
％

36.3
33.4
17.9

％
％
％

79.6
14.3

％
％



回答
1,057

飲んでいる
31.6％ 

飲んでいない
（５年以内にやめた）

3.1％ 
飲んでいない

（５年以上前にやめた）
7.4％ 

飲んでいない（５年以上前にやめた）
7.4％ 

もともと
飲まない
53.5％ 

無回答
4.4％ 

無回答 4.4％

回答
1,057

10.5％ 1.1％ 

吸っていない
（５年以内にやめた）

3.7 ％

吸っていない
（５年以上前にやめた）

17.3 ％もともと
吸わない
64.9％ 

無回答
2.5 ％

無回答 2.5％
時々吸っている 1.1％

ほぼ毎日吸っている 10.5％

無回答 5.9％ 
その他 29.6％ 
ない 13.5％ 

胃腸・肝臓・胆のうの病気 5.7％ 
耳の病気 6.3％ 
心臓病 11.5％ 

高脂血症 11.7％ 
筋骨格の病気 14.4％ 

糖尿病 14.8％ 

高血圧 48.7％ 
目の病気 22.7％ 

回答
1,057

１年以内
に受けた
66.9％ 

４年以上前に受けた
5.0％ 

受けていない
13.2％ 

無回答
3.4％

無回答 3.4％

１～４年前
に受けた
11.4％ 

無回答 20.9％ 

肺炎 1.9％ 

インフルエンザ 4.4％ 

いずれもない 73.0％ 
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7-29　過去１年以内のインフルエンザ・肺炎の感染状況（複数回答）

7-25　飲酒の習慣 7-26　喫煙の習慣

7-27　治療中または後遺症のある病気（複数回答） 7-28　職場や医療機関などでの健診や人間ドックの受診状況

（３）飲酒・喫煙の習慣

（５）健康診断・感染症（４）治療中または後遺症のある病気

集計表－ 17 集計表－ 18

集計表－ 5・6 集計表－ 11

集計表－ 146

国-オプション　問７⑸ 国-基本　問７⑹

国-基本　問７⑺ 町-独自

町-独自

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果

回答 1,060

回答 1,057

（注）上位項目を表示

もともと飲まない
飲んでいる
飲んでいない（５年以上前にやめた）

もともと吸わない
吸っていない（５年以上前にやめた）　　
ほぼ毎日吸っている

53.5
31.6
7.4

％
％
％

64.9
17.3
10.5

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

高血圧
目の病気
糖尿病

１年以内に受けた
受けていない
１～４年前に受けた

48.7
22.7
14.8

％
％
％

66.9
13.2
11.4

％
％
％

⒈
⒉
⒊

いずれもない
インフルエンザ
肺炎

73.0
4.4
1.9

％
％
％



回答
1,057

はい
12.4％ 

いいえ
85.5％ 

無回答
2.1％ 

無回答 2.1％

回答
1,057

はい
30.7％ 

いいえ
67.5％ 

無回答
1.8％ 

無回答 1.8％
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8-1　本人または家族に認知症の症状がある人がいる 8-2　認知症に関する相談窓口を知っている

問 8. 認知症にかかる相談窓口の把握について

集計表－ 48 集計表－ 49国-基本　問８⑴ 国-基本　問８⑵

■調査結果 ■調査結果
⒈
⒉

⒈
⒉

いいえ
はい

いいえ
はい

85.5
12.4

％
％

67.5
30.7

％
％



無回答 そう思う
16.0％ 

やや
そう思う
28.8％ 

どちら
でもない
25.6％ 

あまり
思わない
17.6％ 

全く思わない
0.8％

11.2％

回答
125 そう思う

44.8％
思わない
18.4％

そう思う
36.8％ 

やや
そう思う
23.2％ 

どちらで
もない
16.0％ 

あまり
思わない
16.0％ 

回答
125

全く思わない　4.0％

無回答　4.0％

思わない
20.0％

そう思う
60.0％

そう思う
19.2％

やや
そう思う
18.4％

どちら
でもない
32.8％

あまり
思わない
20.0％

全く思わない　4.8％
無回答　4.8％

回答
125

そう思う
37.6％

思わない
24.8％

そう思う
20.0％

やや
そう思う
25.6％どちらで

もない
27.2％

あまり
思わない
16.0％ 回答

125

全く思わない　2.4％
無回答
8.8％

そう思う
45.6％

思わない
18.4％

そう思う
28.8％

やや
そう思う
39.2％

どちら
でもない
19.2％

あまり
思わない
6.4％

回答
125

全く思わない　0.8％

無回答　5.6％

そう思う
68.0％

思わない
7.2％

そう思う
44.8％

やや
そう思う
36.0％

どちらでもない
8.8％

あまり思わない
3.2％ 

回答
125

全く思わない
0.0％

無回答　7.2％

そう思う
80.8％

思わない
3.2％
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A-6　家族が認知症になったら、協力を得るために近所の人
　　　や知人などにも知っておいてほしい

A-5　認知症の人は、記憶力が低下し判断することができな
　　　いので、日々の生活を決めてあげる必要がある

A-4　認知症の人の大声や暴力、歩き回るなどの行動は、
　　　必要なことが満たされない時に起きる

A-1　日常生活や健康のために必要なことは、行政や民間の
　　　サービスによって、概ね提供されている

A-2　自分が認知症になったら、周りの人に助けてもらいな
　　　がら自宅での生活を続けたい

A-3　認知症の人も地域活動に役割をもって参加した方が良い

A. 認知・共生・救急車

集計表－ 155 集計表－ 156

集計表－ 157 集計表－ 158

集計表－ 159 集計表－ 160

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

どちらでもない
ややそう思う
そう思う

そう思う　　
ややそう思う
どちらでもない

27.2
25.6
20.0

％
％
％

44.8
36.0
8.8

％
％
％

ややそう思う　　
どちらでもない
あまり思わない　　

そう思う　　
ややそう思う
あまり思わない、どちらでもない

どちらでもない　　
あまり思わない
そう思う

ややそう思う
そう思う
どちらでもない

28.8
25.6
17.6

％
％
％

36.8
23.2
16.0

％
％
％

32.8
20.0
19.2

％
％
％

39.2
28.8
19.2

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



8.8％ 無回答

1.6％ キャラバン・メイト

4.0％ サポーター

86.4％ 受けていない

7.2％ 無回答

1.6％ その他

4.8％ 知っているものはない

25.6％ 地域包括支援センター

37.6％ 福祉事務所

49.6％ 市区町村の担当部署

53.6％ 民生委員

54.4％ 社会福祉協議会

55.2％ 保健所・保健センター

回答
125

いる
21.6％

いない
13.6％

わからない
58.4％

無回答　6.4％

回答
125

いる
8.8％

いない
12.8％

わからない
72.8％

無回答　5.6％

回答
125

無回答　5.6％

使わ
なかった
64.8％ 

月に
数回使う
11.2％ 

週に２～３回使う
6.4％ 

ほぼ
毎日使う
12.0％ 

回答
125

ある　2.4％

ない
95.2％

無回答　2.4％
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A-10　必要時、地域に訪問診療をしてくれる歯科医師がいる

A-11　過去１年間に、インターネットやメールをどのくらい使ったか

A-7　認知症サポーター養成講座などの受講の有無（複数回答） A-8　知っている地域の窓口サービス（複数回答）

A-12　過去１年間に、自分のために救急車を呼んだり、
　　　誰かに呼んでもらったことがある

A-9　必要時、地域に訪問診療をしてくれる医師がいる

集計表－ 161 集計表－ 173

集計表－ 168 集計表－ 169

集計表－ 170 集計表－ 171

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 125回答 125

わからない
いない
いる

保健所・保健センター
社会福祉協議会
民生委員

ない
ある

72.8
12.8
8.8

％
％
％

55.2
54.4
53.6

％
％
％

95.2
2.4

％
％

受けていない
サポーター
キャラバン・メイト

わからない
いる
いない

使わなかった
ほぼ毎日使う
月に数回使う

86.4
4.0
1.6

％
％
％

58.4
21.6
13.6

％
％
％

64.8
12.0
11.2

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉



とても
満足
10.3％

まあまあ
満足
52.2％

どちらとも
いえない
27.2％

少し不満
2.9％

回答
136

とても不満　0.7％ 無回答
6.6％

不満
3.6％

満足
62.5％

回答
136

無回答
7.4％

病院や医院
へ行く
63.2％ 

薬局で薬を
買う

10.3％ 

家で
休んでいる

16.9％

その他　2.2％

回答
136

0 ～
1,999 円
14.0％

2,000 ～
4,999 円
41.9％

5,000 ～
7,999 円
17.6％

8,000 ～
9,999 円
6.6％

3.7％

10,000 ～
14,999 円

1.5％

15,000 ～
19,999 円

13.2％
無回答

1.5％

20,000 ～
29,999 円

回答
136

はい
86.8％

いいえ　3.7％ 無回答
9.6％

回答
136

持参する
86.8％

持参しない　2.9％
手帳はない　2.2％ 無回答

8.1％

回答
136

はい
77.2％

いいえ
15.4％

無回答
7.4％
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B-5　薬局や病院にお薬手帳を持って行く

B-1　病院や医院で受ける治療やケアに満足している B-2　体調が悪いとき、どうするか

B-3　１か月の医療費（薬局で買う薬代を含む） B-4　同じ薬局（かかりつけの薬局）で薬を受け取っている

B-6　かかりつけの医師がいる

B. 薬・医療・ワクチン・看取り

集計表－ 180 集計表－ 182

集計表－ 183 集計表－ 184

集計表－ 204 集計表－ 192

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

まあまあ満足
どちらともいえない
とても満足

病院や医院へ行く
家で休んでいる
薬局で薬を買う

2,000円～4,999円　　
5,000円～7,999円
０～1,999円

はい
いいえ

はい
いいえ

持参する
持参しない
手帳はない

52.2
27.2
10.3

％
％
％

63.2
16.9
10.3

％
％
％

41.9
17.6
14.0

％
％
％

86.8
3.7

％
％

77.2
15.4

％
％

86.8
2.9
2.2

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉



回答
136

受けた
66.9％

受け
なかった
25.0％

無回答
8.1％

44.1％ その他

5.9％ 無回答

5.9％ 効果が期待できない

50.0％ 副作用がこわい

回答
136

受けた
61.0％

受け
なかった
30.1％

無回答
8.8％

その他 61.0％ 

無回答 4.9％ 

効果が期待できない 2.4％ 

副作用がこわい 31.7％ 

病院

ホスピス・
緩和ケア病棟

　4.4％

29.4％ 

老人ホームなどの
福祉施設

2.9％ 
自宅
25.0％

わからない
32.4％ 回答

136

無回答　5.9％

回答
136

全くない
49.3％ 

話し合った
ことがある

30.9％ 

話し合い、結果を
紙などに記載した

1.5％ 

無回答
18.4％ 
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B-11　病気などで最期を迎えるとしたら、どこで迎えたいか

B-7　過去１年間にインフルエンザの予防接種を受けた B-8　インフルエンザの予防接種を受けなかった理由（複数回答）

B-9　過去５年間に肺炎球菌の予防接種を受けた B-10　肺炎球菌の予防接種受けなかった理由（複数回答）

B-12　自分の最期について、誰かと話し合いをしている

集計表－ 188 集計表－ 189

集計表－ 190 集計表－ 191

集計表－ 193 集計表－ 194

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 34

回答 41

受けた
受けなかった

受けた
受けなかった

副作用がこわい
その他
効果が期待できない

その他
副作用がこわい
効果が期待できない

全くない
話し合ったことがある
話し合い、結果を紙などに記載した

わからない
病院
自宅

66.9
25.0

％
％

61.0
30.1

％
％

50.0
44.1
5.9

％
％
％

61.0
31.7
2.4

％
％
％

49.3
30.9
1.5

％
％
％

32.4
29.4
25.0

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
125

無回答
8.8％

運営として参加
6.4％ 

一般参加者
として参加

18.4％ 

参加しない
52.0％

14.4％

祭礼が
そもそもない

回答
125

聞こえない　2.4％

とてもよく
聞こえる
19.2％ 

よく
聞こえる
24.0％ 聞こえる

35.2％

13.6％

あまり
聞こえない

無回答
5.6％

聞こえる
78.4％

聞こえない
16.0％

回答
125

見えない　0.8％
とてもよく見える

10.4％ 

よく見える
17.6％ 

見える
55.2％

11.2％

あまり
見えない

無回答
4.8％

見える
83.2％

見えない
12.0％

回答
125

１回
8.8％ 

70.4％
３回

14.4％
無回答４回以上　1.6％

１回未満　0.8％
２回　4.0％

回答
125

4回以上　0.0％

１回未満
20.8％ 

１回
41.6％ 

２回
13.6％

３回　4.8％

無回答
19.2％ 

回答
125

4回以上　0.0％

１回未満
13.6％ 

１回
41.6％ 

２回

３回　4.8％

無回答

19.2％ 

20.8％ 
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C-5　１日あたりの食品の食べる回数（肉）

C-1　地域の祭礼（祭り）に参加している C-2　耳がよく聞こえる

C-3　目がよく見える C-4　１日あたりの食品の食べる回数（ごはん・パン・麺など）

C-6　１日あたりの食品の食べる回数（魚・貝など）

C. 祭・サロン・目・耳・栄養・眠り

集計表－ 218 集計表－ 219

集計表－ 220 集計表－ 224

集計表－ 225 集計表－ 226

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

参加しない
一般参加者として参加
祭礼がそもそもない

聞こえる
よく聞こえる
とてもよく聞こえる

３回
１回
２回

１回
１回未満
２回

52.0
18.4
14.4

％
％
％

35.2
24.0
19.2

％
％
％

見える
よく見える
あまり見えない

55.2
17.6
11.2

％
％
％

70.4
8.8
4.0

％
％
％

41.6
20.8
13.6

％
％
％

１回
２回
１回未満

41.6
19.2
13.6

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
125

4回以上　2.4％

１回未満
24.8％ 

１回
40.8％ 

２回　6.4％

３回　4.0％

無回答
21.6％ 

回答
125

4回以上　3.2％

１回
未満

8.8％ 

１回
39.2％ 

２回

３回

無回答
20.8％

20.0％ 

8.0％

回答
125

4回以上　2.4％

１回未満　0.8％

１回
19.2％ 

２回

無回答
18.4％

32.0％ 
３回

27.2％

回答
125

4回以上　3.2％

１回未満　8.8％

１回
20.8％ 

２回

無回答
20.0％

29.6％ 

３回
17.6％

回答
125

4回以上　4.0％

１回未満
16.0％ 

１回
39.2％ ２回

３回

無回答
20.8％

10.4％ 

9.6％

回答
125

4回以上　4.0％

１回未満
14.4％ 

１回
25.6％ 

２回
28.8％

３回　5.6％

無回答
21.6％ 
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C-11　１日あたりの食品の食べる回数（牛乳やチーズなど）

C-7　１日あたりの食品の食べる回数（卵） C-8　１日あたりの食品の食べる回数（豆腐・納豆など）

C-9　１日あたりの食品の食べる回数（野菜） C-10　１日あたりの食品の食べる回数（果物）

C-12　１日あたりの食品の食べる回数（おかし等の間食）

集計表－ 227 集計表－ 228

集計表－ 229 集計表－ 230

集計表－ 231 集計表－ 232

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

１回
１回未満
２回

１回
２回
１回未満

２回
１回
３回

１回
１回未満
２回

40.8
24.8
6.4

％
％
％

39.2
20.0
8.8

％
％
％

２回
３回
１回

32.0
27.2
19.2

％
％
％

29.6
20.8
17.6

％
％
％

39.2
16.0
10.4

％
％
％

２回
１回
１回未満

28.8
25.6
14.4

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
17

ほとんどなし
17.6％ 

１時間未満
11.8％ 

23.5％ 
１～２時間

２～４時間　5.9％

４～６時間

6時間以上

5.9％

5.9％ 

無回答
29.4％ 

回答
17

ほとんどなし
41.2％ 

１時間未満　5.9％１～２時間
11.8％

２～４時間
４～６時間

6時間以上

11.8％ 
0.0％ 

無回答

0.0％

29.4％

回答
17

ほとんど
なし

11.8％ 

1 時間未満
23.5％ 

1 ～ 2 時間
23.5％

2 ～ 4 時間

6 時間以上

11.8％ 

0.0％ 

無回答
29.4％ 

0.0％ 
4 ～ 6 時間

回答
17

ほとんど
なし

58.8％ 

1時間未満　5.9％

1～2 時間
5.9％ 

2～ 4 時間　0.0％

6 時間以上　0.0％

無回答
29.4％ 

4 ～ 6 時間　0.0%

無回答　4.0％

回答
125

５～６時間未満
9.6％ 

６～７時間
未満

７～８時間
未満

36.8％ 

1 ～ 2 時間未満

８～９時間
未満

10 時間以上　1.6％

27.2％ 

14.4％ 

3.2％ 
９～10 時間未満

５時間未満　3.2％

回答
125 なし

73.6％１回未満 2.4％ 

1回～２回

無回答
15.2％

1.6％
7.2％

３回以上
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C-17　１日あたりの平均睡眠時間

C-13　１か月あたりの通いの場への活動時間（体操） C-14　１か月あたりの通いの場への活動時間（歌唱や演奏）

C-15　１か月あたりの通いの場への活動時間（おしゃべり・お茶など） C-16　１か月あたりの通いの場への活動時間（地域の子どもとの交流）

C-18　１週間あたりの睡眠薬服用の頻度

集計表－ 235 集計表－ 236

集計表－ 240 集計表－ 241

集計表－ 208 集計表－ 209

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

１～２時間
ほとんどなし
１時間未満

ほとんどなし
１～２時間、２～４時間
１時間未満

ほとんどなし
１時間未満、１～２時間

６～７時間未満
７～８時間未満
８～９時間未満

23.5
17.6
11.8

％
％
％

41.2
11.8
5.9

％
％
％

１時間未満、１～２時間
ほとんどなし、２～４時間

23.5
11.8

％
％

58.8
5.9

％
％

36.8
27.2
14.4

％
％
％

なし
３回以上
１回未満

73.6
7.2
2.4

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
120

行ったことがない

半年以内
23.3％ 

半年～
１年前
15.8％ 

１～３年前
16.7％

30.0％
３年以上前

9.2％

無回答　5.0％

回答
120

行った
ことがない

半年以内
19.2％ 

半年～
１年前
13.3％ 

１～３年前
10.8％

20.8％
３年以上前

11.7％

24.2％

無回答

１日３回
以上
11.7％

1日2回
41.7％

１日１回
31.7％

回答
120

みがかない　3.3％
無回答　5.8％

ときどきみがく
5.8％

無回答 10.8％ 

電動ブラシ 3.3％ 

舌ブラシ 5.8％ 

液体歯みがき 15.0％ 

糸ようじ・歯間ブラシ 28.3％ 

歯みがき粉 55.0％ 

歯ブラシ 81.7％ 

全くない
45.8％

ほとんど
ない
22.5％

時々ある
15.8％

11.7％

回答
120

常にある　0.8％
しばしばある　3.3％

無回答

無回答

電子タバコ

加熱式タバコ

紙巻タバコ

吸ったことはない 50.0％ 

25.8％ 

1.7％ 

0.8％ 

23.3％ 
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D-5　過去 6か月以内に歯が痛むことがあった

D-1　治療のため、最後に歯科医院に通院した時期 D-2　治療以外で、最後に歯科医院に通院した時期

D-3　歯みがきをする頻度 D-4　歯みがきをする時に利用しているもの（複数回答）

D-6　吸っている（吸っていた）タバコの種類（複数回答）

D. 口腔・タバコ・災害

集計表－ 242 集計表－ 243

集計表－ 244 集計表－ 245

集計表－ 247 集計表－ 262

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 120

回答 120

３年以上前
半年以内
１～３年前

行ったことがない
３年以上前
半年以内

歯ブラシ
歯みがき粉
糸ようじ・歯間ブラシ

全くない
ほとんどない
時々ある

30.0
23.3
16.7

％
％
％

24.2
20.8
19.2

％
％
％

１日２回
１日１回
１日３回以上

41.7
31.7
11.7

％
％
％

81.7
55.0
28.3

％
％
％

45.8
22.5
15.8

％
％
％

吸ったことはない
紙巻タバコ
加熱式タバコ

50.0
25.8
1.7

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
120

無回答

備蓄して
いない
41.7％ 

１～３日分
30.0％ 

４～７日分
13.3％

10.0％８日分以上　5.0％

回答
120

していない
70.8％ 

しているが
半分未満
19.2％ 

半分以上している
4.2％

すべてしている　0.8％
無回答　5.0％

回答
120

避難場所・
経路共に

把握
36.7％ 

避難場所
のみ把握
28.3％ 

把握して
いない
28.3％

無回答　6.7％

回答
120

無回答

避難する
28.3％ 

たぶん
避難する
43.3％ 

たぶん
避難しない

17.5％

7.5％

避難しない　3.3％

する
71.7％

しない
20.8％

回答
120

無回答

避難する
38.3％ 

たぶん
避難する
40.8％ 

7.5％

避難しない　3.3％

たぶん
避難しない

10.0％ する
79.2％

しない
13.3％

回答
120

無回答

避難する
48.3％ 

たぶん
避難する
35.0％ 

たぶん避難しない
7.5％ 8.3％

避難しない　0.8％

する
83.3％

しない
8.3％
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D-11　「避難勧告」が発令されたら避難する

D-7　災害用として、水や食料を備蓄している日数 D-8　地震で倒れないように家具や冷蔵庫を固定している

D-9　地域の避難場所や経路を把握している D-10　「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら避難する

D-12　「避難指示（緊急）」が発令されたら避難する

集計表－ 249 集計表－ 250

集計表－ 252 集計表－ 253

集計表－ 254 集計表－ 255

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

備蓄していない
１～３日分
４～７日分

していない
しているが半分未満
半分以上している

たぶん避難する
避難する
たぶん避難しない

たぶん避難する
避難する
たぶん避難しない

41.7
30.0
13.3

％
％
％

70.8
19.2
4.2

％
％
％

避難場所・経路共に把握
避難場所のみ把握、把握していない

36.7
28.3

％
％

43.3
28.3
17.5

％
％
％

40.8
38.3
10.0

％
％
％

避難する
たぶん避難する
たぶん避難しない

48.3
35.0
7.5

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
135

無回答　4.4％ はい（最近１年以内）
0.7％

はい（１年以上前）
3.0％

いいえ
85.9％

答えたくない　5.9％

回答
135

はい　2.2％

いいえ
88.9％

答えたくない　5.2％
無回答　3.7％

回答
135

無回答

そう思う
32.6％ 

どちらかと
いえば思う

48.1％ 

3.0％

9.6％

どちらかといえば
思わない
6.7％

そう思わない

思う
80.7％

思わない
9.6％

回答
135 そう思う

63.7％ 

どちらかと
いえば思う

28.1％

どちらかといえば
思わない
1.5％ 

0.7％そう思わない 無回答
5.9％

思う
91.9％

思わない
2.2％

回答
135

町に代々続く
古い家柄の人

0.7％ 

問題解決
する能力が

高い人
40.7％人当たりよく

誰とも仲良く
できる人
49.6％ 

8.9％
無回答

回答
135

そう思う 4.4％

どちらかと
いえば思う

17.8％ 

43.0％ どちらか
といえば
思わない
28.9％

そう
思わない

無回答
5.9％

思う
22.2％

思わない
71.9％
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E-5　地域活動などの組織の中でリーダーになる人の理想像

E-1　本気で自殺をしたいと考えたことがある E-2　自殺しようとしたことがある

E-3　大切な人を幸せにしていると思う E-4　将来の世代のために、良い環境や文化を残したいと思う

E-6　誰かに相談したり助けを求めたりすることは恥ずかしいだと思う

E. 自殺・模範・差別・健康寿命

集計表－ 288 集計表－ 289

集計表－ 285 集計表－ 286

集計表－ 281 集計表－ 282

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

そう思う
どちらかといえば思う
どちらかといえば思わない

63.7
28.1
1.5

％
％
％

いいえ
答えたくない
はい

88.9
5.2
2.2

％
％
％

いいえ
答えたくない
はい（１年以上前）

人当たりよく誰とも仲良くできる人
問題解決する能力が高い人
町に代々続く古い家柄の人

85.9
5.9
3.0

％
％
％

どちらかといえば思う
そう思う
どちらかといえば思わない

48.1
32.6
6.7

％
％
％

49.6
40.7
0.7

％
％
％

そう思わない
どちらかといえば思わない
どちらかといえば思う

43.0
28.9
17.8

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



回答
135

無回答

そう思う
31.9％ 

どちらかと
いえば思う

34.8％ 

10.4％

8.1％

どちらか
といえば
思わない
14.8％

そう
思わない

思う
66.7％

思わない
25.2％

回答
135

そう思う　3.7％

54.1％

どちらか
といえば
思わない
23.0％ 

そう
思わない

無回答
6.7％ 12.6％

どちらかといえば思う

思う
16.3％

思わない
77.0％

回答
135

そう思う　8.1％

53.3％

どちらか
といえば
思わない
17.0％ 

そう
思わない

無回答
6.7％

14.8％

どちらかと
いえば思う

思う
23.0％

思わない
70.4％

そう思う　8.1％

回答
135

45.9％
どちらか
といえば
思わない
17.8％ 

そう
思わない

無回答　4.4％

23.7％

どちらかと
いえば思う 思う

31.9％
思わない
63.7％

回答
135

はい
90.4％

いいえ　4.4％
無回答　5.2％

回答
135 はい

60.7％

いいえ
32.6％

無回答
6.7％

Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

52

E-8　母親が仕事を持つと、小学校に上がる前の子どもに
　　　よくない影響を与えると思う

E-11　１日３食きちんと食べている

E-7　地域の人と意見が対立することを避ける

E-9　家の外で働くのは主に男性の役割だと思う E-10　子育てや家庭を守るのは主に女性の役割だと思う

E-12　歩く速度が遅くなってきたと思う

集計表－ 284 集計表－ 292

集計表－ 293 集計表－ 294

集計表－ 275 集計表－ 276

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果
はい
いいえ

90.4
4.4

％
％

⒈
⒉

どちらかといえば思う
そう思う
どちらかといえば思わない

34.8
31.9
14.8

％
％
％

そう思わない
どちらかといえば思う
どちらかといえば思わない

そう思わない
どちらかといえば思わない
どちらかといえば思う

45.9
23.7
17.8

％
％
％

54.1
23.0
12.6

％
％
％

そう思わない
どちらかといえば思わない
どちらかといえば思う

53.3
17.0
14.8

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

はい
いいえ

60.7
32.6

％
％

⒈
⒉



回答
144

戸建住宅
62.5％

１階
9.7％

無回答
21.5％

2 階　6.3％ 回答
144

ない
70.1％

無回答
29.9％

ある　0.0％ 

平成 11 年
以降

13.2％
平成４～
10 年
11.8％

昭和 55 年
～平成３年

16.7％
昭和 54 年

以前
41.0％

回答
144

無回答
7.6％

わからない
   9.7％

回答
144

はい
93.1％

いいえ　3.5％
無回答　3.5％

回答
144

週４回以上　4.9％

週２～
３回
11.1％ 週１回　4.2％

月１～３回
10.4％

年に数回
27.1％

利用して
いない
37.5％

無回答　4.9％

回答
144

33.3％ 
週１～２回

無回答　5.6％

46.5％

ほとんど
食べない

週５回以上　6.9％

週３～４回　7.6％
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F-5　温泉や温浴施設を利用する頻度

F-1　自宅は何階にあるか F-2　自宅にエレベータがある

F-3　自宅を建てた時期 F-4　自宅にお風呂・シャワーがある

F-6　チーズを食べる頻度

F. ニーズ調査・住居・温泉・チーズ・感謝・仕事

集計表－ 296・297 集計表－ 298

集計表－ 299 集計表－ 301

集計表－ 302 集計表－ 306

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

ない 70.1 ％戸建住宅
１階
２階

利用していない
年に数回
週２～３回

62.5
9.7
6.3

％
％
％

昭和54年以前
昭和55年～平成３年
平成11年以降

41.0
16.7
13.2

％
％
％

37.5
27.1
11.1

％
％
％

ほとんど食べない
週１～２回
週３～４回

46.5
33.3
7.6

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

はい
いいえ

93.1
3.5

％
％



回答
144

プロセス
チーズ
48.6％ 

フレッシュタイプ
0.7％ 白カビタイプ

5.6％ 

その他
6.9％

無回答
38.2％

回答
144

１日
数回以上
14.6％ 

１日
１回程度
16.0％ 

１週間に
数回

24.3％ 

１か月に
数回

25.0％

ほとんど
ない

11.8％

無回答
8.3％

回答
144

１日数回以上　6.9％

１日１回
程度
11.8％

１週間に
数回

１か月に数回
30.6％

20.1％

ほとんど
ない
23.6％

無回答
6.9％

無回答　4.9％

回答
144

５年未満　0.7％

無回答
10.4％

５～９年　4.2％
10 ～14 年　2.8％
15 ～19 年　2.1％

15.3％
20 ～29 年

58.3％
30 年以上

6.3％

職に就いたことが
ない

回答
120

正規雇用
47.5％

非正規
雇用
13.3％

無回答

30.8％

8.3％

自営業 回答
120

15 分未満
22.5％ 

15 ～ 30 分
未満

20.8％ 
30 ～ 60 分

未満
21.7％ 

60 ～ 90 分未満
4.2％

90 分以上　1.7％

無回答
29.2％
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F-11　これまでの仕事の中で、最も長期間の雇用形態

F-7　主に食べているチーズの種類 F-8　周囲の人に対して”ありがとう”と言う機会

F-9　周囲の人から”ありがとう”と言われる機会 F-10　これまでの仕事の年数

F-12　長く勤めていた職場への片道の通勤時間

集計表－ 307 集計表－ 304

集計表－ 305 集計表－ 308

集計表－ 309 集計表－ 312

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

１か月に数回
１週間に数回
１日１回程度

25.0
24.3
16.0

％
％
％

プロセスチーズ
その他
白カビタイプ

正規雇用
自営業
非正規雇用

48.6
6.9
5.6

％
％
％

１か月に数回
ほとんどない
１週間に数回

30.6
23.6
20.1

％
％
％

47.5
30.8
13.3

％
％
％

15分未満
30～60分未満
15～30分未満

22.5
21.7
20.8

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

30年以上
20～29年
職に就いたことがない

58.3
15.3
6.3

％
％
％



回答
135

週５日
以上

10.4％ 週３日
以上
9.6％ 

週２日以上
8.9％ 

週１日以上
8.9％

1.5％
月に１～３日　8.9％

３か月に１～２日4.4％年に１～３日

36.3％

実施
しなかった

無回答
11.1％

1.4％ 無回答
14.1％ その他

2.8％ 小規模な公園
2.8％ 民間屋外施設

5.6％ 川・湖・海沿いなど
7.0％ 民間屋内施設

9.9％ 公民館
15.5％ 山・森林の自然環境
15.5％ 公共運動施設

29.6％ 自宅または自宅敷地
46.5％ 道路

回答
135

週１回以上　0.7％
月１～３回　3.0％

年に数回
12.6％

無回答
8.9％

74.8％
観戦していない

回答
135

週１回以上
29.6％ 

月１～３回
17.8％ 年に数回

20.7％

23.7％

観戦して
いない

無回答
8.1％

回答
135

行っていない
80.7％ 

年に数回 6.7％ 

1回以上 0.7％

0.0％月1～3 回

無回答
11.9％

回答
135

とても不安である
9.6％ 

やや不安
である
25.9％ 

あまり不安
でない
25.2％

21.5％
不安でない

17.8％
無回答

不安である
35.6％

不安でない
46.7％
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G-5　スポーツクラブの手伝いなど、運動・スポーツに関す
　　　るボランティア活動の頻度（１年間の平均）

G-1　運動やスポーツをする頻度 G-2　運動やスポーツをする場所（複数回答）

G-3　直接、現地でスポーツを観戦した頻度（１年間の平均） G-4　テレビやインターネットでスポーツを観戦した頻度（１年間の平均）

G-6　運動やスポーツをする場合の事故やけがをする不安

G. スポーツ

集計表－ 320 集計表－ 321・322

集計表－ 323 集計表－ 324

集計表－ 325 集計表－ 328

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 71

道路
自宅または自宅敷地
公共運動施設、山・森林の自然環境

46.5
29.6
15.5

％
％
％

実施しなかった
週５日以上
週３日以上

行っていない
年に数回
1回以上

36.3
10.4
9.6

％
％
％

観戦していない
年に数回
月１～３回

74.8
12.6
3.0

％
％
％

80.7
6.7
0.7

％
％
％

やや不安である
あまり不安でない
不安でない

25.9
25.2
21.5

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

週１回以上
観戦していない
年に数回

29.6
23.7
20.7

％
％
％



その他 8.9％ 

無回答 5.9％ 

行政関係者 4.4％ 

保健・医療職の人 24.4％ 

ない 57.8％ 

無回答

ない

7.4％ 

保健・医療職の人

行政関係者

3.7％ 

5.9％ 

その他 11.1％ 

73.3％ 

回答
135

参加
しなかった

74.8％ 

１回
7.4％

２～３回　6.7％
４～５回　1.5％
６～10回　0.0％
11回以上　1.5％

無回答
8.1％

回答
135

無回答
8.1%

現在してい
ない、今後
もするつも
りはない
46.7％ 

現在していない、
近い将来始める

16.3％ 

現在している、
定期的ではない

11.9％

1.5％ 

現在している、
始めて６か月以内

現在している、
６か月以上継続

15.6％ 

回答
39

無回答　2.6％

ほとんど
１人

25.6％ 

どちらかと
いえば１人

28.2％ どちらかといえば
家族・友人・知人

12.8％

30.8％

ほとんど
家族・友人・

知人 回答
135

ぜひ欲しい　3.0％

できれば
欲しい
13.3％

どちらでも
よい

いらない
51.9％

23.7％

無回答
8.1％
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G-8　65歳を過ぎてから、運動・スポーツを行うグループやイベント等へ
　　　参加をするためのきっかけを紹介されたことがある（複数回答）

G-12　運動・スポーツを行うグループやイベント等に参加
　　　するための情報が欲しいG-11　運動・スポーツ等は、誰と行うことが多いか

G-9　過去1年以内に運動・スポーツ等の体を動かすイベン
　　　トや大会に参加した頻度

G-7　65歳を過ぎてから、運動・スポーツを行うよう勧め
　　　られたことがある（複数回答）

G-10　運動・スポーツ等の実施状況

集計表－ 329 集計表－ 330

集計表－ 332 集計表－ 334

集計表－ 335 集計表－ 331

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 135回答 135

ない
その他
行政関係者

73.3
11.1
5.9

％
％
％

ない
保健・医療職の人
その他

ほとんど家族・友人・知人
どちらかといえば１人
ほとんど１人

57.8
24.4
8.9

％
％
％

参加しなかった
１回
２～３回

74.8
7.4
6.7

％
％
％

30.8
28.2
25.6

％
％
％

いらない
どちらでもよい
できれば欲しい

51.9
23.7
13.3

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

現在していない、今後もするつもりはない
現在していない、近い将来始める
現在している、６か月以上継続

46.7
16.3
15.6

％
％
％



回答
137

3.6％ 
かなり問題がある
できない　0.7％

問題は
ない

62.8％

少し問題が
ある

中程度の問題がある
8.8％

18.2％

無回答　5.8％

回答
137

1.5％ 
かなり問題がある できない　0.0％

問題は
ない

85.4％

中程度の問題がある
0.7％

少し問題がある
8.0％

無回答　4.4％

回答
137

0.7％ 
かなり問題がある できない　0.7％

問題は
ない

69.3％

中程度の問題がある
5.8％

少し問題が
ある

17.5％

無回答　5.8％

回答
137

常にある　7.3％

ほとんど
ない

49.6％ 
時々ある
36.5％

無回答　6.6％

回答
137

常にある　3.6％

ほとんど
ない

62.8％ 

時々ある
25.5％

無回答
8.0％

回答
137

ほとんど毎日　5.1％

週２、３回
13.1％ 

週１回程度
9.5％ 

月１、２回
23.4％

年に数回
33.6％

ほとんどない　4.4％

無回答　6.6％

4.4％

別居の家族や
親戚はいない
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H-5　他の人達から孤立していると感じる

H-1　移動（歩き回る）の程度 H-2　身の回りの管理（身体を洗ったり着替えをすること）

H-3　普段の活動（仕事、勉強、家事、家族・余暇活動） H-4　仲間つきあいが欠けていると感じる

H-6　別居の家族や親戚と会う機会

H.QOL・孤立・痛み

集計表－ 336 集計表－ 337

集計表－ 338 集計表－ 341

集計表－ 343 集計表－ 344

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

問題はない
少し問題がある
かなり問題がある

85.4
8.0
1.5

％
％
％

問題はない
少し問題がある
中程度の問題がある

ほとんどない
時々ある
常にある

62.8
18.2
8.8

％
％
％

問題はない
少し問題がある
中程度の問題がある

69.3
17.5
5.8

％
％
％

62.8
25.5
3.6

％
％
％

年に数回
月１、２回
週２、３回

33.6
23.4
13.1

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

ほとんどない
時々ある
常にある

49.6
36.5
7.3

％
％
％



回答
137

週２、３回
21.2％ 

週１回程度
11.7％ 

月１、２回
25.5％

年に数回
22.6％

ほとんどない　4.4％

無回答
7.3％2.9％

別居の家族や
親戚はいない

ほとんど毎日　4.4％

回答
137

週２、３回

ほとんど毎日　5.8％

13.9％ 

週１回程度
14.6％ 

月１、２回
17.5％

年に数回
23.4％

ほとんど
ない

19.0％

無回答　5.8％

回答
137

週２、３回　7.3％
ほとんど毎日　4.4％

週１回程度　4.4％

月１、２回
13.1％ 

年に数回
24.1％ 

ほとんど
ない

38.7％

無回答
8.0％

無回答 7.3％ 

その他のペット 1.5％ 

イヌ 10.2％ 

ネコ 15.3％ 

飼っていない 69.3％ 

回答
137

ある
38.7％

ない
48.2％

無回答
13.1％

回答
137

ある
33.6％

ない
51.8％

無回答
14.6％
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H-8　友人・知人と手紙、電話、メールなどで連絡をとり
　　　あう機会

H-7　別居の家族や親戚と手紙、電話、メールなどで連絡を
　　　とりあう機会

H-11　過去 1年間で、１日以上続く腰痛の有無

H-9　孫や家族以外に子どもや若い人と交流する機会 H-10　ペットを飼っている（複数回答）

H-12　過去 1年間で、１日以上続くひざの痛みの有無

集計表－ 345 集計表－ 346

集計表－ 347 集計表－ 349

集計表－ 350 集計表－ 355

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 137

ない
ある

51.8
33.6

％
％

年に数回
ほとんどない
月１、２回

23.4
19.0
17.5

％
％
％

月１、２回
年に数回
週２、３回

ない
ある

25.5
22.6
21.2

％
％
％

ほとんどない
年に数回
月１、２回

38.7
24.1
13.1

％
％
％

48.2
38.7

％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉

飼っていない
ネコ
イヌ

69.3
15.3
10.2

％
％
％



無回答
その他

判断能力が衰えたときの財産管理
外出時の転倒や事故
子どもや孫のこと

災害が起きたときの避難
家業や財産の相続、お墓の管理
生活のための収入が足りない

ない
認知症にならないか
健康に不安がある

8.9％ 
12.9％ 

9.7％ 
12.3％ 
12.7％ 

14.0％ 
14.1％ 
14.7％ 

20.1％ 
32.6％ 

38.6％ 

15.0％ 
無回答

高額で
なければ
利用する
62.9％ 

2.6％ 

安くても
利用しない

7.1％

12.3％

無料でも
利用しない 回答

1,057

高額であっても
利用する

利用しない
19.4％

利用する
65.6％

無回答
その他

行政手続き等の代行
買い物代行
食事の宅配
話し相手

宅配・移動販売
車での移送

庭木の剪定・草取り
電球交換・ゴミ出し・除雪

見守り・安否確認
ない

18.0％ 
18.4％ 

7.9％ 
7.9％ 
8.4％ 

9.4％ 
10.8％ 
11.2％ 

18.0％ 
20.6％ 
20.6％ 

28.3％ 

無回答
その他

食事の支度
サロン・居場所

清掃・洗濯
車での移送
買い物代行

庭木の剪定・草取り
電球交換・ゴミ出し・除雪

話し相手
見守り・安否確認

ない 36.0％ 

21.8％ 
6.7％ 

2.3％ 
2.4％ 
2.6％ 

5.5％ 
5.8％ 

8.3％ 
10.8％ 

18.0％ 
23.1％ 

無回答
その他

食事の支度
食事の宅配
清掃・洗濯

電球交換・ゴミ出し・除雪
買い物代行
車での移送
話し相手

庭木の剪定・草取り
見守り・安否確認

ない 52.5％ 

25.8％ 
5.2％ 

2.5％ 
2.9％ 
3.1％ 
4.6％ 
4.7％ 
5.1％ 
5.2％ 
6.4％ 
6.8％ 

その他　6.2％

500 円
13.6％ 

800 円
11.3％ 

9.2％
1,000 円

54.4％ 
無回答 回答

1,057

300 円　5.3％
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南部-2　生活上の困りごとが起こった場合、有償ボランティア活動
　　　　 や民間の生活支援サービスがあれば利用しようと思う

南部-5　有償で引き受けても良いと思うサービス（複数回答）

南部-1　日常生活での不安、悩みなどがある（複数回答）

南部-3　地域にあったら良いと思うサービス（複数回答） 南部-4　無償で引き受けても良いと思うサービス（複数回答）

南部-6　有償ボランティアを引き受ける場合の１時間あたりの謝礼金額

南部町独自項目

（１）日常生活の不安・心配ごと

（２）たすけあい・支え合い・ボランティア

集計表－ 363・364 集計表－ 365

集計表－ 366・367 集計表－ 368・369

集計表－ 370・371 集計表－ 372

回答 1,057

回答 1,057

回答 1,057

回答 1,057

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

健康に不安がある
認知症にならないか
ない

高額でなければ利用する
無料でも利用しない
安くても利用しない

ない
見守り・安否確認、電球交換・ゴミ出し・除雪
庭木の剪定・草取り

ない
見守り・安否確認
話し相手

ない
見守り・安否確認
庭木の剪定・草取り

500円
800円
1,000円

38.6
32.6
20.1

％
％
％

62.9
12.3

7.1

％
％
％

28.3
20.6
18.0

％
％
％

36.0
23.1
18.0

％
％
％

52.5
6.8
6.4

％
％
％

13.6
11.3

9.2

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



している
63.0％

していない
30.4％ 回答

1,057

無回答
6.6％

ある
18.3％

ない
78.1％

回答
666

無回答　3.6％

無回答

その他

遊びに行くのに困る

通院に困る

買い物に困る

15.5％ 

26.9％ 

22.1％ 

47.7％ 

54.4％ 無回答 参加
したい
14.9％ 

友人等と
一緒なら

参加したい
17.2％ 

21.9％

8.8％

あまり参加したいと
思わない
37.2％

参加しない
回答

1,057

参加している　7.9％

知っている
が、参加

したことが
ない

35.3％ 
30.0％

参加したく
ない

19.8％ 

どのような
ものかは
知らない 回答

1,057

その他　1.6％
無回答　5.5％

知っている
54.1％知らない

42.2％
回答

1,057

無回答　3.7％

Ⅰ.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
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南部-8　日々の運転に不安はある

南部-11　介護予防を目的とした「高齢者サロン」に参加したことがある

南部-7　現在、車を運転している

南部-9　免許を返納しない理由（複数回答） 南部-10　「介護予防事業」に参加したいと思う

南部-12　町の歯周病検診や75歳以上の歯科健康診査の認知度

（３）免許の返納

（４）介護予防事業・高齢者サロン

（５）口の健康

集計表－ 373 集計表－ 374

集計表－ 375 集計表－ 376

集計表－ 377 集計表－ 379

回答666

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

している
していない

ない
ある

買い物に困る
通院に困る
その他

あまり参加したいと思わない
参加しない
友人等と一緒なら参加したい

知っているが、参加したことがない
どのようなものか知らない
参加したくない

知っている
知らない

63.0
30.4

％
％

78.1
18.3

％
％

54.4
47.7
26.9

％
％
％

37.2
21.9
17.2

％
％
％

35.3
30.0
19.8

％
％
％

54.1
42.2

％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
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Ⅱ.在宅介護実態調査

⒈ 概要

１．調査名 在宅介護実態調査

２．目的

これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に加え、「介護離職をなくして
いくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高齢者等
の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービス
のあり方を検討する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者 在宅で生活している要介護認定者

５．調査対象者数 300人（令和元年 11月１日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和元年 11月 25日～ 12月 16日

８．調査内容

・調査対象者本人（A票）
　世帯類型、性別、年齢、要介護度、施設への入所・入居の検討状況、現在抱えている傷病、
　現在のサービス利用状況、介護保険以外の支援・サービスの利用状況、
　在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス、家族等による介護の頻度
・主な介護者（B票）
　介護者、性別、介護者の就労状況、不安を感じる介護

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

300 221 73.7％ 221



0%

20%

40%

60%
要介護３以上(n=65)要介護１・２(n=89)

主
な
介
護
者
に
確
認

し
な
い
と
︑わ
か
ら
な
い

不
安
に
感
じ
て
い
る

こ
と
は
︑特
に
な
い

そ
の
他

金
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理
や
生
活
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に

必
要
な
諸
手
続
き

そ
の
他
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事
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身
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︵
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洗
身

食
事
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介
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食
べ
る
時
︶
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間
の
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日
中
の
排
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20%
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と
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不
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じ
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い
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身
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み

︵
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︶

入
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食
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食
べ
る
時
︶

夜
間
の
排
泄

日
中
の
排
泄
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■今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護について、要介護度別にみると、要介護１・２では、
「認知症状への対応」が特に高く、「夜間の排泄」、「日中の排泄」、「外出の付き添い、送迎等」、「食事の準備（調理等）」
で大きい傾向がみられました。

⒉ 分析結果

（１）要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護

要介護度別・主な介護者が不安を感じる介護

サービス利用回数別・主な介護者が不安に感じる介護（訪問系、要介護3以上）

（２）サービス利用回数別・主な介護者が不安に感じる介護

主な介護者が不安に感じる介護は、「認知症状への対応」　「日中・夜間の排泄」など

訪問回数の増加に伴い、介護者の「日中の排泄」「夜間の排泄」などで不安が軽減
■要介護３以上において、訪問系サービスの利用回数をみると、「日中の排泄」、「夜間の排泄」、「入浴・洗身」、「外出
の付き添い、送迎等」では、利用回数の増加により、介護者の不安が軽減する傾向がみられました。



0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

働いていない
(n=77)

パートタイム勤務
(n=24)

フルタイム勤務
(n=56) 17.9％

週1日以下 週1～2日 ほぼ毎日
7.1％ 73.2％

1.8％
週3～4日

8.3％ 4.2％ 79.2％8.3％

3.9％

10.4％ 80.5％5.2％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

パートタイム勤務
(n=22)

フルタイム勤務
(n=54) 13.0％ 64.8％

11.1％11.1％

13.6％ 63.6％

4.5％

18.2％

問題なく、
続けていける

続けて
いくのは、
やや難しい

続けて
いくのは、
かなり難しい

問題はあるが、何とか続けていける
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就労状況別・家族等による介護の頻度

就労状況別・就労継続見込み

（３）就労状況別・家族等による介護の頻度

（４）就労状況別・就労継続見込み

フルタイム勤務では「週１回以下」の割合が高く、「ほぼ毎日」の割合は差がみられない

就労状況に違いはみられず、６割強の介護者が「問題はあるが、何とか続けている」と回答

■家族等による介護の頻度は、フルタイム勤務では「週１日以下」の割合が高く、「ほぼ毎日」の割合は、パートタイ
ム勤務で 79.2％、働いていない場合で 80.5％と、差はみられませんでした。

■就労している介護者の今後の就労継続見込みをみると、就労継続が困難（「続けていくのは、やや難しい」＋「続け
ていくのは、かなり困難」）と回答した割合は、フルタイム勤務で 22.2％、パートタイム勤務で 22.6％となってお
り、就労状況による違いはみられず、６割強の介護者が「問題はあるが、何とか続けている」と回答しています。



0%

20%

40%

60%

80%

100%
働いていない(n=77)パートタイム勤務(n=24)フルタイム勤務(n=56)
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の
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の
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物
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︶
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応

︵
経
管
栄
養
︑ス
ト
ー
マ
等
︶

認
知
症
状
へ
の
対
応

服
薬

外
出
の
付
き
添
い
︑送
迎
等

屋
内
の
移
乗
・
移
動

衣
服
の
着
脱

身
だ
し
な
み

︵
洗
顔
・
歯
み
が
き
等
︶

入
浴
・
洗
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事
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助︵
食
べ
る
時
︶

夜
間
の
排
泄

日
中
の
排
泄

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

無回答

利用していない

その他

サロンなどの定期的な通いの場

見守り、声かけ

移送サービス
（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し

買い物（宅配は含まない）

掃除・洗濯

調理

配食 8.9％

5.4％

12.5％

3.6％

3.6％

7.1％

14.3％

8.9％

3.6％

7.1％

58.9％

5.4％

0％ 20％ 40％

12.5％

5.4％

10.7％

0.0％

0.0％

10.7％

17.9％

16.1％

7.1％

8.9％

32.1％

16.1％無回答

特になし

その他

サロンなどの定期的な通いの場

見守り、声かけ

移送サービス
（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し

買い物（宅配は含まない）

掃除・洗濯

調理

配食
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働いていない介護者は、「日中の排泄」、「夜間の排泄」、「衣服の着脱」を行う割合が高い
■主な介護者の就労の程度（働いていない＜パートタイム勤務＜フルタイム勤務）に応じて、介護者が行っている割
合が低くなる介護は、「日中の排泄」、「夜間の排泄」、「身だしなみ」、「衣服の着脱」、「屋内の移乗・移動」、「認知症
状への対応」があがりました。

（６）フルタイム勤務者の「保険外の支援・サービス」の利用状況と「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」

（５）就労状況別・主な介護者が行っている介護

「移送サービス」、「見守り・声かけ」、「配食」において必要と感じているが、利用していない
■フルタイム勤務で利用している「保険外の支援・サービス」と、「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」
の差をみると、「配食」、「外出同行（通院、買い物など）」、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」、「見守り、声
かけ」、「サロンなどの定期的な通いの場」において、必要と感じているが、利用していない状況がみてとれます。

就労状況別・主な介護者が行っている介護

利用している保険外の支援・サービス（フルタイム勤務） 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（フルタイム勤務）



0％ 20％ 40％ 60％

パートタイム勤務(n=24)フルタイム勤務(n=53)

わからない

介護のために、2～4以外の調整をしながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を
取りながら、働いている

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、
遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

特に行っていない 43.4％

24.5％

22.6％

1.9％

11.3％

3.8％

25.0％

41.7％

29.2％

4.2％

8.3％

0.0％
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働き方の調整は、フルタイム勤務で43.4％、パートタイム勤務で25.0％が「特に行っていない」
■職場における働き方の調整状況について、就労状況別にみると、「特に行っていない」については、フルタイム勤務
で 43.4％、パートタイム勤務で 25.0％となっており、パートタイム勤務の方が調整困難であることがみてとれ、パー
トタイム勤務では「労働時間の調整」が高くなっていました。

（７）就労状況別・介護のための働き方の調整と効果的な勤め先からの支援

就労状況別・介護のための働き方の調整



回答
221

単身世帯
19.5％ 

夫婦のみ
世帯

16.3％ 
その他
62.4％

無回答　1.8％

回答
221

ない

週１日以下
7.2％

22.2％ 

週１～２日
6.3％

週３～４日
3.2％ 

ほぼ毎日
57.5％

無回答　3.6％

回答
164

配偶者
23.2％ 

子
47.6％ 

子の
配偶者
23.8％

孫　0.6％
兄弟・姉妹　1.2％ その他　3.0％

無回答　0.6％

男性
29.9％

女性
67.7％

無回答　2.4％

回答
164

回答
221
回答
164

40 代　9.1％

50 代

29.9％

22.6％

14.0％

18.9％

60 代

70 代

80 代以上

わからない　0.6％
無回答　1.8％

20 代　0.0％
20 歳未満　0.0％

30 代　3.0％

％1.2無回答
％6.1その他

％72.6金銭管理や生活面に必要な諸手続き
％80.5その他の家事（清掃、洗濯、買い物等）

％76.8食事の準備（調理等）
％10.4医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

％39.6認知症状への対応
％68.3服薬
％65.2外出の付き添い、送迎等

％29.3屋内の移乗・移動
％46.3衣服の着脱
％43.3身だしなみ（洗顔・歯みがき等）

％20.7入浴・洗身
％28.0食事の介助（食べる時）
％26.8夜間の排泄
％31.7日中の排泄
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問 1-5　主な介護者の年齢

⒊ 集計表

問１-1　世帯類型 問1-2　家族等による介護の頻度

問1-3　主な介護者の本人との関係 問1-4　介護者の性別

問 1-6　主な介護者が行っている介護（複数回答）

（１）調査対象者本人（Ａ票）

回答 164

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

その他
単身世帯
夫婦のみ世帯

ほぼ毎日
ない
週１日以下

子
子の配偶者
配偶者

女性
男性

60代
50代
70代

その他の家事（清掃、洗濯、買い物等）
食事の準備（調理等）
金銭管理や生活面に必要な諸手続き

62.4
19.5
16.3

％
％
％

57.5
22.2

7.2

％
％
％

47.6
23.8
23.2

％
％
％

67.7
29.9

％
％

29.9
22.6
18.9

％
％
％

80.5
76.8
72.6

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



無回答

わからない

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者以外の家族・親族が転職した

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた

主な介護者が仕事を辞めた

15.9％ 

4.3％ 

61.0％ 

1.2％ 

4.3％ 

0.6％ 

12.8％ 

無回答
利用していない

その他
サロンなどの定期的な通いの場

見守り・声かけ
移送サービス（介護・福祉タクシー等）
外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し
買い物（宅配は含まない）

清掃・洗濯
調理
配食

13.6％ 
52.9％ 

5.9％ 
2.3％ 

4.5％ 
16.3％ 

5.0％ 
3.2％ 
3.6％ 

7.2％ 
5.0％ 

7.2％ 

無回答
特になし
その他

サロンなどの定期的な通いの場
見守り・声かけ

移送サービス（介護・福祉タクシー等）
外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し
買い物（宅配は含まない）

清掃・洗濯
調理
配食

18.6％ 
35.7％ 

5.9％ 
4.5％ 

10.0％ 
22.2％ 

13.6％ 
6.3％ 

5.4％ 
7.7％ 

5.4％ 
9.5％ 

回答
221 検討して

いない
56.1％ 検討中

22.6％ 

申請済
18.1％

無回答　3.2％

無回答
わからない

なし
その他

眼科・耳鼻科疾患
糖尿病
難病

パーキンソン病
認知症

変形性関節疾患
膠原病（関節リウマチ含む）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症等）
腎疾患（透析）
呼吸器疾患

悪性新生物（がん）
心疾患（心臓病）

脳血管疾患（脳卒中）

0.5％ 
2.7％ 
2.3％ 

19.9％ 
22.2％ 

14.9％ 
1.4％ 

4.5％ 
48.4％ 

10.0％ 
2.3％ 

18.1％ 
2.3％ 

5.0％ 
3.2％ 

16.7％ 
16.3％ 

回答
221

利用
している
13.1％

利用していない
84.2％

無回答　2.7％
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問1-11　本人が抱えている傷病（複数回答）

問１-7　介護のために離職の有無（複数回答） 問1-8　保険外の支援・サービスの利用状況

問1-9　在宅生活の継続のための充実が必要な支援・サービス 問1-10　施設等の検討状況

問1-12　訪問診療の利用の有無

回答221

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 221

回答 221

回答 164

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない
主な介護者が仕事を辞めた
主な介護者が転職した

利用していない
移送サービス（介護・福祉タクシー等）
配食、清掃・洗濯

特になし  
移送サービス（介護・福祉タクシー等）
外出同行（通院・買い物など）

検討していない
検討中
申請済

認知症
眼科・耳鼻科疾患
その他

利用していない  
利用している  

61.0
12.8
4.3

％
％
％

52.9
16.3
7.2

％
％
％

35.7
22.2
13.6

％
％
％

56.1
22.6
18.1

％
％
％

48.4
22.2
19.9

％
％
％

84.2
13.1

％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉



回答
221 利用

している
65.2％

利用して
いない
26.7％

無回答
8.1％

無回答
その他

サービスを受けたいが手続きや利用方法がわからない
住宅改修、福祉用具・購入のみを利用するため

利用したいサービスが利用できない、身近にない
利用料を支払うのが難しい

以前、利用していたサービスに不満があった
家族が介護するため必要ない

本人にサービス利用の希望がない
現在では、サービスを利用するほどの状態ではない

1.7％ 
10.2％ 

5.1％ 
10.2％ 

0.0％ 
8.5％ 

1.7％ 
37.3％ 

20.3％ 
37.3％ 

回答
164

フルタイム
勤務
34.1％

パート
タイム勤務
14.6％

働いて
いない
47.0％

わからない　0.6％
無回答　3.7％

無回答

わからない

その他、介護のために調整しながら働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら働いている

介護のために、「休暇」を取りながら働いている

介護のために、「労働時間を調整」しながら働いている

特に行っていない

3.8％ 

2.5％ 

10.0％ 

2.5％ 

23.8％ 

28.8％ 

36.3％ 

主な介護者に確認しないと、わからない
特にない
その他

介護をしている従業員への経済的な支援
介護に関する相談窓口・相談担当者の設置
仕事と介護の両立に関する情報の提供

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）
労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

制度を利用しやすい職場づくり
介護休業・介護休暇等の制度の充実

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

1.3％ 
15.0％ 

2.5％ 
13.8％ 

3.8％ 
12.5％ 

3.8％ 
20.0％ 

26.3％ 
28.8％ 

22.5％ 

回答
80

61.3％

問題はあるが、
何とか続けていける

12.5％

続けていくのは、
やや難しい

8.8％

続けていくのは、
かなり難しい

わからない　0.0％ 無回答　5.0％

12.5％

問題なく、
続けていける

34.1％
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問2-3　就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援

問１-13　介護保険サービスの利用の有無 問1-14　介護保険サービス未利用の理由

問2-1　主な介護者の勤務形態 問2-2　主な介護者の働き方の調整の状況

問2-4　主な介護者の就労継続の可否に係る意識

回答59

回答 80

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 80

（２）主な介護者（Ｂ票）

利用している
利用していない

現在では、サービスを利用するほどの状態ではない
家族が介護するため必要ない
本人にサービス利用の希望がない

働いていない  
フルタイム勤務  
パートタイム勤務  

特に行っていない
介護のために、「労働時間を調整」しながら働いている
介護のために、「休暇」を取りながら働いている

介護休業・介護休暇等の制度の充実
制度を利用しやすい職場づくり
自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

問題はあるが、何とか続けていける  
問題なく、続けていける 
続けていくのは、やや難しい 

65.2
26.7

％
％

37.3
37.3
20.3

％
％
％

47.0
34.1
14.6

％
％
％

36.3
28.8
23.8

％
％
％

28.8
26.3
22.5

％
％
％

61.3
12.5
12.5

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒈
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒉



不安に感じていることは、特にない
その他

金銭管理や生活面に必要な諸手続き
その他の家事（清掃、洗濯、買い物等）

食事の準備（調理等）
医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

認知症状への対応
服薬

外出の付き添い、送迎等
屋内の移乗・移動

衣服の着脱
身だしなみ（洗顔・歯みがき等）

入浴・洗身
食事の介助（食べる時）

夜間の排泄
日中の排泄

無回答 5.5％ 
主な介護者に確認しないと、わからない 1.2％ 

7.3％ 
4.3％ 

11.0％ 
7.9％ 

15.9％ 
7.3％ 

41.5％ 
8.5％ 

20.1％ 
9.8％ 

6.7％ 
4.9％ 

14.6％ 
8.5％ 

25.0％ 
20.7％ 

回答
221

50.2％
週２～３回

8.1％
週１回

月１～３回　7.7％
年に数回　1.4％

していない　8.1％

22.2％
週４回以上

無回答　2.3％

回答
221

33.9％

週１～５回
程度

14.9％

月１～３回
程度

27.6％

ほとんど
ない

無回答　4.5％

19.0％
ほぼ毎日

回答
221

ある
28.5％

ない
67.0％

無回答　4.5％

回答
221

11.3％
週２～３回

9.5％
週１回

12.7％

27.6％

月１～３回

年に数回

32.1％

会って
いない

週４回以上　5.4％無回答　1.4％
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問3-3　趣味の有無

問2-5　今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護

問3-1　外出頻度 問3-2　声を出して笑う機会

問3-4　友人・知人と会う頻度

■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 164

（３）日本老年学的評価研究プロジェクト（JAGES）との共同研究設問

認知症状への対応
夜間の排泄
日中の排泄

週２～３回  
週に４回以上  
週１回、していない  

週１～５回程度
ほとんどない
ほぼ毎日

ない
ある

会っていない  
年に数回  
月１～３回  

41.5
25.0
20.7

％
％
％

50.2
22.2
8.1

％
％
％

33.9
27.6
19.0

％
％
％

67.0
28.5

％
％

32.1
27.6
12.7

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊
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Ⅲ.在宅生活改善調査

⒈ 概要

１．調査名 在宅生活改善調査

２．目的

・現在自宅等にお住まいの人で、「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなって
　いる人」の実態を把握する
・調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、住み慣れた地域での生活の継続性を
　高めるために必要な支援やサービス、連携のあり方を検討する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者 南部町内の居宅介護支援事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

５．調査対象者数 ９事業所（令和２年２月 25日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和２年２月 25日～３月 19日

８．調査内容

・事業所票
　過去１年間に「自宅等から居所を変更した利用者数・居所を変更した利用者の居所」
・利用者票
　利用者の世帯類型・現在の居所・介護度、現在のサービス利用では、生活の維持が難
　しくなっている理由

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

９ ８ 88.9％ 8



0 5 10 15 20 25（人）

南部町外南部町内

その他

特別養護老人ホーム

療養型・介護医療院

介護老人保健施設

グループホーム

サービス付き高齢者向け住宅

住宅型有料老人ホーム

兄弟・子ども・親戚等の家 1 3

5 1

4 0

0

0

23

4 1

1

1

10 1

0

48人南部町での変更

7人南部町外への変更

（注1）「自宅等」には、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・軽費老人ホームを含めていません。
（注2）「粗推計」は、居所を変更した人数や自宅等で死亡した人数に、回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

(n=96)
居所変更
57.3％

自宅等で死亡
42.7％

南部町全体で、過去1年間に自宅等から居所を変更した人数（粗推計） 62人
南部町全体で、過去1年間に自宅等で死亡した人数（粗推計） 46人
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■自宅等での生活が困難となり、居所を変更した人は 55人で、そのうち南部町内での変更は 48人（87.3％）、南部
町外への変更は 7人（12.7％）となっています。

■変更後の行先は、「グループホーム」が 23人で最も多く、次いで「特別養護老人ホーム」が 11人となっています。

⒉ 分析結果

（１）過去１年間に、自宅から居所を変更した人の行先別の人数

（２）過去１年間の居所変更と自宅等で死亡した人数と割合

自宅等で生活が困難となり、居所を変更した人は 55 人、行先は「グループホーム」が最多

「自宅等から居所を変更した人」の推計は 62 人、「自宅等で死亡した人」の推計は 46 人
■調査票の回収率の逆算を乗じて簡易的に算出すると、自宅等から居所を変更した人は 62人（57.3％）、自宅等で死
亡した人は 46人（42.7％）と推計されます。



0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

(n=55) 18.2％ 20.0％ 20.0％ 27.3％ 12.7％
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

要支援1 0.0％

要支援2 1.8％

（注）「粗推計」は、在宅での生活の維持が難しくなっている人数に回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。

自宅等に居住／生活の維持が難しい自宅等に居住／生活上の問題はない

サービス付高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・
軽費老人ホームに居住／生活の維持が難しい

サービス付高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・
軽費老人ホームに居住／生活上の問題はない

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

(n=700)

1.0％4.4％

83.4％ 11.1％

自宅・サービス付高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・軽費老人ホームに
居住する人のうち、生活の維持が難しくなっている割合 5.4％
南部町全体で、在宅での生活の維持が難しくなっている人数（粗推計） 43人
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Ⅲ.在宅生活改善調査

■自宅等での生活が困難となり、居所を変更した人の要介護度の内訳は、「要介護４」が 27. ３％で最も多くなってい
ます。

（３）過去１年間に自宅から居所を変更した人の要介護度の内訳

（４）現在、在宅での生活の維持が難しくなっている人

自宅等で生活が困難となり、居所を変更した人の要介護度の内訳は「要介護４」が最多

生活の維持が難しくなっている割合は5.4％、利用者数は43人と推計
■自宅・サービス付高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームに居住する人のうち、生活の維持が難しくなっている割
合は 5.4％、調査票の回収率の逆算を乗じて簡易的に算出すると、利用者数は 43人と推計されます。



要介護3～要介護5（n=20）要支援1～要介護2（n=18）合計（n=38）

28.9％

35.0％
22.2％

2.6％

0.0％
5.6％

10.5％

10.0％
11.1％

18.4％

25.0％
11.1％

44.7％

35.0％
55.6％

39.5％

55.0％
22.2％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

本人の状態等の改善

その他､本人の状態等の悪化

医療的ケア･医療処置の必要性の高まり

認知症の症状の悪化

必要な身体介護の増大

必要な生活支援の発生･増大

78

Ⅲ.在宅生活改善調査

■最も多いのは、「その他世帯で、自宅等（持ち家）に住む、要介護２以下の方」で全体の 15.8％を占め、次いで「単
身の子どもとの同居で、自宅等（持ち家）に住む、要介護３以上の方」となっています。

（５）現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の属性

（６）生活の維持が難しくなっている理由（本人の状態に属する理由、複数回答）

最も多いは、「その他世帯で、自宅等（持ち家）に住む、要介護２以下の方」で、全体の15.8％

要介護２以下では「認知症の症状の悪化」、要介護３以上では「必要な身体介護の増大」
■要介護２以下では、「認知症の症状の悪化」が最も多く、次いで「必要な生活支援の発生・増大」、「必要な身体介護
の増大」となっています。

■要介護３以上では、「必要な身体介護の増大」が最も多く、次いで「必要な生活支援の発生・増大」、「認知症の症状
の悪化」となっています。

順
位
（
上
位
10
類
型
）

回
答
数

粗
推
計

割
　
　
合

世帯類型 居　　所 要介護度

独
　
　
居

夫
婦
の
み
世
帯

単
身
の
子
ど
も

と
の
同
居

そ
の
他
世
帯

自
宅
等
（
持
ち
家
）

自
宅
等
（
借
家
）

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅
・

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
・

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

要
介
護
２
以
下

要
介
護
３
以
上

1 6 人 7人 15.8% ★ ★ ★
2 5 人 6人 13.2% ★ ★ ★
3 4 人 5人 10.5% ★ ★ ★
4 3 人 3人 7.9% ★ ★ ★
4 3 人 3人 7.9% ★ ★ ★
4 3 人 3人 7.9% ★ ★ ★
7 2 人 2人 5.3% ★ ★ ★
7 2 人 2人 5.3% ★ ★ ★
7 2 人 2人 5.3% ★ ★ ★
7 2 人 2人 5.3% ★ ★ ★

上記以外 6人 8人 15.8%
合計 38人 43人 100.0%

（注）「粗推計」は、回答数に回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。また、「上記以外」には、要介護度が「新規申請中」の人や属性が不明な人を含めています。

※「合計」には、要介護度が「新規申請中」の人や不明な人を含んでいます。



要介護3～要介護5（n=20）要支援1～要介護2（n=18）合計（n=38）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

無回答

該当なし

その他､本人の意向等があるから

費用負担が重いから

本人が介護者の負担の軽減を望むから

居住環境が不便だから

生活不安が大きいから

本人が､一部の居宅サービスの利用を望まないから

7.9％

10.0％
5.6％

7.9％

5.0％
11.1％

28.9％

30.0％
27.8％

26.3％

25.0％
27.8％

7.9％

10.0％
5.6％

5.3％

5.0％
5.6％

18.4％

15.0％
22.2％

5.3％

10.0％
0.0％

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％

要介護3～要介護5（n=20）要支援1～要介護2（n=18）合計（n=38）

無回答

該当なし

その他､家族等介護者の意向等があるから

本人と家族等の関係性に課題があるから

家族等の就労継続が困難になり始めたから

費用負担が重いから

家族等の介護等技術では対応が困難

介護者が､一部の居宅ｻｰﾋﾞｽの利用を望まないから

介護者の介護に係る不安･負担量の増大
21.2％

20.0％
22.2％

7.9％

15.0％
0.0％

18.4％

20.0％
16.7％

28.9％

20.0％
38.9％

7.9％

10.0％
5.6％

21.1％

15.0％
27.8％

18.4％

20.0％
16.7％

5.3％

0.0％
11.1％

10.5％

15.0％
5.6％
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Ⅲ.在宅生活改善調査

■要介護２以下では、「費用負担が重いから」と「その他、本人の意向等があるから」が最も多く、次いで「生活不安
が大きいから」となっています。

■要介護３以上では、「その他、本人の意向等があるから」が最も多く、次いで「費用負担が重いから」、「生活不安が
大きいから」となっています。

（７）生活の維持が難しくなっている理由（本人の意向に属する理由、複数回答）

（８）生活の維持が難しくなっている理由（家族等介護者の意向・負担等に属する理由、複数回答）

共通して多い理由は、「費用負担が重いから」と「その他、本人の意向等があるから」

要介護2以下では「費用負担が重いから」や「本人と家族等の関係性に課題があるから」など
■要介護 2以下では、「費用負担が重いから」が最も多く、次いで「本人と家族等の関係性に課題があるから」、「介
護者の介護に係る不安・負担量の増大」となっています。



要介護3～要介護5（n=11）要支援1～要介護2（n=4）合計（n=15）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

更衣･整容

入浴

排泄(夜間)

排泄(日中)

食事摂取

移乗･移動

見守り･付き添い

40.0％

36.4％
50.0％

13.3％

9.1％

46.7％

26.7％

36.4％

80.0％

81.8％
75.0％

75.0％
66.7％

63.6％

27.3％

26.7％
25.0％

45.5％

0.0％

50.0％

25.0％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

要介護3～要介護5（n=7）要支援1～要介護2（n=10）合計（n=17）

その他

近隣住民等とのトラブル

深夜の対応

強い介護拒否がある

暴言･暴力などがある

徘徊がある

意欲の低下

金銭管理が困難

薬の飲み忘れ

一人での外出が困難

家事に支障がある

5.9％

0.0％
11.8％

28.6％
0.0％

35.3％

28.6％
40.0％

10.0％

17.6％

28.6％
10.0％

35.3％

42.9％
30.0％

52.9％

42.9％
60.0％

47.1％

14.3％
41.2％

28.6％
50.0％

20.0％
28.6％

23.5％

14.3％

29.4％
40.0％

35.3％

42.9％
30.0％

70.0％
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Ⅲ.在宅生活改善調査

■共通して多い理由は、「排泄（日中）」、「排泄（夜間）」、「移乗・移動」、「更衣・整容」となっています。
■要介護２以下では、「見守り・付き添い」と「更衣・整容」の割合が、要介護３以上より高くなっています。

（９）「必要な身体介護の増大」が理由の人の具体的な内容（複数回答）

（10）「認知症の症状の悪化」が理由の人の具体的な内容（複数回答）

共通して多い理由は、「排泄（日中）」、「排泄（夜間）」、「移乗・移動」、「更衣・整容」

要介護２以下では「薬の飲み忘れ」、要介護３以上では「一人での外出が困難」や「暴言・暴力」など
■要介護２以下では、「薬の飲み忘れ」が最も多く、次いで「一人での外出が困難」、「金銭管理が困難」となっています。
■要介護３以上では、「一人での外出が困難」や「暴言・暴力がある」、「深夜の対応」が高い割合を占めています。
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Ⅳ  居所変更実態調査
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Ⅳ.居所変更実態調査

⒈ 概要

１．調査名 居所変更実態調査

２．目的
・過去１年間の新規入居・退去の流れや退去の理由などを把握する
・調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、施設・居住系サービスでの生活の継
　続性を高めるために必要な機能や、外部サービス資源との連携等を検討する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者 南部町内の介護施設等（有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅含む）

５．調査対象者数 22事業所（令和２年２月 25日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和２年２月 25日～３月 19日

８．調査内容
施設のサービス種別・概要、入所・入居者の人数、医療措置の受入可否、過去１年間の
新規の入所・入居者の人数、入所・入居する前の居所別人数、過去１年間の施設を退所・
退居した人数、行き先、退所・退居理由

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

22 20 90.9％ 20



84

Ⅳ.居所変更実態調査

■「住宅型有料老人ホーム」や「グループホーム」では、退居・退所者のうち死亡は３割超であり、約７割は居所変更です。
「特別養護老人ホーム」では、退所者のうち死亡は９割超で割合が高くなっています。

（１）過去１年間の退居・退所者に占める居所変更・死亡の割合

「特別養護老人ホーム」の退居者のうち、死亡は 94.6％と割合が高い

⒉ 分析結果

過去 1 年間の住宅型有料老人ホームの入居及び退居の流れ
新規入居

【住宅型有料老人ホーム】
4施設　86室

退　　居

52人
変更後 南部町内 南部町外 合計
自宅  5人（13.5%） 2人（5.4%）  7人（18.9%）

住宅型有料老人ホーム 1人（2.7%）  6人（16.2%）  7人（18.9%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 11人（29.7%） 0人（0.0%） 11人（29.7%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 1人（2.7%） 0人（0.0%） 1人（2.7%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他の医療機関 1人（2.7%） 2人（5.4%） 3人（8.1%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 3人（8.1%） 3人（8.1%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 4人（10.8%） 1人（2.7%）  5人（13.5%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 23人（62.2%） 14人（37.8%） 37人（100.0%）

入居前 南部町内 南部町外 合計
自宅 12人（23.1%） 4人（7.7%） 16人（30.8%）

住宅型有料老人ホーム 1人（1.9%） 5人（9.6%）  6人（11.5%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 4人（7.7%） 1人（1.9%） 5人（9.6%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 4人（7.7%） 4人（7.7%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 5人（9.6%） 2人（3.8%）  7人（13.5%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム 1人（1.9%） 1人（1.9%） 2人（3.8%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 4人（7.7%）  8人（15.4%） 12人（23.1%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 27人（51.9%） 25人（48.1%） 52人（100.0%）

54人 居所変更　37人（68.5％）
死　　亡　17人（31.5％）

過去 1 年間のサービス付高齢者向け住宅の入居及び退居の流れ
新規入居

【サービス付高齢者向け住宅】
1施設　26戸

退　　居

11人
変更後 南部町内 南部町外 合計
自宅  1人（25.0%）  1人（25.0%）  2人（50.0%）

住宅型有料老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設  1人（25.0%） 0人（0.0%）  1人（25.0%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他の医療機関 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム  1人（25.0%） 0人（0.0%）  1人（25.0%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

把握していない 0人（0.0%）

合計  3人（75.0%）  1人（25.0%）  4人（100.0%）

入居前 南部町内 南部町外 合計
自宅  2人（18.2%） 1人（9.1%）  3人（27.3%）

住宅型有料老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 1人（9.1%） 1人（9.1%）

グループホーム 1人（9.1%） 0人（0.0%） 1人（9.1%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0％）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他  4人（36.4%）  2人（18.2%）  6人（54.5%）

把握していない 0人（0.0%）

合計  7人（63.6%）  4人（36.4%） 11人（100.0%）

10人 居所変更　4人（40.0％）
死　　亡　6人（60.0％）



85

Ⅳ.居所変更実態調査

過去1年間のグループホームの入所及び退所の流れ
新規入居

【グループホーム】
11施設　定員153人

退　　居

64人
変更後 南部町内 南部町外 合計
自宅 1人（3.0%） 0人（0.0%） 1人（3.0%）

住宅型有料老人ホーム 3人（9.1%） 0人（0.0%） 3人（9.1%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 1人（3.0%） 0人（0.0%） 1人（3.0%）

介護老人保健施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 1人（3.0%） 1人（3.0%）

その他の医療機関 15人（45.5%）  5人（15.2%） 20人（60.6%）

特別養護老人ホーム 3人（9.1%） 0人（0.0%） 3人（9.1%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 1人（3.0%） 0人（0.0%） 1人（3.0%）

把握していない 3人（9.1%）

合計 24人（72.7%）  6人（18.2%） 33人（100.0%）

入居前 南部町内 南部町外 合計
自宅 26人（40.6%） 0人（0.0%） 26人（40.6%）

住宅型有料老人ホーム 5人（7.8%） 3人（4.7%）  8人（12.5%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 1人（1.6%） 0人（0.0%） 1人（1.6%）

グループホーム 11人（17.2%） 0人（0.0%） 11人（17.2%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 1人（1.6%） 1人（1.6%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 4人（6.3%） 0人（0.0%） 4人（6.3%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 10人（15.6%） 3人（4.7%） 13人（20.3%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 57人（89.1%）  7人（10.9%） 64人（100.0%）

50人 居所変更　33人（66.0％）
死　　亡　17人（34.0％）

過去 1年間の介護老人保健施設の入所及び退所の流れ
新規入居

【介護老人保健施設】
1施設　定員100人

退　　居

43人
変更後 南部町内 南部町外 合計
自宅 4人（7.5%） 5人（9.4%）  9人（17.0%）

住宅型有料老人ホーム 1人（1.9%） 2人（3.8%） 3人（5.7%）

軽費老人ホーム 1人（1.9%） 1人（1.9%） 2人（3.8%）

サービス付高齢者向け住宅 1人（1.9%） 1人（1.9%） 2人（3.8%）

グループホーム 1人（1.9%） 0人（0.0%） 1人（1.9%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

療養型・介護医療院 1人（1.9%） 4人（7.5%） 5人（9.4%）

その他の医療機関 15人（28.3%） 11人（20.8%） 26人（49.1%）

特別養護老人ホーム 4人（7.5%） 0人（0.0%） 4人（7.5%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 1人（1.9%） 1人（1.9%）

その他 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 28人（52.8%） 25人（47.2%） 53人（100.0%）

入居前 南部町内 南部町外 合計
自宅 2人（4.7%） 11人（25.6%） 13人（30.2%）

住宅型有料老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 0人（0.0%） 1人（2.3%） 1人（2.3%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 2人（4.7%） 2人（4.7%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 1人（2.3%） 1人（2.3%）

その他 11人（25.6%） 15人（34.9%） 26人（60.5%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 13人（30.2%） 30人（69.8%） 43人（100.0%）

55人 居所変更　53人（96.4％）
死　　亡 　2人（ 3.6％）
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（２）過去１年間に各施設から居所変更した人の要支援・要介護度

居所変更した施設は、「介護老人保健施設」で53人と最も多い
■居所変更したサービス種別は、「介護老人保健施設」で 53 人と最も多く、次いで「住宅型有料老人ホーム」で 37 人、
「グループホーム」で 33 人となっています。

サービス種別 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

住宅型有料老人ホーム
（n＝4） 1 人 1 人 2 人 2 人 10 人 14 人 7 人 37 人

サービス付高齢者向け住宅
（n＝1） 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 0 人 2 人 4 人

グループホーム
（n＝11） 0 人 0 人 4 人 9 人 3 人 9 人 8 人 33 人

介護老人保健施設
（n＝1） 0 人 0 人 1 人 8 人 15 人 13 人 16 人 53 人

特別養護老人ホーム
（n＝3） 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 2 人

合計
（n＝20） 1 人 1 人 8 人 19 人 30 人 36 人 34 人 129 人

過去1年間の特別養護老人ホームの入所及び退所の流れ
新規入居

【特別養護老人ホーム】
3施設　定員150人

退　　居

38人
変更後 南部町内 南部町外 合計
自宅  1人（50.0%） 0人（0.0%）  1人（50.0%）

住宅型有料老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

グループホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他の医療機関  1人（50.0%） 0人（0.0%）  1人（50.0%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 2人（100.0%） 0人（0.0%） 2人（100.0%）

入居前 南部町内 南部町外 合計
自宅 12人（31.6%） 17人（44.7%） 29人（76.3%）

住宅型有料老人ホーム 0人（0.0%） 1人（2.6%） 1人（2.7%）

軽費老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

サービス付高齢者向け住宅 1人（2.6%） 0人（0.0%） 1人（2.6%）

グループホーム 2人（5.3%） 1人（2.6%） 3人（7.9%）

特定施設入居者生活介護 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

地域密着型特定施設 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

介護老人保健施設  4人（10.5%） 0人（0.0%）  4人（10.5%）

療養型・介護医療院 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）
地域密着型

特別養護老人ホーム 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

その他 0人（0.0%） 0人（0.0%） 0人（0.0%）

把握していない 0人（0.0%）

合計 19人（50.0%） 19人（50.0%） 38人（100.0%）

37人 居所変更 　2人（ 5.4％）
死　　亡　35人（94.6％）
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（３）過去１年間に居所変更した理由（複数回答）

「医療的ケア・医療処置の必要性の高まり」と「認知症の症状の悪化」の割合が高い

医療処置を受けている利用者が多いのは「特別養護老人ホーム」で、「経管栄養」の措置が多い

■居所変更した理由は、「医療的ケア・医療措置の必要性の高まり」が最も高く、次いで「認知症の症状の悪化」、「必
要な身体介護の発生・増大」となっています。

■医療処置を受けている利用者が多いのは、「特別養護老人ホーム」、「介護老人保健施設」、「住宅型有料老人ホーム」で、
医療処置では、「経管栄養」が最も多く、次いで「喀痰吸引」となっています。

（４）受けている医療措置別の入所・入居者数

サービス種別 点滴の
管理

中心静脈
栄養 透析 ストーマ

の処置 酸素療法 レスピ
レーター

気管切開
の処置

疼痛の
看護 経管栄養 モニター

測定
褥瘡の
処置 カテーテル 喀痰吸引 インスリン

注射

住宅型有料老人ホーム
（n=4)

0 人 0人 2人 3人 2人 0人 0人 0人 5人 0人 0人 1人 0人 5人
0.0% 0.0% 2.4% 3.5% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 5.9%

軽費老人ホーム
（n=0)

0 人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

サービス付高齢者向け住宅
（n=1)

1 人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 0人 1人 0人 3人 0人
4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 4.0% 0.0% 12.0% 0.0%

グループホーム
（n=11)

2 人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 4人 0人 3人 1人
1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 2.0% 0.7%

特定施設入居者生活介護
（n=0)

0 人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

地域密着型特定施設
（n=0)

0 人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

介護老人保健施設
（n=1)

0 人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 7人 0人 2人 7人 9人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 2.2% 7.8% 10.0% 0.0%

療養型・介護医療院
（n=0)

0 人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

特別養護老人ホーム
（n=3)

0 人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 28人 0人 4人 4人 20人 1人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 18.8% 0.0% 2.7% 2.7% 13.4% 0.7%

地域密着型
特別養護老人ホーム

（n=0)

0 人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計
（n=20)

3 人 0人 2人 5人 5人 0人 0人 0人 43人 0人 11人 12人 35人 7人
0.6% 0% 0.4% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 2.2% 2.4% 7.0% 1.4%
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⒈ 概要

１．調査名 介護人材実態調査

２．目的

・介護人材の実態を個票で把握することにより、性別・年齢別・資格の有無別などの詳
　細な実態を把握し、介護人材の確保に向けて必要な取組み等を検討する
・調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、地域内の介護人材の確保・サービス
　提供方法の改善などにつなげていく

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者 南部町内の介護事業所、介護施設等（有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅含む）

５．調査対象者数 47事業所（令和２年２月 25日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和２年２月 25日～３月 19日

８．調査内容 施設のサービス種別・介護職員の総数・性別・年齢構成、資格保有状況、過去１年間の
介護職員の採用者数と離職者数、訪問介護サービスにおけるサービス提供の実態

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

47 43 91.5％ 43



介護福祉士 介護職員実務者研修修了等 介護職員初任者研修修了等

いずれも該当しない 無回答

施設・居住系（n＝306）

通所系（n＝118）

訪問系（n＝125）

合計（n＝549）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

0.5％53.6％ 17.9％ 21.5％6.6％

2.4％

2.4％61.6％ 28.8％4.8％

4.2％48.3％ 32.2％15.3％

52.3％ 14.4％ 25.2％8.2％

介護福祉士 介護職員実務者研修修了等 介護職員初任者研修修了等

いずれも該当しない 無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

20 歳未満（n＝ 5）

20歳代（n＝ 69）

30歳代（n＝ 91）

40歳代（n＝140）

50歳代（n＝168）

60歳代（n＝ 74）

70歳以上（n＝ 2）

合計（n＝549） 53.6％

36.5％

50.6％ 23.8％

21.6％

50.0％

17.9％ 21.5％

16.1％

50.0％

39.2％

6.6％

8.3％

8.8％5.5％

64.3％ 11.4％10.0％ 14.3％

67.0％ 18.7％

33.3％43.5％ 21.7％

20.0％20.0％ 20.0％ 40.0％

0.5％

2.7％

1.4％

1.2％
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■「介護福祉士」が占める割合は、全体では 53.6％、サービス系統別では、「訪問系」が一番高く 61.6％、「施設・居住系」
では 52.3％、「通所系」では 48.3％でした。

■資格のない職員の割合は、全体で 21.5％、サービス系統別では、「通所系」が一番高く 32.2％、「施設・居住系」
では 25.2％でした。

（１）サービス系統別の資格保有の状況割合

（２）年齢別の資格保有の状況

介護福祉士が占める割合は、全体で 53.6％、資格のない職員の割合は、全体で 21.5％

30 歳代から 50 歳代の半数以上が「介護福祉士」の資格を保有、高齢になるにつれて割合が減少
■ 30 歳代と 40 歳代の職員については、「介護福祉士」の資格の保有割合が高く、30 歳代で 67.0％、40 歳代で
64.3％でした。

■ 20歳代と 60歳代の資格のない職員の割合が高く、20歳代で 33.3％、60歳代で 39.2％でした。

⒉ 分析結果



正規職員 非正規職員 無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

施設・居住系（n＝306）

通所系（n＝118）

訪問系（n＝125）

合計（n＝549） 80.9％

85.6％

18.9％

13.6％

69.5％ 30.5％

83.3％ 16.7％

0.8％

0.2％

男性（計）男性（正規職員） 女性（計）女性（正規職員）

男性（正規職員）

0％ 10％ 20％ 30％

0.0％ 0.2％

0.2％ 0.4％

6.0％

6.9％ 8.2％

11.3％

23.7％

20.0％

12.9％

18.9％

16.8％

10.9％

30％ 20％ 10％ 0％

20 歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

1.5％2.2％

0.2％0.2％

0.5％0.5％

6.2％6.7％

5.5％

3.5％

3.6％

5.5％

3.6％

4.4％
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■正規職員の割合は、全体では 80.9％、サービス系統別では、「訪問系」が一番高く 85.6％、「施設・居住系」では
83.3％、「通所系」では 69.5％でした。

（３）サービス系統別の正規職員・非正規職員の割合

（４）性別・年齢別の雇用形態の構成比（全サービス系統合計）

「訪問系」・「施設・居住系」では正規職員が約85％と高い一方、「通所系」では、69.5％と低い

50歳代の女性職員が占める割合が23.7％と高く、高齢になるにつれて非正規職員の割合が増加
■男性職員の割合 23.1％に対し、女性職員の割合は 76.7％でした。
■年齢別にみると 40歳代と 50歳代の女性職員の割合が高く、50歳代で 23.7％、40歳代で 20.0％でした。
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

土日平日

非正規職員

0 5 10 15 20 25 30 35 40

正規職員合計 非正規職員

施設・居住系
（n＝306）

通所系
（n＝118）

訪問系
（n＝122）

全サービス系統
（n＝546）

44.4
42.5 40.2

32.8

非正規職員正規職員

28.7

33.0
37.4
36.7

36.3

36.9

37.4

37.8

31.3

31.8

37.1
34.6

〈職員1人あたりの1週間の勤務時間〉 平日・土日別の職員1人・1日あたり
訪問介護サービス時間（身体介護）〈 〉（時間） （分）

（５）生活の維持が難しくなっている理由（本人の状態に属する理由、複数回答）

「通所系」では、正規職員・非正規職員ともに、他のサービス系統と比較して勤務時間が短い
■「通所系」では、正規職員・非正規職員ともに、他のサービス系統と比較して勤務時間が短く、平均で 28.7 時間
程度となっています。

■「訪問系」の身体介護の提供時間は、土日では平日と比べサービス提供時間が低下しています。

■昨年と比較して、すべてのサービス系統で職員数は増加しています。最も増加割合が高いのは、「訪問系」で
105.2％でした。

■過去１年間に採用された職員（前の職場が介護事業所）については、合計で 50.0％の職員は前の職場が南部町以外
でした。

（６）介護職員の採用者数・離職者数

「訪問系」の正規職員が5.2％増、採用された職員の50.0％が他市町村で勤務

サービス系統
（該当事業所数）

職員総数 採用者数 離職者数 昨年比

正規職員 非正規職員 小計 正規職員 非正規職員 小計 正規職員 非正規職員 小計 正規職員 非正規職員 小計

全サービス系統
（n=43） 459 人 107 人 566 人 48人 25人 73人 32人 22人 54人 103.6％ 102.9％ 103.5％
訪問系

（n=11） 122 人 13人 135 人 22人 5人 27人 16人 10人 26人 105.2％ 72.2％ 100.7％
通所系

（n=11） 84 人 41人 125 人 3人 6人 9人 3人 4人 7人 100.0％ 105.1％ 101.6％
施設・居住系
（n=21） 253 人 53人 306 人 23人 14人 37人 13人 8人 21人 104.1％ 112.8％ 105.5％

前の職場の場所
現在の職場

全サービス系統 訪問系 通所系 施設・居住系

合計 38人 100.0％ 13 人 100.0％ 3人 100.0％ 22 人 100.0％

南部町 17人 44.7％ 1人 7.7％ 0人 0.0％ 16 人 72.7%

南部町以外 19人 50.0％ 11 人 84.6％ 3人 100.0％ 5人 22.7％

介護職員数の変化

前の職場が介護事業所である職員の前の職場の場所



身体介護 買い物 調理・配膳 その他生活援助

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

上記以外の訪問系サービス
（n＝108）

看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（n＝ 17）

合計（n＝125） 77.9％ 18.6％

19.5％77.5％

83.2％ 11.6％

0.6％

0.0％

5.2％

2.9％

0.6％ 2.3％
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訪問系
（小多機・看多機含む）

訪問系
（小多機・看多機含む）

施設・居住系

転職者の前職場 今の職場

施設・居住系

その他の
介護サービス 通所系

以前は
介護以外の職場で
働いていた、
または

働いていなかった

ｎ＝30 ｎ＝53

ｎ＝23

13

5

5
通所系

1

1
3

3

3

2
7

10

（７）過去１年間の介護職員の職場の変化

「介護以外の職場で働いた、または働いていなかった」人が「施設・居住系」の職場に採用が多い
■最も多いのは、「介護以外の職場で働いた、または働いていなかった」人が「施設・居住系」の職場に採用される動
線です。

■「身体介護」、「買い物」、「調理・配膳」、「その他の生活支援」の訪問介護サービスのうち、「身体介護」の提供時間
が最も高く、約 80％を占めます。

（８）訪問介護のサービス提供時間の内容別の内訳（介護給付）

訪問介護のサービスのうち、「身体介護」の提供時間が約80％を占める
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0.0％
20 歳未満（n＝ 2）

20歳代（n＝ 19）

30歳代（n＝ 12）

40歳代（n＝ 25）

50歳代（n＝ 49）

60歳代（n＝ 18）

70歳以上（n＝ 0）

合計（n＝125）

身体介護 買い物 調理・配膳 その他生活援助

D
C
B
A

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

77.9％

100.0％

18.6％

74.3％

75.6％

83.5％

73.8％

89.4％

20.9％

22.5％

21.5％

10.9％4.9％

0.6％ 2.9％

3.9％0.9％

0.6％

0.0％

1.3％
8.7％8.7％

2.4％0.5％

3.4％0.3％

0.7％

（９）訪問介護員の年齢別のサービス提供時間の内容別の内訳（介護給付）

身体介護の占める割合は、20歳未満で100％、20歳代で89.4％と高い
■「身体介護」の占める割合は、20歳未満で 100％、20歳代で 89.4％、30歳代で 83.5％と高くなっています。
■「その他生活援助」の占める割合は、40歳代から 20％を超え、30歳代と比較して高くなっています。
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Ⅵ.介護支援専門員調査

⒈ 概要

１．調査名 介護支援専門員調査

２．目的
ケアマネジメントを担当している介護支援専門員の方が日頃感じている課題や問題点な
どについて調査し、高齢者福祉施策の充実や介護（予防）サービス事業の充実に必要な
取組み等を検討する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象者 南部町内の居宅介護支援事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する介護支
援専門員

５．調査対象者数 24人（令和２年２月 25日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和２年２月 27日～３月 19日

８．調査内容 勤務形態・経験年数・資格保有状況、ケアマネジャー業務・研修等、ケアプラン、医療・
介護との連携、認知症への支援、高齢者の虐待、高齢者施策

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

24 22 91.7％ 22



回答
22

男性
18.2％

女性
81.8％

回答
22

30 歳代
18.2％ 

40 歳代
36.4％ 

50 歳代
31.8％ 

60 歳代
13.6％ 

回答
22

常勤で専任
81.8％

常勤で兼務
18.2％

回答
22

１年未満　4.5％
１～３年　9.1％

18.2％
３～５年

５～10 年
18.2％

10 ～14 年
36.4％

15 年以上
13.6％

回答
22

持っている
50.0％

持って
いない
50.0％

精神保健福祉士
介護福祉士

社会福祉士・社会福祉主事
管理栄養士・栄養士

歯科衛生士
ST(言語聴覚士）
OT（作業療法士）
PT（理学療法士）
看護師・准看護士

保健師
薬剤師

歯科医師
医師

72.7％ 

22.7％ 
0.0％ 
0.0％ 
0.0％ 
0.0％ 
0.0％ 

22.7％ 

0.0％ 

0.0％ 
0.0％ 
0.0％ 

4.5％ 
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問５　主任介護支援専門員の資格の有無

問１　性別 問２　年齢

問３　勤務形態 問４　ケアマネジャーとしての経験年数

問６　介護支援専門員以外の資格（複数回答）

（１）勤務形態・経験年数・資格等

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 22

⒉ 集計表

女性
男性

40歳代
50歳代
30歳代

常勤で専任
常勤で兼務

10～14年
３～５年、５～10年
15年以上

持っている
持っていない

介護福祉士
看護師・准看護士
社会福祉士・社会福祉主事

81.8
18.2

％
％

36.4
31.8
18.2

％
％
％

81.8
18.2

％
％

36.4
18.2
13.6

％
％
％

50.0
50.0

％
％

72.7
22.7
22.7

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒈

⒈
⒉
⒉



4.5％ 

27.3％ 

63.6％ 

50.0％ 

63.6％ 

59.1％ 

22.7％ 

50.0％ 

22.7％ 

集会や学会での参加・発表

参考書やWAMから情報収集

外部研修への参加

事業所内の研修への参加

事例検討会の実施・意見交換

ケアマネ連絡会への参加

事業者連絡会などへの参加

多職種の勉強会への参加

自主的な勉強会の実施・参加

集会や学会での参加・発表

参考書やWAMから情報収集

外部研修への参加

事業所内の研修への参加

事例検討会の実施・意見交換

ケアマネ連絡会への参加

事業者連絡会などへの参加

多職種の勉強会への参加

自主的な勉強会の実施・参加

4.5％ 

27.3％ 

31.8％ 

9.1％ 

13.6％ 

36.4％ 

27.3％ 

59.1％ 

13.6％ 

36.4％ 

31.8％ 

45.5％ 

27.3％ 

受けたことがない

認知症介護実践者研修・
実践リーダー研修・指導者研修

キャラバン・メイト養成研修

認知症サポーター養成講座

回答
22

事業所で
負担
90.9％

自分で負担　9.1％

13.6％ 
13.6％ 

9.1％ 
9.1％ 

4.5％ 
0.0％ 

18.2％ 
27.3％ 
27.3％ 

4.5％ 
54.5％ 

その他
資格更新のための日程調整・研修費用が十分でない
所属事務所の関連事業者からのサービスに偏る

相談する人が身近にいない
医療機関との連携がうまくいかない

認知症ケアの方法がわからない
困難事例のケアマネジメントの方法がわからない
忙しくて利用者の意見・要望を聞き調整する時間が十分とれない
利用者及び家族がサービスの必要性を理解してくれない

サービス提供事業者に関する情報が少ない
市町村の介護保険外のサービスの種類が少ない

特に負担に感じることはない
ケアマネジャー業務以外の相談や依頼ごと

夜間や休日の相談対応
介護報酬請求事務

要介護認定などの申請代行
利用者や事業者の苦情対応

かかりつけ医（主治医）や医療機関との連絡調整
状況確認のための毎月の居宅訪問・面接
ケアプランの交付（書類の作成など）

ケアプラン原案に対する利用者・家族の同意
サービス担当者会議の開催・調整
課題分析のための居宅訪問・面接

利用者や家族に対する業務内容の説明と同意

13.6％ 
27.3％ 

31.8％ 
4.5％ 
4.5％ 

9.1％ 
40.9％ 

4.5％ 
13.6％ 

4.5％ 
22.7％ 

9.1％ 
9.1％ 
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問10　ケアマネジャーの業務の中での課題（複数回答）

問７①　レベルアップのために行っている研修（複数回答） 問７②　レベルアップのために今後行いたい研修（複数回答）

問８　認知症に関するもので、受けたことがある研修（複数回答） 問９　研修費用・旅費（更新研修などを含む）の費用負担

問11　ケアマネジャーの業務の中で負担と感じるもの（複数回答）

（２）ケアマネジャー業務・研修等

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 22

回答 22回答 22

回答 22

回答 22

事例検討会の実施・意見交換
外部研修への参加
ケアマネ連絡会への参加

多職種の勉強会への参加
ケアマネ連絡会への参加
外部研修への参加

事業所で負担
自分で負担

市町村の介護保険外サービスの種類が少ない
利用者及び家族がサービスの必要性を理解してくれない
忙しくて利用者の意見・要望を聞き調整する時間が十分にとれない

キャラバン・メイト養成講座 
認知症介護実践者研修・実践リーダー研修・指導者研修
認知症サポーター養成講座

かかりつけ医（主治医）や医療機関との連絡調整  
夜間や休日の相談対応 
ケアマネジャー業務以外の相談や依頼ごと

63.6
63.6
59.1

％
％
％

59.1
36.4
31.8

％
％
％

90.9
9.1

％
％

54.5
27.3
27.3

％
％
％

45.5
31.8
27.3

％
％
％

40.9
31.8
27.3

％
％
％

⒈
⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒉

⒈
⒉
⒊



その他 4.5％ 

13.6％ 

54.5％ 

0.0％ 

9.1％ 

31.8％ 重要事項説明書で契約内容を説明しても、利用者
の理解がどの程度得られているか判断が難しい
介護保険制度を簡単に説明できる媒体が少な
いこと
介護保険事業所内に利用者対応マニュアルが
整備されていないこと
制度改正が煩雑かつ複雑・多岐にわたり、利用
者の理解を得るのが困難なこと
利用者本人と家族の意向が異なる場合に、ど
ちらを優先するべきか判断に迷うこと

18.2％ 
31.8％ 

18.2％ 
13.6％ 

9.1％ 
13.6％ 

4.5％ 
13.6％ 

18.2％ 
45.5％ 

制度運営における保険者判断部分の周知
情報交換会や連絡調整を行う連絡会の開催

利用者への適正なサービス利用の啓発
不正な事業所の摘発・指導
医療との連携強化対策

ケアマネジメントの質の向上に向けたケアプラン点検の実施
ケアマネジャーの地位向上に関する取組み

研修会・講演会の実施・支援
保健・福祉サービスの情報提供の充実
介護保険制度に関する情報提供の充実

13.6％ 
4.5％ 

31.8％ 
0.0％ 

4.5％ 
0.0％ 

18.2％ 
0.0％ 

40.9％ 
9.1％ 

4.5％ 
18.2％ 
18.2％ 

その他
仕事をする場

ボランティア・担い手
グループホーム
介護保険施設

飲食店
通いの場（サロン）

集会所
弁当・惣菜などの配食

移動販売
病院・医療機関
交通機関（バス）

スーパー・コンビニ

その他

食べ物の飲み込み、歯のみがき方教室

認知症予防教室

栄養バランス改善の教室

個別指導での運動

集団での運動教室

4.5％ 

0.0％ 

54.5％ 

13.6％ 

18.2％ 

40.9％ 

回答
22

要支援２
13.9％

要介護１
19.1％

要介護２
24.7％

要介護３
16.4％

要介護４
13.1％

要介護５　8.0％ 要支援１　4.7％

回答
22

10 ～ 19 件 
9.1％

20 ～ 29 件 
18.2％

30 ～ 39 件 
54.5％

40 ～ 49 件 
13.6％

50 件以上
4.6％

０～ 10 件　0.0％
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問16　担当している利用者数（介護度別）

問12　利用者への情報提供の際の課題（複数回答） 問13　ケアマネジャーへの対応として、行政に期待すること（複数回答）

問 14　介護サービス事業を行ううえで地域に不足しているもの（複数回答） 問15　介護予防事業で利用意向の高いと思われるもの（複数回答）

問 17　月平均のケアプラン作成件数（要介護+要支援）

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 22

回答 22回答 22

回答 22

（３）ケアプラン

制度改正が煩雑かつ複雑・多岐にわたり、利用者の理解を得るのが困難なこと
重要事項説明書で契約内容を説明しても、利用者の理解がどの程度得られているか判断が難しい
利用者本人と家族の意向が異なる場合に、どちらを優先するべきか判断に迷うこと

介護保険制度に関する情報提供の充実
情報交換会や連絡調整を行う連絡会の開催
保健・福祉サービスの情報提供の充実

認知症予防教室
集団での運動教室
個別指導での運動

要介護２
要介護１
要介護３

弁当・惣菜などの配食
ボランティア・担い手
スーパー・コンビニ 

30～39件
20～29件
40～49件 

54.5
31.8
13.6

％
％
％

45.5
31.8
18.2

％
％
％

54.5
40.9
18.2

％
％
％

24.7
19.1
16.4

％
％
％

54.5
18.2
18.6

％
％
％

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

40.9
31.8
18.2

％
％
％



4.5％ 

4.5％ 

4.5％ 

4.5％ 

36.4％ 

13.6％ 

72.7％ 

27.3％ 

困ったりすることはない

相談する人はいない

主治医

県・市町村の介護保険担当者

地域包括支援センター

他事業所のケアマネジャー

職場・同僚のケアマネジャー

サービス提供者

困ったりすることはない

介護報酬請求事務

医療知識

介護保険外のサービス利用

ケアマネジャー業務

運営基準などの解釈

利用者・家族間の意見調整

困難事例への対応

0.0％ 

13.6％ 

22.7％ 

27.3％ 

18.2％ 

13.6％ 

13.6％ 

54.5％ 

利用者・家族・主治医・サービス提供者と調整して
ケアプランを作成している

利用者及び家族の意向を最優先してケアプラン
を作成している

自分自身が所属している、もしくは連携している
サービス提供者の事業を最優先してケアプラン
を作成している

業務遂行を最優先しているため、パターン化され
たケアプランを作成することが多くある

63.6％ 

59.1％ 

0.0％ 

4.5％ 

回答
22

必要である
100.0％

必要でない　0.0％

回答
22

ある程度
連携している

77.3％ 

4.5％  

連携が
不十分である

18.2％

0.0％  

ほとんど連携
していない

十分連携している

50.0％ 

0.0％ 

0.0％ 

25.0％ 

0.0％ 

50.0％ 医療関係者の介護保険に関する知識や理解
が不足している

誰と連絡をとればいいのかわからない

交流の場がない

個人情報の保護の観点から情報が共有されない

お互いに多忙で連絡が取れない

医学知識や医療連携がわからない
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問22　在宅療養者への医療・介護は、サービス担当者会議な
　　　どを通じて連携しているか

問19　ケアプランを作成するうえで、わからないことや困っ
　　　たことの内容（複数回答）

問18　ケアプランを作成するうえで、わからないことや困った
　　　ことがあった場合、主に相談している方（複数回答）

問 20　ケアプランを作成する際、主にどのように進めているか（複数回答） 問21　医療介護の連携の必要性

問23　問22で、「連携が不十分である」と考える理由（複数回答）

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 4

回答 22回答 22

回答 22

（４）医療・介護の連携

職場・同僚のケアマネジャー
地域包括支援センター
サービス提供者

困難事例への対応
介護保険外のサービス利用
医療知識

必要である
必要でない

ある程度連携している
連携が不十分である
十分連携している

利用者・家族・主治医・サービス提供者と調整してケアプランを作成している
利用者及び家族の意向を最優先してケアプランを作成している
業務遂行を最優先しているため、パターン化されたケアプランを作成することが多くある

医学知識や医療連携がわからない
医療関係者の介護保険に関する知識や理解が不足している
交流の場がない

72.7
36.4
27.3

％
％
％

54.5
27.3
22.7

％
％
％

100.0
0.0

％
％

77.3
18.2
4.5

％
％
％

63.6
59.1
4.5

％
％
％

50.0
50.0
25.0

％
％
％

⒈
⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉

⒈
⒉
⒉

⒈
⒈
⒊



回答
22

ある
81.8％

ない
18.2％

回答
22

ある
30.0％

ない
70.0％

医師・歯科医師がケアマネジャーの相談を受
け付ける時間の充実
在宅療養者の情報を共有するための統一的な
フォーマットを作成する

医療関係者と介護関係者が情報交換できる交
流の場を確保する

関係者のためのネット上で連絡がとれるよう
な仕組みを構築する

その他

27.3％ 

27.3％ 

27.3％ 

4.5％ 

13.6％ 

45.5％ 

36.4％ 

22.7％ 

医療（病院・診療所）と介護の役割分担を明確にする

在宅療養者の緊急時用のベッドを確保する

医療・介護の連携マニュアルを作成する

18.2％ 

27.3％ 

27.3％ 

72.7％ 

45.5％ 

0.0％ 

0.0％ 

4.5％ 

その他

直接訪問

サービス担当者会議

訪問診療への同席

診療への同行

電子メール

FAX

電話

0.0％

0.0％

27.3％

50.0％

45.5％

22.7％

36.4％

主治医との連携は何もしていない

居宅療養管理指導をケアプランに反映している

利用者の体調急変時のみ連絡している

利用者の情報提供を行うだけである

主治医と連携して、情報交換や介護度改善の
ために検討している

利用者の要望を聞き、医師と調整している

主治医の意見をケアプランに反映している

主治医の指示を利用者に伝えている

13.6％ 

31.8％ 

9.1％ 

0.0％ 

0.0％ 

9.1％ 

31.8％ 

18.2％ 

その他

特に課題はない

主治医の意見と利用者の利用希望が一致しない

勤務日や時間が一致しない

主治医の診療科と問い合わせしたい内容
が一致しないため返事がもらえない

利用者の体調の急変時に連絡がとれない

多忙で連携がとれない

面識がない
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問28　主治医とはどのようなことについて連携をとっているか（複数回答）

問 25　医療機関との間で、問題やトラブルが発生したことがあるか問 24　退院前（時）カンファレンスに出席したことがあるか

問26　医療・介護の連携を図るために必要なこと（複数回答） 問27　主治医とはどのような方法で連絡をとっているか（複数回答）

問 29　主治医と連携を図るうえでの課題（複数回答）

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 22

回答 22回答 22

回答 22

関係者のためのネット上で連絡がとれるような仕組みを構築する
在宅療養者の情報を共有するための統一的なフォーマットを作成する
医師・歯科医師がケアマネジャーの相談を受け付ける時間の充実

45.5
36.4
27.3

％
％
％

ない
ある

70.0
30.0

％
％

72.7
45.5
27.3

％
％
％

ある
ない

診療への同行
訪問診療への同席
電話、FAX

主治医の意見をケアプランに反映している
利用者の要望を聞き、医師と調整している
居宅療養管理指導をケアプランに反映している

多忙で連携がとれない
特に課題はない
面識がない

81.8
18.2

％
％

50.0
45.5
36.4

％
％
％

31.8
31.8
18.2

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒈
⒊



回答
22

いる
100.0％

いない　0.0％

回答
22

いる
90.9％

いない
9.1％

9.1％ 
22.7％ 

0.0％ 
9.1％ 

4.5％ 
0.0％ 

9.1％ 
18.2％ 

22.7％ 
45.5％ 

40.9％ 
31.8％ 

22.7％ 

その他
本人を支える家族がいない

身体疾患があり医療的な管理が難しい
本人や家族間で介護の方針がくい違う

虐待を受けている
消費者被害に遭遇している

認知症の症状のため適切なサービスが受けられない
認知症の症状が急変して緊急対応が必要となる
サービスを利用してもらえない、サービス拒否がある
薬の飲み間違えがあって、服薬管理ができない

家族が認知症であることを認めない
本人の意思の確認が取れない

本人や家族が医療機関を受診しない

9.1％ 
22.7％ 

36.4％ 
22.7％ 

0.0％ 
13.6％ 

27.3％ 
36.4％ 

13.6％ 
45.5％ 

地域ケア会議など専門的な支援体制の充実
悪徳商法などから高齢者を守るサービス

認知症の方を支える施設やサービス
認知症の方を見守る地域ボランティア

介護する家族同士の交流会
認知症の相談窓口を充実させること

認知症専門医や専門医医療機関の周知
認知症の早期発見、早期診療の仕組み

認知症を予防する取り組み
認知症に関する正しい知識や理解を広めること

回答
22 ある

54.5％

ない
45.5％

4.5％ 

0.0％ 

0.0％ 

0.0％ 

0.0％ 

31.8％ 

40.9％ 

その他

高齢者の家族、親戚からの相談

虐待者からの相談

高齢者本人からの相談

医療機関からの連絡

サービス提供事業者からの連絡

ケアマネジャーとして業務の中で気付いた
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問34　高齢者虐待（疑いを含む）の事実を知った経緯
　　（複数回答）

問33　家庭内における高齢者虐待（疑い含む）の事例を
　　　経験（担当）したことがあるか

問30②　担当している利用者の中で、医師から認知症の診断は受けていないが、認定
　　　　　　調査で認知症とされている人（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上）問30①　担当している利用者の中で、医師から認知症と診断されている人

問31　担当する認知症の方の状況で、実際にあること（複数回答） 問32　今後、認知症の方の支援に必要なこと（複数回答）

（５）認知症への支援

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 12

回答 22回答 22

（６）高齢者の虐待

薬の飲み間違えがあって、服薬管理ができない
家族が認知症であることを認めない
本人の意思の確認が取れない

45.5
40.9
31.8

％
％
％

いる
いない

いる
いない

認知症に関する正しい知識や理解を広めること
認知症の早期発見、早期診療の仕組み
認知症の方を支える施設やサービス

ある
ない

ケアマネジャーとして業務の中で気付いた
サービス提供事業者からの連絡
その他

100.0
0.0

％
％

90.5
9.5

％
％

45.5
36.4
36.4

％
％
％

54.5
45.5

％
％

40.9
31.8
4.5

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒉

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊



22.7％ 
13.6％ 
13.6％ 

27.3％ 
4.5％ 

40.9％ 
40.9％ 

18.2％ 
22.7％ 

54.5％ 

警察・司法との連携・介入
家族介護者を対象とした介護相談の充実

日常生活自立支援事業の充実
成年後見制度への積極的な取り組み

関係機関や職員への研修
住民への啓発

介護者への援助の充実
対応マニュアルの周知

関係機関のネットワークの強化
相談窓口の設置、明確化

住民主体の活動の充実
高齢者の権利を守る成年後見制度の充実

高齢者の虐待対策
地域の人のつながりづくりや見守り活動の促進

地域包括支援センター機能の充実
家族介護の負担を軽減する支援策の充実

医療機関と介護サービス事業所の連携推進
認知症に関する施策の充実

介護保険以外の生活支援サービスの充実
要介護状態にならないための介護予防事業の充実

高齢期に住み続けられる住まいの施策の充実
特別養護老人ホームなどの介護施設の充実
デイサービスなどの在宅サービスの充実

サービス事業者の質の向上
保健・福祉サービスの情報提供

介護保険制度に関する情報提供の充実 13.6％ 
4.5％ 

18.2％ 
13.6％ 

4.5％ 
0.0％ 

18.2％ 
68.2％ 

0.0％ 
18.2％ 

31.8％ 
27.3％ 

9.1％ 
0.0％ 

13.6％ 
4.5％ 

31.8％ 

9.1％ 

13.6％ 

36.4％ 

54.5％ 

40.9％ 

医療・介護サービス従事者の連携強化

地域ケア会議の活性化

情報共有手段としてのICT
（情報通信技術）の活用

地域の見守りネットワークの強化

生活支援サービスの担い手の確保

地域の社会資源及び住民ニーズの把握
22.7％ 

18.2％ 
18.2％ 

45.5％ 
27.3％ 
27.3％ 

13.6％ 
77.3％ 

13.6％ 
13.6％ 

9.1％ 
9.1％ 

45.5％ 
27.3％ 

13.6％ 

消防団
警察・駐在所

医師・医療機関
介護サービス事業所

介護支援専門員
コミュニティソーシャルワーカー

地域包括支援センター
社会福祉協議会

スーパー・コンビニ
薬局

認知症サポーター等
NPO・ボランティア
民生委員・児童委員

老人クラブ
自治会・婦人会
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問37　地域包括ケアシステムを構築するために必要と思わ
　　　れること（複数回答）

問38　地域包括ケアシステムを促進するため、重要だと思わ
　　　れる組織・団体等（複数回答）

問35　高齢者虐待への対応として、必要な制度や仕組みは
　　　どのようなものか（複数回答） 問36　介護保険制度を運営するうえで、南部町が力をいれるべきこと・期待すること（複数回答）

（７）高齢者施策・介護サービス事業

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

回答 22回答 22

回答 22 回答 22

生活支援サービスの担い手の確保
地域の社会資源及び住民ニーズの把握
医療・介護サービス従事者の連携強化

54.5
40.9
31.8

％
％
％

相談窓口の設置、明確化
介護者への援助の充実
住民への啓発

介護保険以外の生活支援サービスの充実
家族介護の負担を軽減する支援策の充実
地域包括支援センター機能の充実

地域包括支援センター
NPO・ボランティア
医師・医療機関

68.2
31.8
27.3

％
％
％

77.3
45.5
45.5

％
％
％

54.5
40.9
40.9

％
％
％

⒈
⒉
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒉
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Ⅶ.介護保険サービス等参入意向調査

⒈ 概要

１．調査名 介護保険サービス等参入意向調査

２．目的 第８期介護保険事業計画期間の介護サービス等の参入意向を調査し、介護サービス事業
見込量を把握する

３．調査地域 南部町全域

４．調査対象 南部町内で介護サービス事業及び高齢者福祉施設等を運営する法人、事業者

５．調査対象者数 23事業所（令和２年２月 25日現在）

６．調査方法 郵送法（郵送による配布・回収）

７．調査時期 令和２年２月 25日～３月 19日

８．調査内容 「法人（事業者）の概要、新規事業の開始・開設等の検討状況、従業員の状況、介護サー
ビス事業を運営するうえでの課題

９．配布・回収状況
配布数 回収数 回収率 集計数

23 23 100.0％ 23



回答
23

なし
100.0％

あり　0.0％

その他
仕事をする場

ボランティア・担い手
グループホーム
介護保険施設

飲食店
通いの場（サロン）

集会所
弁当・惣菜などの配食

移動販売
病院・医療機関
交通機関（バス）

スーパー・コンビニ

13.0％ 
13.0％ 

56.5％ 
4.3％ 

8.7％ 
21.7％ 
21.7％ 

0.0％ 
43.5％ 

26.1％ 
4.3％ 

30.4％ 
13.0％ 

回答
23

大いに
不足

21.7％ 

不足
43.6％ 

やや不足
21.7％ 

適当
13.0％

過剰 0.0％

不足
87.0％

その他

募集しても応募がない

募集しても適切な人がいない

離職率が高い

5.0％ 

80.0％ 

45.0％ 

20.0％ 

その他
ST(言語聴覚士）
OT(作業療法士）
PT（理学療法士）

保健師
社会福祉士
介護福祉士

介護支援専門員
主任介護支援専門員

訪問介護員以外の介護職
訪問介護員

看護師

15.0％
15.0％

5.0％
5.0％

0.0％ 
5.0％

55.0％
5.0％

10.0％
50.0％

30.0％
60.0％
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Ⅶ.介護保険サービス等参入意向調査

問６　問４で「大いに不足」、「不足」、「やや不足」と
　　　回答した場合、不足している職種（複数回答）

問５　問４で「大いに不足」、「不足」、「やや不足」と
　　　回答した場合、その原因（複数回答）

問１　新規事業の開始、施設の開設、既存事業の規模拡大・
　　　縮小の意向はあるか 問２　問１で「あり」と回答した場合の具体的な状況

回答なし

問３　介護サービス事業を行ううえで地域に不足しているもの（複数回答） 問４　従業員の過不足について、どのように感じているか

回答 20

回答 23

回答 20

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

■調査結果 ■調査結果

⒉ 集計表

なし
あり

ボランティア・担い手
弁当・惣菜などの配食
交通機関（バス）  

不足
大いに不足
やや不足

募集しても応募がない
募集しても適切な人がいない
離職率が高い

看護師
介護福祉士
訪問介護員

100.0
0.0

％
％

56.5
43.5
30.4

％
％
％

43.6
21.7
21.7

％
％
％

80.0
45.0
20.0

％
％
％

60.0
55.0
30.0

％
％
％

⒈
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒉

⒈
⒉
⒊

⒈
⒉
⒊



その他
送迎サービス
移送サービス

定期的な通いの場
見守り・声かけ

ごみ出し
外出同行
買い物

清掃・洗濯
調理
配食

4.3％ 
17.4％ 

13.0％ 
30.4％ 

47.8％ 
26.1％ 

17.4％ 
47.8％ 

26.1％ 
13.0％ 

8.7％ 

食べ物の飲み込み、
歯のみがき方教室 36.4％ 

認知症予防教室 86.4％ 

栄養バランス改善の教室 22.7％ 

個別指導での運動 27.3％ 

集団での運動教室 59.1％ 
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Ⅶ.介護保険サービス等参入意向調査

問７①　自分の法人（事業者）で提供可能と考えられるサービス（複数回答） 問８　介護予防事業で利用意向の高いと思われるもの（複数回答）

回答23 回答 22

■調査結果 ■調査結果
買い物
見守り・声かけ
定期的な通いの場

認知症予防教室
集団での運動教室
食べ物の飲み込み・歯のみがき方教室

86.4
59.1
36.4

％
％
％

47.8
47.8
30.4

％
％
％

⒈
⒈
⒊

⒈
⒉
⒊




